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庁舎の管理（安全対策と環境対策を中心として）について 

 
 

第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の目的 

   

   都の庁舎は、都が事業目的などに利用する公有財産であるとともに、都民共有の貴

重な財産でもあることから、適切に管理されなければならない。 

 

 先に発生した四川省大震災（平成２０年５月）や岩手・宮城内陸地震（平成２０年

６月）では、多数の犠牲者・被災者が出たところである。庁舎の管理に当たっては、

多くの利用者が訪れる施設として、火災や震災などに対する安全対策への十分な配慮

が必要である。 

 

 また、都は、東京都環境基本計画（平成２０年３月改訂）に基づいて、ディーゼル

車対策の推進や地球温暖化対策への取組を進めてきたことに加え、平成１９年１２月

に策定した「１０年後の東京」において、「世界でもっとも環境負荷の少ない都市を実

現する」こととし、気候変動の危機の克服に向けた独自の取組を開始している。 

 平成２０年６月には、これまで以上に環境への負荷を低減するために、「都民の健康

と安全を確保する環境に関する条例」を改正し、大規模なＣＯ₂排出事業所に対する総

量削減義務と、排出量取引制度の導入などを行った。 
 ＣＯ₂排出の総量削減義務などの平成２２年４月からの施行に伴い、条例への対応を

民間事業者に働きかけていくため、都の庁舎においても、省エネルギーや温暖化対策

への率先した取組みが求められている。 

 

庁舎管理については、これまでも定例監査等で問題点を指摘しているところである

が、指摘されないものについては放置されがちである。このため、あらかじめ問題と

なる事項をリストアップし、全庁的に監査することが有効であると判断した。 

 

そこで、今回の監査では、テーマを「庁舎の管理（安全対策と環境対策を中心とし

て）」とし、共通の観点と着眼点により、各局横断的に検証していくこととした。 
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   ＊都の庁舎の例 
種別 事例 

事務所等 都庁本庁舎、都税事務所、都バス営業所、水道局営業所など 
医療・福祉施設 病院、療育センター、老人ホームなど 
浄水場等 浄水場、水再生センターなど 
学校等 高等学校、看護専門学校、職業能力開発センターなど 
その他 地下鉄駅舎、中央卸売市場、図書館など 

 

 

 ２ 監査の対象 

 

   監査に当たっては、各局の庁舎の中から、原則として 
① 延床面積が大きい、利用者が多いなど、庁舎の規模が大きいこと 
② 災害対策上重要な庁舎であること 

   を条件として、可能な限り多種多様になるよう選定した事業所と、都庁本庁舎等を

所管する部署等を合わせ、８部８２事業所（１９局７３庁舎）に対して実地監査を行

った。 

   なお、大規模な改修や移転などが予定されている庁舎は対象としなかった。また、

指定管理者が管理している庁舎は、平成１９年行政監査の対象としたので除外した。 

 
 

 ３ 監査の観点及び監査方法 

 

   監査は、以下の観点を踏まえ、チェックリストを作成し、庁舎及び敷地内の現地踏

査によって問題点を捕捉するとともに、関係書類の閲覧及び聞取り調査を行った。 

   実査に当たっては、一部の庁舎に技術職員が同行し、技術的な着眼点からも問題点

の捕捉が可能となるようにした。 

   なお、光熱水費の節減状況、廃棄物の減量状況を見る必要があるため、平成１８年

度から監査日現在までを監査の対象期間とした。 

   また、庁舎の耐震化については、「東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震

化整備プログラム」が策定され、優先度に応じて計画的に耐震化が進められているこ

と（詳細は１０ページ以下に記載のとおり）から、今回の監査ではその進捗を見守る

こととし、監査しないこととした。 
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（１）庁舎の安全対策について 

  ① 震災対策、火災対策は適切に行われているか 

  ② 薬品、危険物の管理は適切に行われているか 

  ③ 来庁者に対する配慮は十分なものとなっているか 

 

（２）庁舎の環境対策について 

  ① 省エネルギーや地球温暖化対策への取組みは適切に行われているか 

② 廃棄物の減量と処理は適切に行われているか 

 

（３）庁舎の適正・効率的な管理について 

① 庁舎の行政財産使用許可は適正に行われているか 

② 建物管理、設備保守点検等の契約は適切に行われているか 
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＊チェックリスト（抜粋） 

観点・着眼点 

1 震災対策・火災対策等は適切に行われているか 

1 震災対策  

 
事業所防災計画は策定（更新）されているか、什器等について、設置場所、転倒防止策は適切か、非常用発

電機、備蓄品は適切に維持管理されているか 

2 火災対策 

 
消防設備（誘導灯含む)の保守点検、修繕は適切か、防火管理者の選任、消防計画の策定などは適切か、避難

通路は確保されているか（幅員は確保されているか） 

3 テロ対策、防犯対策等 

 

 
不法侵入を防止できる態勢となっているか、警備状況は適切か（時間帯・ルートなど）、防犯カメラは適切

に運用されているか(死角はないか、監視体制は) 

2 薬品・危険物の管理は適切に行われているか 

1 薬品（毒物・劇物）、危険物(灯油、ガソリン等） 

 
 
管理規定は策定されているか、保管方法は適切か（転倒防止、施錠、表示）、在庫数量の管理は適切か（記

録、点検）、今後の使用見込みがない物を速やかに、適正に処理しているか 

3 来庁者に対する配慮は十分なものとなっているか 

1 案内表示（点字ブロック含む）等 

 必要な場所に設置されているか（インターホンの位置は適切か) 

2 安全対策等 

庁

舎

の

安

全

対

策 

 

 安全対策、段差対策、傾斜対策は適切か 

1 省エネルギーや地球温暖化対策への取組みは適切に行われているか 

1 省エネ対策 

 光熱水の使用量の推移を分析・把握しているか、電気製品の購入に当たって、省エネ性能を勘案しているか

2 地球温暖化対策  

 
敷地内の緑化、屋上緑化に取り組んでいるか、アイドリングストップは徹底されているか、駐車場に表示が

あるか、グリーン購入を考慮しているか、雨水浸透施設が設置されているか（水害対策を含む） 

2 廃棄物の減量と処理は適切に行われているか 

1 廃棄物の減量 

 
廃棄物の内容を分析・把握した上で、減量目標を立てているか、リサイクルは適切に行われているか、レジ

袋を庁舎外から持ち込まないなど具体的な対策を立てているか 

2 適正処理 

 
適切な区分(一廃／産廃)で処理しているか、受託業者は適切に選定されているか、適切な処理量に基づいて

支払をしているか、契約単価は条例の規定以下か、消費税の扱いは適正か 

3 その他 

庁

舎

の

環

境

対

策 
 

 ＰＣＢ廃棄物は適切に保管されているか（責任者・保管場所・処理計画) 

1 庁舎の行政財産使用許可は適正に行われているか 

1 許可手続き等 

 
使用者の選定方法は適切か(グリーン購入ガイドに配慮しているか）、許可内容（面積・期間・目的など）は

適切か、使用料の減免は適切か 

2 使用状況に対する指導 
 

 
共用部分への看板、壁面へのチラシなど許可範囲の逸脱はないか、自販機の設置状況（通路幅確保、防火扉

の障害など)は適切か 

2 建物管理、設備保守点検等の契約は適切に行われているか 

1 設備保守点検等 
 
 遊休している設備に必要以上の保守を行っていないか 

3 その他  

1 光熱水費の節減 

 契約電力の変更による電気料金の節減は行われているか 

２ その他 

庁

舎

管

理

の

適

正

性 

及

び

効

率

性  

 分煙の状況は適切か（喫煙場所の位置はどうか) 
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 ４ 実地監査の場所及び期間 

 
（１）実地監査場所 

 

局 名 部 ・ 庁 舎 名 

総務部（本庁舎の庁内管理） 
総 務 局 

職員研修所、竹芝庁舎（公文書館） 

財 務 局 建築保全部（本庁舎の財産・設備の管理） 

主 税 局 
中央都税事務所、中野都税事務所、大田都税事務所、豊島合同庁舎、 

練馬都税事務所、立川合同庁舎 

生活文化スポーツ局 東京ウィメンズプラザ、計量検定所（タクシーメーター深川検査場を含む） 

都 市 整 備 局 第一区画整理事務所、再開発事務所、多摩建築指導事務所 

環境政策部、都市地球環境部、廃棄物対策部 
環 境 局 

廃棄物埋立管理事務所、多摩環境事務所 

福 祉 保 健 局 
東村山老人ホーム、東村山ナーシングホーム、北多摩看護専門学校 

府中療育センター、北療育医療センター城南分園、児童会館 

病 院 経 営 本 部 広尾病院、墨東病院、大塚病院、松沢病院 

産 業 労 働 局 

東京障害者職業能力開発校、城南職業能力開発センター、 

中央・城北職業能力開発センター板橋校、 

労働相談情報センター八王子事務所、同国分寺事務所、同大崎事務所 

中 央 卸 売 市 場 築地市場、大田市場、食肉市場、北足立市場 

建 設 局 
第一建設事務所、第五建設事務所・江東治水事務所合同庁舎、西多摩建設事務所、

北多摩南部建設事務所 

港 湾 局 
港南庁舎（東京港建設事務所、東京港管理事務所）、日の出庁舎、辰巳庁舎 

調布飛行場管理事務所 

総務部（本部庁舎の管理） 
東 京 消 防 庁 

消防防災資料センター、立川都民防災教育センター、八王子消防署 

交 通 局 
渋谷自動車営業所、江戸川自動車営業所、大島総合庁舎、都庁前駅、 

志村車両検修場、木場車両検修場 

水 道 局 

多摩水道立川庁舎、本郷庁舎（水運用センター・水質センター・水道歴史館）、

和泉庁舎（西部支所・西部建設事務所・水道緊急隊）、研修・開発センター、 

玉川浄水場、水の科学館 

下 水 道 局 
流域下水道本部、蔵前庁舎（基幹施設再構築事務所・北部第一下水道事務所） 

有明水再生センター（虹の下水道館を含む）、多摩川上流水再生センター 

教 育 庁 
農芸高等学校、西高等学校、立川ろう学校、羽村特別支援学校、 

中央図書館、多摩教育センター（多摩図書館・多摩教育事務所ほか） 

総務部（本部庁舎及び多摩総合庁舎の管理） 
警 視 庁 

府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場 

議 会 局 管理部（都議会議事堂の庁内管理） 
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（２）庁舎の概要                  (単位:㎡、小数点以下切捨) 
所管局 庁舎名 所在地 敷地面積 延床面積 しゅん工年

第一本庁舎 14,349 196,755 

第二本庁舎 14,030 139,949 

総務局 
財務局 
議会局 都議会議事堂 

新宿区西新宿二丁目８番１号 
14,560 44,986 

平成 3 年

総務局 竹芝庁舎 港区海岸一丁目 13 番 17 号 3,461 11,302 昭和 43 年

中央都税事務所 中央区新富二丁目 6番 1号 833 4,438 昭和 38 年

大田都税事務所 大田区西蒲田七丁目 11番 1 号 1,417 5,123 昭和 44 年

中野都税事務所 中野区中野四丁目 6番 15 号 1,618 5,386 平成 2 年

練馬都税事務所 練馬区豊玉北六丁目 13番 10 号 1,968 6,050 平成 8 年

豊島合同庁舎 豊島区西池袋一丁目 17番 1 号 1,102 9,304 平成 8 年

主税局 

立川合同庁舎 立川市錦町四丁目 30 番 1号 4,281 5,017 昭和 39 年

計量検定所 港区海岸一丁目 7番 4号 6,286 5,048 昭和 45 年生 活 文

化 ス ポ

ーツ局 

東京ウィメンズ 

プラザ 
渋谷区神宮前五丁目 53番 67 号 2,584 4,566 平成 7 年

第一区画整理事務所 江東区東陽七丁目 3番 2号 2,561 4,363 平成 5 年

再開発事務所 中野区中野一丁目 2番 5号 1,823 4,132 平成 2 年
都市 

整備局 
多摩建築指導事務所 立川市錦町四丁目 6番 3号 1,937 1,985 平成 15 年

環境局 廃棄物埋立管理事務所 江東区青海二丁目地先 42,327 16,450 平成 8 年

東村山老人ホーム 32,899 昭和 50 年

東村山ナーシングホーム 
東村山市青葉町一丁目７番 1号 173,983

11,002 昭和 63 年

府中療育センター 府中市武蔵台二丁目 9番 2号 17,655 14,906 昭和 43 年

北療育医療センター

城南分園 
大田区東雪谷四丁目 5番 10 号 4,975 3,404 平成 6 年

児童会館 渋谷区渋谷一丁目 18 番 24 号 3,922 9,684 昭和 39 年

福祉 

保健局 

北多摩看護専門学校 東大和市桜が丘三丁目 44番 10 号 8,000 10,405 平成 3 年

広尾病院 渋谷区恵比寿二丁目 34番 10 号 22,172 40,624 昭和 55 年

大塚病院 豊島区南大塚二丁目 8番 1号 18,702 45,692 昭和 62 年

墨東病院 墨田区江東橋四丁目 23番 15 号 19,987 72,736 平成 11 年

病 院 経

営本部 

松沢病院 世田谷区上北沢二丁目 1番 1号 192,558 59,845 昭和 48 年

東京障害者職業能力

開発校 
小平市小川西町二丁目 34番 1号 35,795 11,878 昭和 54 年

城南職業能力開発 

センター 
品川区東品川三丁目 31番 16 号 5,659 11,298 平成 2 年

中央･城北職業能力 

開発センター板橋校 
板橋区船戸二丁目 2番 1号 7,332 11,115 昭和 62 年

労働相談情報センター

八王子事務所 
八王子市明神町三丁目 5番 1号 2,606 3,148 昭和 53 年

労働相談情報センター

国分寺事務所 
国分寺市南町三丁目 22番 10 号 1,734 3,110 昭和 46 年

産業 

労働局 

労働相談情報センター

大崎事務所 
品川区大崎一丁目 11 番 1号 460 1,654 平成 11 年

築地市場 中央区築地五丁目 2番 1号 230,836 288,180 昭和 50 年

大田市場 大田区東海三丁目 2番 1号 386,426 276,721 昭和 63 年

食肉市場 港区港南二丁目 7番 19 号 64,108 93,139 平成 14 年

中 央 卸

売市場 

北足立市場 足立区入谷六丁目 3番 1号 61,076 77,823 昭和 54 年
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所管局 庁舎名 所在地 敷地面積 延床面積 しゅん工年

第一建設事務所 中央区明石町 2番 4号 1,920 2,961 昭和 47 年

第五建設事務所・江東

治水事務所合同庁舎 

葛飾区東新小岩一丁目 14 番 11

号 
3,423 3,935 昭和 46 年

西多摩建設事務所 青梅市東青梅三丁目 20番 1 号 2,326 3,315 昭和 60 年

建設局 

北多摩南部建設事務所 府中市緑町一丁目 27 番 1号 4,189 3,003 昭和 47 年

港南庁舎 港区港南三丁目 9番 56 号 24,663 13,643 平成 7 年

日の出庁舎 港区海岸二丁目 7番 104 号 4,522 2,617 昭和 57 年

辰巳庁舎 江東区辰巳一丁目 1番 16 号 952 1,724 昭和 56 年
港湾局 

調布飛行場管理事務所 調布市西町 290 番地 3 239,297 546 昭和 57 年

本部庁舎 千代田区大手町一丁目 3番 5号 4,297 31,509 昭和 51 年

消防防災資料センター 新宿区四谷三丁目 10 番 4号 1,808 8,050 平成 4 年

立川都民防災教育 

センター 
立川市泉町 1156 番 1 32,000 12,114 平成 4 年

東京 

消防庁 

八王子消防署 八王子市大横町 1番 4 1,329 1,157 昭和 44 年

都庁前駅 新宿区西新宿二丁目 8番 1号 ― 17,533 平成 9 年

大島総合庁舎 江東区大島九丁目 9番 22 号 6,084 10,134 昭和 54 年

渋谷自動車営業所 渋谷区東二丁目 25 番 36 号 11,736 1,140 昭和 45 年

江戸川自動車営業所 江戸川区中葛西四丁目 9番 11号 15,215 2,360 昭和 49 年

木場車両検修場 江東区木場五丁目 6番 4,615 8,887 平成 11 年

交通局 

志村車両検修場 板橋区高島平九丁目 1番 1号 137,227 30,792 昭和 43 年

多摩水道立川庁舎 立川市緑町 6番地の 7 3,155 13,095 平成 18 年

研修・開発センター 7,329 平成 17 年

玉川浄水場 

世田谷区玉川田園調布一丁目 19

番 1 号 
78,410

821 平成 19 年

本郷庁舎 1･2 号館 文京区本郷二丁目 7番 1号 17,877 14,276 平成 6 年

和泉庁舎 杉並区和泉三丁目 8番 10 号 6,184 9,708 平成 3 年

水道局 

水の科学館 江東区有明二丁目 4番 1号 6,549 3,421 平成 7 年

蔵前庁舎 台東区蔵前二丁目 1番 8号 26,405 4,644 平成 9 年

有明水再生センター 江東区有明二丁目 3番 5号 46,600 3,178 平成 7 年

流域下水道本部 立川市錦町一丁目 7番 26 号 2,378 2,580 昭和 54 年
下 水 道

局 
多摩川上流水再生 

センター 
昭島市宮沢町三丁目 15番 1 号 149,659 1,834 昭和 53 年

農芸高等学校 杉並区今川三丁目 25 番 1号 71,620 30,091 平成 11 年

西高等学校 杉並区宮前四丁目 21 番 32 号 32,230 12,706 平成 8 年

立川ろう学校 立川市栄町一丁目 15 番 7号 25,083 16,100 昭和 62 年

羽村特別支援学校 羽村市五ノ神 319 番地１ 25,231 8,761 昭和 50 年

中央図書館 港区麻布五丁目 7番 13 号 9,157 23,196 昭和 48 年

教育庁 

多摩教育センター 立川市錦町六丁目 3番 1号 9,160 19,998 昭和 62 年

本部庁舎 千代田区霞ヶ関二丁目 1番 1号 19,034 99,249 昭和 55 年

多摩総合庁舎 立川市緑町 3280 番地 23,998 26,389 平成 7 年

府中運転免許試験場 府中市多磨町三丁目 1番 1号 93,211 19,596 昭和 50 年
警視庁 

鮫洲運転免許試験場 品川区東大井一丁目 12番 5 号 23,068 8,396 昭和 43 年

 

（３）実地監査の期間 

平成２０年９月２４日から同年１１月１４日まで 
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第２ 庁舎の管理にかかる法定事項等 

 

   今回のテーマに関して、主な法令等によって規定されている事項は以下のとおりで

ある。各事業所では、これらに基づいて庁舎の適切な管理に努めている。 

 

１ 安全対策に関する法令等 

 
（１）法律 
① 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 
建築物やその内部の設備について、構造等を規定 

② 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１

号、以下「バリアフリー法」という。） 
移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置などを規定 

③ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 
都道府県における、防災計画策定の義務付けなどを規定 

④ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 
防火管理者の任命、消防計画の策定の義務付け、危険物の貯蔵、取扱いなどにつ

いて規定 
⑤ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号、以下「毒劇法」という。） 
毒物などの保管方法などについて規定 

 
（２）条例 

① 火災予防条例（昭和３７年条例第６５号） 
避難施設の管理、自衛消防訓練の義務付け、少量危険物の貯蔵、取扱いなどにつ

いて規定 
② 東京都震災対策条例（平成１２年条例第２０２号） 
事業所防災計画の作成、防災組織の訓練の義務付けなどについて規定 

③ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年条例第

１５５号） 

バリアフリー法に基づいて、事項ごとに詳細な基準を規定 
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２ 環境対策に関する法令等 

 
（１）法律 
① エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号、以下「省エ

ネルギー法」という。） 
エネルギーの使用者に対し、その使用の合理化に努める義務などを規定 

② 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００

号） 
国等の公的部門に対し、環境物品等の調達推進に努める義務などを規定 

③ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号） 

事業者に対する、製品の回収、リサイクルの義務付けなどを規定 

④ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 
地方公共団体実行計画の策定、実施状況の公表などを規定 

⑤ 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号） 

事業者に対する、廃家電製品の再商品化等の義務付けなどを規定 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号、以下「廃掃法」

という。） 

事業者に対する、廃棄物の減量及び適正な処理の義務付けなどを規定 

 
（２）条例 
① 東京都環境基本条例（平成６年条例第９２号） 
都の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃

棄物の減量に努める義務などを規定 
② 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年条例第２１５号） 
大規模なＣＯ₂排出事業所に対する総量削減義務などを規定 

 
３ その他庁舎管理関係法令等 
 
① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
行政財産の使用許可について規定 

② 東京都公有財産規則（昭和３９年規則第９３号） 
行政財産使用許可の範囲、期間、手続などについて規定 

③ 東京都庁内管理規則（昭和４５年規則第９２号） 
庁内における秩序及び美観の保持、火災及び盗難の予防など、庁内管理上必要な

事項を規定 
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第３ 安全対策･環境対策に関する取組 

 
  都は、上記の法令等を踏まえ、以下のとおり、庁舎の管理に関わる各種の計画等を

策定し、取り組んでいる。 
 
 １ 東京都地域防災計画（昭和３６年、最新改訂平成１９年５月） 
   災害対策基本法の規定に基づき、国、都、区市町村、警視庁、東京消防庁、自衛

隊、公共事業者等の関係機関などで構成され、都知事が会長となっている東京都防

災会議が策定する計画。 
   震災編と火山・風水害等編に分け、災害の予防、応急対策、復旧・復興対策など

について計画している。毎年検討を加え、必要に応じて修正しているため、直近に

発生した震災や集中豪雨などの状況が反映されている。 
   この中で、事業者の責務として「管理する施設・設備について安全の確保に努め

なければならない」とするとともに、事業所防災計画の作成を義務付けている。 
   これに基づき、各事業所は事業所防災計画を作成するとともに、「災害マニュアル｣

等で詳細な事項について定めている。 
 
 ２ 都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン（平成１９年３月） 
   財務局、福祉保健局など関係各局と学識経験者で構成される、都有施設整備ユニ

バーサルデザイン策定委員会によって作成されたもの。 
   ユニバーサルデザインの考え方は、全ての人に対して配慮した整備を行うことで

あり、公平性の原則、安全性の原則などの７原則が定義されている。 
   都立建築物の整備にあたって、より利用者の視点を重視するためには、従来のよ

うに高齢者や障害者など、特定の人への配慮という概念で捉えるのではなく、全て

の人を利用者と捉えることが必要とし、ユニバーサルデザインの考え方を導入する

こととしている。 
   このガイドラインでは、全ての都立建築物について、年齢･性別･能力等を問わず

あらゆる利用者を対象として、建築物の整備における計画から事後評価までの手法

を示している。 
   また、ユニバーサルデザインの視点として、建築物の部位ごとに、安全性の確保

にかかる詳細などを、チェックリストで確認できるようにしており、建築物の設計

の際の検討要素に加えるなどで活用されている。 
 
 ３ 東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備プログラム（平成２０年

３月） 

    平成２０年３月に公表された「東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震

性に係るリスト」によれば、表１のとおり、十分な耐震性を有するものは、平成１
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８年度末現在で約９０％となっている。 

    このプログラムは、都が、リストの公表と共に、耐震診断が未実施なもの及び十

分な耐震性が確保されていないものについて、耐震化整備等の計画を示したもので

ある。 

    この中で、表２のとおり、消防署、警察署など防災上特に重要な公共建築物につ

いては平成２２年度末までに耐震化を完了するなど、耐震性の状況に基づく今後の

耐震化の整備内容や完了予定時期を示しており、平成２７年度末までに耐震化率を

１００％にするとしている。 

 

（表１）耐震性の状況                   （平成１８年度末現在） 

耐震性の説明 棟数及び割合 

十分な耐震性を保有するもの ４，４１９ ９０．２％

診断の結果、十分な耐震性が確保されていないもの ３７９ 

耐震診断を未実施のもの ９８ 

(合計４７７)

９．８％

合 計 ４，８９６  

 

（表２）耐震化の目標 

耐震化の目標 対象棟数

「防災上特に重要な公共建築物」は平成２２年度末までに耐震化

完了（建替え予定等で完了時期が平成２３年度以降になるものを

除く） 

１２８耐震化を

行うもの 

上記以外のもの ２７８

耐震診断

を行うも

の 

平成２０年度末までに耐震診断を完了（早期に用途廃止予定等の

ものを除く）診断の結果、耐震化の必要があるものは平成２７年

度末までに耐震化を完了 

（注）７１

合  計 ４７７

（注）表１の「耐震診断を未実施のもの」９８棟から、用途廃止予定等の２７棟を除いた数。 

 
 ４ 地球温暖化対策都庁プラン（平成１７年８月） 
   都が、都庁全体における温暖化対策を更に進展させるため、地球温暖化対策に特

化した実行計画として策定したもの。 
   都庁全体の事務事業活動に伴う温暖化効果ガス排出量（ＣＯ₂換算）を平成２１年

度までに、平成１６年度比１０％削減するとし、エネルギー使用量の多い大規模都

有施設で、重点的・計画的な取組を行うなど、５つの戦略的取組を定めている。 
   この取組の実効性を高めるため、局ごとに「局温暖化対策実行プラン」を策定し

ている。 
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 ５ 東京都環境マネジメントシステム（平成１１年７月） 
   都が、持続的発展が可能な社会の構築を目指し、その姿勢を明確化するとともに、

都内最大の事業者として率先して環境への配慮を進めるため策定された、環境改善

に関する目標管理のシステム。 
   環境改善への積極的な努力、事業活動における環境配慮の徹底、などを基本方針

として、環境目的、環境目標を定め、定期的に見直すことで、継続的な改善を進め

る。この中で、各局が年度ごとの目標を設定している。 
 

 ６ 東京都グリーン購入推進方針（平成１５年４月、最新改訂平成２０年４月） 

   「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、環境に配慮し

た物品や役務の調達をより一層推進することにより、日常業務活動から生じる環境

負荷の低減を図ることを目的として策定されたもの。 

   品目別の環境配慮仕様を満たすものを調達することを原則とするとして、物品や

役務の種類ごとに詳細を記載した「東京都グリーン購入ガイド」を策定し、毎年度

内容の更新を行っている。 
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第４ 監査の結果 

 

１ 結果の概要 

 

  監査の結果、各局に対して改善を求めた指摘事項は３５件、改善の検討を求めた意見・

要望事項は５件、計４０件である。 

   内訳は、以下のとおりである。 
① 庁舎の安全対策に関するもの 

（指摘事項２０件、意見・要望事項２件、計２２件） 

② 庁舎の環境対策に関するもの 

（指摘事項１１件、意見・要望事項２件、計１３件） 

③ 庁舎の適正・効率的な管理に関するもの 

（指摘事項４件、意見・要望事項１件、計５件） 

 

  なお、報告書登載の段階では既に改善済みの案件もあるが、全庁的に注意を喚起する

ため、監査日現在において不適切な状況であったものについて、指摘等とした。 

 

 

２ 観点別に見た問題点 

 
（１）庁舎の安全対策について 

 
震災対策・火災対策の面から見て問題のある主な事例 

○ 墨東病院では、平成１８年３月及び平成１９年２月の消防署による立入検査で、

同じ内容の指摘を受けているが、監査日現在、是正していない。また、平成１８年

３月には、一時的な是正をし改善報告を提出した後、再び不適正な状態としている

など、抜本的な改善に取り組んでいない。 
（指摘事項―１）

 
○ 各庁舎における、書庫や更衣箱等の什器･備品類の設置場所、固定･補強等の状況

について見たところ、多数の事業所（計５５箇所）で、地震発生時に転倒･落下等

を防止するための措置が不適切である。 
（意見･要望事項―２）

 
 ・ 上記のほか震災時への備え、消防設備の管理、避難通路の確保などの点で多数の

不適切な事例があった。 

 ・ また、安全等に関する法令の基準は満たしているが、表３のように、現状では、
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利用者に対する防災上の対策が必ずしも十分ではない事例が認められた。法令上の

基準は遵守すべき最低限であり、各局においては、ユニバーサルデザインの考え方

に照らし、全ての利用者にとって安全な庁舎となるよう対策を検討することが望ま

れる。 

 

（表３）利用者に対する防災上の対策が必ずしも十分とは言えない事例 

区分 内容 

避難誘導 
誘導灯が地下階のみに設置され、利用者が訪れる各階には誘導灯が設置されておら

ず、避難口を瞬時に把握しがたい。 

避難経路の

確保 

緊急時の避難路となる空きスペースに喫煙所を設け、空気清浄機や椅子などを設置

している。通路幅は確保しているものの、停電時の避難には、椅子などが思わぬ障

害となりかねない。 

 

 ・ 次に、各庁舎のバリアフリー化の状況について見たところ、比較的新しい庁舎や

不特定多数の利用者が訪れる庁舎においては概ね良好であった。 

一方、比較的古い庁舎や来庁者のほとんどが業務関連の事業者で、一般の利用者は

少ない庁舎の中には、車椅子対応のエレベータがないところも見受けられたが、この

ような庁舎では、１階の窓口で利用者の用件を確認するなどの対応がされており問題

は認められなかった。なお、一部には車椅子用のインターホンの位置が高すぎるもの

など改善を要する庁舎もあった。 

 ・ 庁舎の安全対策にかかる問題は、個々の事例としては軽微に見えても、放置して

おけば、万一災害が発生した場合には、人命に関わる結果をもたらしたり、被害を

より大きくする結果を招くこともある。 
 ・ 問題が放置されている要因としては、日常業務を円滑に実施することを優先させ

たり、日々の忙しさに追われていることがあげられるが、安全対策は何よりも重要

であることを十分に認識する必要がある。 
 

 

防犯対策の面から見て問題のある主な事例 

○ 水道局の一部の庁舎において、侵入を捕捉する警備機器が不十分であること、夜

間の巡回時間帯には監視体制が手薄になることなど、警備の状況が不適切である。

（指摘事項―１５）

 
 ・ 上記のほかＩＣカードの取扱いなど不適切な事例が多数明らかになったが、防犯

対策がおろそかになっている要因としては、慣れるに従って危機感が薄れているこ

と、確実に防犯対策を行う重要性を十分に認識していないことがあげられる。 
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 ・ 庁舎には、個人情報を含む重要な資料、データが保管されていることから、防犯

対策には細心の注意を払う必要がある。 
 

 

薬品・危険物等の管理の面から見て問題のある主な事例 

○ 都立学校における理化学実験用の毒物･劇物の保管管理について見たところ、管

理規定が制定されていない、管理簿で定期的な在庫確認が行われていない、劇物

の収納保管庫が施錠されていないなどの不適正な事例があった。 
（指摘事項―１７）

○ 薬品等の管理状況を見たところ、１２事業所において庁舎や敷地内に硫酸や水

酸化ナトリウムなどの薬品等が無造作に放置されており、不適切な状況である。 
（指摘事項―１９）

 

・ 毒物・劇物や危険物を日常的に取り扱うなかで、慣れにより、決められた手続き

を煩雑に感じ安易な処理に流れるなどの問題が生じがちである。各局においては、

薬品や危険物の管理状況の定期的な点検が必要である。 
 

 

 庁舎の安全対策については、多数の問題点が認められた。 
 この要因は、繰返しになるが、万一の事態に対する油断や現状への慣れから生じる危

機感の不足であり、何らかのきっかけがないと、改善されにくいものである。 
 各局においては、今回の監査を契機として、所管する庁舎や敷地内を再点検するとと

もに、今後とも定期的に点検する態勢をとり、安全対策に万全を期することが望まれる。 
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（２）庁舎の環境対策について 

 
省エネルギーや地球温暖化対策の面から見て問題のある主な事例 

○ 大田市場に併設されている市場会館のコージェネレーションシステムが、故障し

たまま稼動できない状況になっているが、市場では会館を使用している団体が改修

すべきとして、システムを有効利用していない。 
（指摘事項―２１）

○ 各事業所における電気製品の購入について見たところ、購入契約の仕様書に、性

能や寸法などを記載し、東京都グリーン購入ガイドの環境配慮仕様について記載し

ていないため、環境配慮仕様を満たしていない製品が納品されている。 
（指摘事項―２２）

 
 ・ 各局においては、東京都グリーン購入ガイドの毎年度の改訂状況に留意し、適切

に対応することが望まれる。 
 ・ 都をあげて地球温暖化対策に取り組んでいるにもかかわらず、問題が発生してい

る要因としては、それぞれの事業所で、自らの問題として考えることなく行動して

いることがあげられる。 
   地球温暖化対策などには、細かな努力や工夫の積み重ねが必要であり、効果的で

もある。各局が、所管する事業所に都の施策を十分に浸透させ、行動を促していく

ことが望まれる。 
 
 
廃棄物の減量の面から見て問題のある主な事例 

○ 中央図書館では、ペットボトルを多量（平成１９年度１，４９０ｋｇ）に排出し

ているが、ごみ減量対策が不十分な状況であるにもかかわらず、その原因を追究し

ていない。 
（指摘事項―２５）

 
 ・ このほかにも、印刷書類、納入用段ボールなどの減量が不十分なものなどが認め

られた。 
 ・ また、都庁本庁舎及び都議会議事堂における廃棄物の排出量について見たところ、

平成２０年度の排出量は、表４のとおり増加傾向にあり、特に廃プラスチック等に

ついては大幅に増加していることが認められた。 
本庁舎等の廃棄物処理を所管する財務局では、各局に対する分別指導に加え、再三

にわたり廃棄物減量への取組みを要請していることは認められるが、局ごとの排出量

が明確にならないこともあり、各局の取組みは十分なものとなっていない。 
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廃棄物を減量するためには、部署ごとに、廃棄物の種類に応じた排出量の現状を調

査・把握したうえで、効果的な対策を講じる必要がある。 
 
（表４）本庁舎等の廃棄物排出量                     （単位：㎏） 

年度 種別 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 計 
前年
対比

可燃ごみ、古紙類 103,240 52,580 54,130 41,940 42,420 25,380 319,690

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等 6,675 13,975 4,907 8,006 14,560 7,396 55,519
平成 
19 年度 

合計 109,915 66,555 59,037 49,946 56,980 32,776 375,209

― 

可燃ごみ、古紙類 103,420 54,870 49,080 56,010 43,150 34,990 341,520 107%

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等 7,910 16,820 9,420 6,530 13,950 18,697 73,327 132%
平成 
20 年度 

合計 111,330 71,690 58,500 62,540 57,100 53,687 414,847 111%

 
 ・ 廃棄物の減量が進まない要因としては、職員一人ひとり、また職場全体で、減量

に対する取組みが継続していないことにある。 
 ・ 今後、本庁舎を含めて、各事業所における廃棄物の減量を進めていくために、具

体的で徹底した対策を実施し、減量意識を浸透させることが重要である。各局の積

極的な取組みが望まれる。 
 

 

  廃棄物の適正な処理の面から見て問題のある主な事例 

○ ＰＣＢ廃棄物については、廃掃法により、特別管理産業廃棄物として、その処理

が終わるまでの間、厳重に保管するよう義務付けられている。 

  環境局への届出によれば、都庁全体では３９２箇所でＰＣＢ廃棄物を保管してい

るが、今回監査した３２事業所のうち１７所で、飛散･流出防止措置をしていない

などの不適切な状況がある。 
（指摘事項―３１）

（意見･要望事項―４）

 
 ・ 廃棄物の適正処理についての問題の要因としては、廃棄物に関する情報及び知識

が不足していることがあげられる。 

   この問題は、これまでも、定例監査でも繰り返し指摘されており、各局において

は、安易に前例を踏襲したり、委託業者に依存することのないよう、担当者説明会

などで情報提供し、知識を付与していくことが必要である。 

 
 
 都は、都民とともに、率先して、地球温暖化対策等に取り組んでいくこととしている

ことから、各局においても、庁舎の環境対策に積極的に取り組むことが望まれる。 
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（３）庁舎の適正・効率的な管理について 

 

庁舎管理の適正性及び効率性の面から見て問題のある主な事例 

○ 都庁本庁舎の利用状況について見たところ、行政財産の使用許可範囲を逸脱して

共用部分である通路に看板等を設置している事例、商品ワゴンやパンフレット台が

防火扉の閉鎖障害になっている事例、など不適正･不適切な事例が多数ある。 
（意見･要望事項―５）

○ 中央図書館、鮫洲運転免許試験場及び府中運転免許試験場の直近２年間の毎月の

最大需要電力実績を見たところ、毎月契約電力を下回っていることから、契約電力

を見直すこと等で、９か月分で３２８万余円の電気料金の節減が可能であった。 
（指摘事項―３４、３５）

 
 ・ このほか、遊休設備に必要以上の保守を行っていないか、庁舎の分煙状況が適切

かについて確認したところ、使用されていない自動ドアに、稼働中のものと同様の

保守点検をかけていたり、一部の庁舎において、庁舎内を禁煙とし、喫煙場所を設

けて分煙としているにもかかわらず、喫煙場所以外に灰皿が設置されている例が認

められた。 

 ・ 庁舎管理の問題の要因としては、これまで、財産の使用許可や光熱水費に関して、

適正な許可や料金の支払といった手続き面に、業務の重点が置かれがちであったこ

とがあげられる。 
   しかしながら、行政財産の使用許可は、条件を付した限定的なものであることか

ら、行政財産の使用中に不適切な点が認められる場合には、速やかに改善すべきで

ある。 
   また、庁舎の効率的な管理・運営に当たっては、本庁の持つ専門知識やノウハウ

を活用した、事業所に対する効果的な指導や調整が求められる。 
 

 

 今回監査を行った、庁舎の管理の問題に関しては、安全対策のように即時に対応すべ

きものから、環境対策のように継続的に取り組むべきものまで、様々な対処が求められ

ている。 
 各局は、今後とも、常に都民の目線で見直しを行い、庁舎の適切な管理に努める必要

がある。 
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３ 指摘、意見・要望事項 

 
（１）庁舎の安全対策について 
◎ 安全対策・震災対策・火災対策は適切に行われているか 
（指摘事項－１） 

  ○ 扉の改修等の抜本的な改善に早急に取り組むべきもの 
病院経営本部が所管する墨東病院は、平成１８年３月２日及び平成１９年２月２８日に、消

防法第４条による消防署の立入検査を受け、再三にわたり、以下の指摘を受けているにもかか

わらず、監査日現在、是正しておらず適正でない。 
ア 診療棟地下１階病歴保管室は、カルテ等を保管しているため、水による消火ではなく、

室全体を無酸素状態にして消火を行うことから、扉は常時閉めなければならないが、扉の

敷居の段差を解消するスロープを設置しているため、扉の閉鎖障害が常態となっている。 
イ 病棟地下２階リネン室において、くさび止め及びスロープの設置が防火扉の閉鎖障害と

なっている。 
ウ 診療棟５階ダクトスペースにある配管設備の前に、多量の文書箱を放置している。 
さらに、これらの指摘事項については、一時的に是正を行い、平成１８年３月３０日に改善

報告を消防署長に提出した後に、再び不適正な状態としている等、抜本的な改善に取り組んで

いないことも適正でない。 
本部は、扉の改修等の抜本的な改善に早急に取り組まれたい。 

（病院経営本部） 
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(指摘事項―２、３)  
○ 震災時に必要な物品等の整備について 

ア 広域輸送拠点として必要なスペースを確保すべきもの 

  中央卸売市場が所管する各市場は、東京都地域防災計画により、広域輸送拠点（陸上輸送基地）

として他府県等からの緊急物資の受入れ、一時保管、積替えなどの役割が与えられている。 
  ところで、北足立市場及び大田市場は、発災時に、他府県等からの緊急物資と市場が確保した

生鮮食品との混在を防ぐため、緊急物資の受入れ、一時保管、積替えなどに必要なスペースを、

予め定めておかなければならないと、災害マニュアルで規定しているが、これを行っておらず適

切でない。 

市場は、広域輸送拠点として必要なスペースを確保されたい。 

（中央卸売市場） 

 

イ 災害マニュアル等に従い必要な物品等を確保すべきもの 

中央卸売市場及び福祉保健局が所管する各庁舎における、災害マニュアル等で定めている救出、

救護用の資機材、非常用物品等の確保状況等について見たところ、表５のとおり、不適切な事例

が認められた。 

   市場及び局は、災害マニュアル等に従い、必要な物品等を確保されたい。 

（ 福 祉 保 健 局・中央卸売市場 ） 

 

（表５）非常用物品等の確保状況等における不適切な事例  

局 名 庁 舎 名 状        況 

北療育医療センター

城南分園 
懐中電灯等の防災用品を所定場所に整備、保管していない。

福祉保健局 

北多摩看護専門学校
学生用の非常食料、飲料水等の災害用備蓄品の確保を行っ

ていない。 

中央卸売市場 
北足立市場 

大田市場 

・懐中電灯等の必要品を備えた災害ボックスの設置がない。

・飲料水等を汲み上げるための移動式小型発電機に係る周

辺機材等の備蓄品が不足している。（大田市場） 
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（指摘事項－４） 
○ 非常用自家発電機の管理を適切に行うべきもの 

   福祉保健局の各施設では、地震等の大規模災害時においても、施設内における必要な電力の供

給を一定期間維持するために、軽油等を燃料とする非常用自家発電機を設置している。また、同

発電機の定期点検の際、試運転を行い、性能の維持、管理に努めている。 
   ところで、児童会館及び北療育医療センター城南分園に設置してある同発電機の管理状況を調

査したところ、燃料槽に確保すべき燃料の数量を定めていないため、定期点検の都度、燃料であ

る軽油が消費され、貯蔵量が減少しているにもかかわらず、必要に応じて補給するなどの措置が

とられていない。 
   局は、燃料槽に確保すべき軽油の数量を明確にし、その維持に努めるなど、非常用自家発電機

の管理を適切に行われたい。 
(福 祉 保 健 局) 
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（意見・要望事項－１） 
○ 訓練生用の非常用食料等の備蓄を行うことを検討すべきもの 

東京都震災対策条例第１０条により、事業者は、東京都地域防災計画に基づき、事業所防災計画を

作成している。 

東京都地域防災計画では、発災直後、都や区市町村の応急対策活動は、救命救助・消火等に重点

を置くため、外出者に対する公的な支援は限界があることから、事業者に対し、自助の考え方に基

づき、組織は組織で対応することを徹底するとともに、一斉帰宅行動を抑止し、従業員や生徒を一

時的に事業所または学校に待機させるために必要な飲料水、食料、生活必需品等の備蓄等の帰宅困

難者対策の体制整備に努めることを求めている。 

  ところで、各局の事業所における帰宅困難者対策について見たところ、自らの組織に属する生徒・

学生を一時的に事業所等に待機させるために必要な非常用食料等について、表６のとおり、事業所

防災計画等に明記したうえで、備蓄を行っている事業所がある。 
一方、産業労働局では、表７のとおり、所管する職業能力開発センター各校（以下「センター」

という。）に、多数の訓練生が属しているが、訓練生の非常用食料等の備蓄について事業所防災計

画等に明記していないため、備蓄を行っていない状況が認められた。 
  しかしながら、訓練生は、授業料を納入し、一定期間センターに在籍している点等において実質

的に生徒・学生と同様であることから、センターは、訓練生の非常用食料等の備蓄を事業所防災計

画等で定める必要がある。    
   局は、訓練生の非常用食料等について、事業所防災計画等に明記するとともに、備蓄を行うこと
を検討されたい。 

（産業労働局） 
 

（表６）事業所防災計画等における非常用食料等の備蓄の取り扱い 

 首都大学東京

（学生分） 
看護学校 
（学生分）

都立学校（特別支援校含む） 
（生徒分） 

センター 
（訓練生分）

事業所防災計画等に

おける備蓄の明記 
あり あり あり なし 

 
（表７）職業能力開発センター（１６校）の施設内訓練生規模 （単位：人） 

 1日当たり定員 各校の 1日平均 訓練期間 

平成１８年度 ３，９１５    約２４５
平成１９年度 ３，５３５ 約２２１

２か月～２か年 
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（意見・要望事項－２） 
○ 什器･備品類の転倒･落下防止対策を検討すべきもの 

   各事業所においては、東京都震災対策条例第１０条による事業所防災計画に基づき、地震によ

る災害を防止し、職員その他の生命及び身体の安全並びに都の所有に属する財産及び物品の保全

を図ることとしている。 
   ところで、各庁舎内に設置されている什器、備品類に対する固定･補強等の状況について見たと

ころ、庁内を点検のうえ適切に固定･補強している事業所が認められる一方、表８のとおり、書庫、

更衣箱、テレビ等に対して地震発生時の転倒･落下等を防止するための措置が不十分な事業所が多

数認められた。 
   各局は、早急に各庁舎の状況を点検のうえ、有効な固定･補強を行うなど、地震が発生した場合

の庁舎内における什器･備品類の転倒･落下等の防止対策を検討されたい。 
             総 務 局・主 税 局・生活文化スポーツ局・都 市 整 備 局・ 
                     環 境 局・福 祉 保 健 局・病院経営本部・中央卸売市場・  

建 設 局・港 湾 局・東 京 消 防 庁・交 通 局・  
                         水 道 局・下 水 道 局・教 育 庁・警 視 庁    
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（表８）什器・備品類の転倒･落下防止措置が不十分な事業所一覧 

局  名 事業所（庁舎）名 
総務局 第一本庁舎 
主税局 中央都税事務所、大田都税事務所、立川都税事務所（立川合同庁舎） 
生活文化スポーツ局 計量検定所、東京ウィメンズプラザ 
都市整備局 第一区画整理事務所、再開発事務所、多摩建築指導事務所（立川合同庁舎） 
環境局 廃棄物埋立管理事務所、多摩環境事務所（立川合同庁舎） 

福祉保健局 
東村山老人ホーム、東村山ナーシングホーム、府中療育センター、 
北療育医療センター城南分園、児童会館、北多摩看護専門学校 

病院経営本部 広尾病院、墨東病院、大塚病院、松沢病院 
中央卸売市場 築地市場、大田市場 

建設局 
第一建設事務所、第五建設事務所・江東治水事務所合同庁舎、西多摩建設事務

所、北多摩南部建設事務所 

港湾局 
東京港建設事務所（港南庁舎）、 
東京港管理事務所（港南庁舎、日の出庁舎、辰巳庁舎）、調布飛行場管理事務所

東京消防庁 八王子消防署、立川都民防災教育センター、本部庁舎、消防防災資料センター

交通局 都庁前駅、渋谷自動車営業所、江戸川自動車営業所、志村車両検修場 

水道局 
多摩水道改革推進本部・立川給水管理事務所（立川庁舎）、研修・開発センター、

水運用センター・水質センター・水道歴史館（本郷庁舎）、 
西部支所・西部建設事務所・水道緊急隊（和泉庁舎）、水の科学館 

下水道局 有明水再生センター、流域下水道本部、多摩川上流水再生センター 

教育庁 
農芸高等学校、西高等学校、立川ろう学校、羽村特別支援学校、中央図書館、

多摩教育センター 
警視庁 府中運転免許試験場 
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（指摘事項－５） 

○ 共同防火管理体制を適正に整えるべきもの 

都庁第一本庁舎（以下「庁舎」という。）は、消防法で定める特定防火対象物であり、東京都の

ほか各テナント等がそれぞれ管理権原者、防火管理者（以下「管理権原者等」という。）を選任し、

複数権原による共同防火管理体制を取らなければならない。このため、庁舎の管理者である総務

局は、東京都本庁舎共同防火管理協議会協議事項を定めるとともに、同局及び各テナント等を構

成員とした東京都本庁舎共同防火管理協議会を設置し、庁舎建物全体の共同防火管理を実施して

いる。 

また、庁舎内の東京都各局に関しては、東京都本庁舎消防計画により総務局長の管理権原下に

置かれることから管理権原者等を選任していない。 

ところで、行政財産の使用許可に基づき第一本庁舎の１フロアーの一部を使用しているＡの取

扱いについて見たところ、庁舎内の東京都各局と同様に管理権原者等を選任していないことが認

められた。 

しかしながら、Ａは総務局長の管理権原下に置かれる組織ではないため、庁舎の管理者である

総務局は、Ａに管理権原者等を選任させ、東京都本庁舎共同防火管理協議会の構成員として共同

防火管理に参加させなければならない。 

局は、消防法に基づく共同防火管理体制を適正に整えられたい。 

(総 務 局) 
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（指摘事項－６） 

○ 消防計画等について適正に管理すべきもの 

消防法では、建築物等の防火対象物の防火管理者は、消防計画を作成し、その旨を所轄消防

署長に届け出なければならないとし、内容を変更したときも同様とするとしている。消防計画

については、消防署長への届出後これを紛失した場合には、その時点で失効することとなり、

新たに作成を要することとなる。 

また、火災予防条例では、防火対象物の使用を開始する日の７日前までに、その旨を所轄消

防署長に届け出なければならないとしている。 

ところで、各庁舎における消防計画等について見たところ、表９のとおり、不適正な事例が

認められた。 

各局は、消防計画等について適正に管理されたい。 

（ 建 設 局・港 湾 局 ・ 教 育 庁 ） 

 

（表９）消防計画等の不適正な管理状況 

局 名 庁 舎 名 状       況 

建設局 
第五建設事務所・江東

治水事務所合同庁舎 

・合同庁舎全体及びそれぞれの事務所の消防計画の所在が不明とな

っている。 

・合同庁舎の統括防火管理者及び江東治水事務所の防火管理者の変

更届を提出していない。 

港南庁舎 
複数局の合同庁舎となっているが、組織改正に伴う、消防計画の変

更届を提出していない。 
港湾局 

調布飛行場管理事務

所 

平成１８年に国から譲り受けた管理事務所について、防火対象物の

使用開始届を提出していない。 

教育庁 農芸高等学校 消防計画の所在が不明となっている。 
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（指摘事項―７、８） 

○ 消防設備の管理について 

各事業所の消防設備の保守管理について見たところ、以下のとおり、問題点が認められた。 

 

ア 不良箇所を適切に改善すべきもの 

    各庁舎における、平成１９年度及び平成２０年度の消防設備点検に係る結果報告書について

見たところ、表１０のとおり、改善すべき事項について、点検業務の受託者から、繰り返し指

摘等を受けているにもかかわらず、各所では、監査日現在においても、改善に向けた対応が行

われておらず、点検業務委託の成果が活用されていない。 

    各局は、点検結果報告に基づき、消防設備の不良箇所を適切に改善されたい 

（ 都 市 整 備 局・産 業 労 働 局・交 通 局・教 育 庁 ) 

 

（表１０）消防設備の不良箇所を改善していない事例 

局 名 庁 舎 名 内     容 

都市整備局 再開発事務所 消火器の交換、非常電源の部品交換 

産業労働局 
東京障害者職業能

力開発校 
防火・排煙設備の不良箇所 

都庁前駅 スプリンクラー設備及び防火・排煙設備の不良箇所 

交通局 
志村車両検修場 

製造から１０年以上経過した消火器は、更新が望ましい旨報告されて

いるが、製造から１９年が経過した消火器が使用されている。 

教育庁 農芸高等学校 消火器ホース金具破損、誘導灯・標識部品紛失 
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イ 消防設備を適正に管理すべきもの 

  各庁舎における、消防設備の管理状況について見たところ、表１１のとおり、不適正な事例が認

められた。 

  各局は、消防設備を適正に管理されたい。 

主 税 局 ・ 都 市 整 備 局 ・ 環 境 局 ・ 病院経営本部・  

産 業 労 働 局 ・ 交 通 局・ 教 育 庁  

 

（表１１）消防設備の不適正な事例 

局 名 庁 舎 名 内       容 

主税局 立川都税事務所 
庁舎南側にある作業場に設置された消火器は、平成１４年以降

保守点検から漏れている。 

都市整備局 
多摩建築指導事

務所 

倉庫内の消防設備は、所管換により倉庫を取得した平成７年以

降保守点検から漏れている。 

環境局 多摩環境事務所 
検査室内の消防設備は、建築により検査室を取得した平成４年

以降保守点検から漏れている。 

病院経営本部 大塚病院 

・地下駐車場に配置されている消火器は、設置図面上の位置と

実際の設置場所が異なっている。 

・地下駐車場内の倉庫については、保管している物品が障害と

なり、消火器の設置場所が確認できない。 

・消火器１本が所在不明となっている。 

東京障害者職業

能力開発校 

１階正面玄関左側防火戸前に不用となった立看板を置いてい

るため、防火戸の機能が確保されていない。 

産業労働局 
城南職業能力開

発センター 

・教室の内装工事に伴って、設置されていた消火器５本を保管

庫に一時的に移動したが、工事完了後も消火器を教室に戻し

ていない。 

・このため、当該消火器に関する２回の保守点検が漏れている。

・消火器の点検が漏れているにもかかわらず、委託料を支払っ

ている。 

交通局 木場車両検修場 
６階、７階に設置されている避難器具（緩降機）が、開設（平

成１１年）以来点検されていない。 

教育庁 
羽村特別支援学

校 

消火栓の前に車椅子４台、椅子１台、段ボール等が山積みに置

かれている。 
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（指摘事項－９） 

○ 火災予防上適切な措置を講ずべきもの 

交通局の各事業所の状況を確認したところ、表１２のとおり、火災予防上適切でない事例が認

められた。 

局は、火災予防上適切な措置を講じられたい。 

 ( 交 通 局 ) 

 

（表１２）火災予防上不適切な事例 

庁 舎 名 内       容 
渋谷自動車営業所 火気厳禁としている油類倉庫の出入口そばに灰皿を設置している。 
江戸川自動車営業所 火気厳禁としている給油スタンド脇に吸殻入れを設置している。 

木場車両検修場 工作室のグラインダー（電動ヤスリ）は、作業時に火花を発するが、機器

の周辺に、①可燃廃棄物置場があり、②灯油のポリタンクを置いている。 

 

 

（指摘事項－１０） 

○ 避難通路及び避難口を適切に確保すべきもの 

   火災等の災害発生時の安全で円滑な避難のためには、障害物のない避難通路･避難口の確保が不

可欠である。 

 各庁舎における、避難通路等の状況について見たところ、表１３のとおり、不適切な状況が多

数認められた。 

 各局は、避難通路及び避難口を適切に確保されたい。 

 総 務 局 ・ 主 税 局・都 市 整 備 局 ・ 福 祉 保 健 局・ 

建 設 局・ 東 京 消 防 庁 ・ 交 通 局 ・ 水 道 局・ 

        教 育 庁 ・ 警 視 庁・議 会 局  
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（表１３）避難通路及び避難口が適切に確保されていない事例 
局名 庁舎名 内容 

総務局 公文書館 

・６階講堂奥の避難通路に、長ソファーが配置されているため、通路

の幅員が確保されていない。 
・屋内消火栓前に、地図等の大型図面ケースが山積みされている。 
・消火器の設置数、設置場所が、配置図と相違していることを防火管

理者が把握していない。 

中央都税事務所 
・各階通路部分にパーテーションを固定し、避難経路が見通せない。

・1 階避難口のドアは内側から開けることができず、また、その外側
は自転車置場となっている。 主税局 

立川都税事務所 ２Ｆ会議室奥の避難通路に物品を保管している。 

第一区画整理事務所 
２階南側の避難階段に通じる避難口はその表示板が通路からは死角

となり見えず、また、避難口前を会議コーナーとしており、テーブル

等で避難の際の障害となっている。 
都市整備局 

多摩建築指導事務所 
・倉庫の通路は、法定の幅員を確保していないところがある。 
・倉庫の避難通路である１階階段の前は避難の障害となる物品が雑然

と置かれている。 

東村山老人ホーム 
桜棟各階両端の２か所の避難口及び非常進入口の前が喫煙場所にな

っているが、空気清浄機、ソファーなどが設置され、避難等の際の障

害となっている。 
東村山ナーシングホ

ーム 
避難階段への入口にプランターが置かれており、防火扉の障害にもな

っている。 
福祉保健局 

北療育医療センター 
城南分園 

避難口手前の通路にベビーベッドが置かれており、車椅子の通行に必

要な幅員が確保されていない。 

建設局 第五建設事務所 ２階廊下に衝立が置かれており、災害発生時には避難口を塞ぐ危険が

ある。 

東京消防庁 消防防災資料センタ
ー 

・非常進入用ベランダ３か所に設置された赤色灯が全て消えていた。

・３～８階の非常進入口としている窓は、法定の幅を満たしていない。

都庁前駅 避難経路に指定されている通路部分にロッカーを設置しているため、

法定の通路幅が確保されていない。 
交通局 

大島総合庁舎 庁舎５階北側の非常進入口兼非常口前に転倒防止策を施していない

ロッカーが設置されている。 

本郷庁舎 水道歴史館は、防犯上の理由から避難扉を施錠しており、非常時に避

難できない。 
水道局 

和泉庁舎 ３階の通路において壁際に洗面台を設置した場所の幅員は、法定の幅

員を確保していない。 

教育庁 多摩教育センター 

２階レストランのフロアーにおいて 
・避難通路に食器棚が設置されていること、厨房の扉が通路側に常時

開いていることから、法定の幅員が確保されていない。 

・防火戸の前にレストランの物品が置かれているため、閉鎖障害を生

じている。 

警視庁 府中運転免許試験場 消防計画により避難経路として指定している場所にパーテーション

を設置し物置としている。 

議会局 都議会議事堂 

・２階議会図書館の入口に設置された荷物ロッカーに転倒防止措置が

されておらず、転倒した場合には、避難通路を遮断してしまう状況

となっている。 
・１階北側の議員食堂の入口付近にガラス張のサンプルケースが置か

れているが、転倒防止やガラスの飛散防止対策がされていないた

め、避難通路の安全性が確保されていない。 
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◎ 防犯対策等は適切に行われているか 
（指摘事項―１１、１２、１３、１４、１５、１６） 
○ 防犯対策等について 
   各局が所管する庁舎における防犯対策等についてみたところ、次のとおり不適切な状況が認

められた。 

 
  ア ＩＣカードの仕様を見直すべきもの 
    主税局は、セキュリティ対策のため、一部の庁舎への入館については、ＩＣカードによる

入館規制を行っている。 
    ところで、ＩＣカードの仕様について見たところ、セキュリティ確保の点から、不十分な

ものとなっている。 
    局は、ＩＣカードの仕様を見直されたい。 

 （ 主 税 局 ） 

     
  イ 庁舎管理を適切に行うべきもの 
    主税局が所管する庁舎の庁舎管理について見たところ、一部の庁舎において、①警備範囲      

   が不十分、②出入口の施錠が不十分、③サーバ室の空調管理が不十分、④素通しの窓のため、

保管書庫内部が見通せてしまう、等管理状況が不十分な状況が認められた。 

    局は、庁舎管理を適切に行われたい。 
（ 主 税 局 ） 

 
  ウ 設備等の整備を適切に行うべきもの 
    中央卸売市場が所管する庁舎における設備等の整備について見たところ、一部の庁舎にお

いて、監視設備の修繕を行わず、放置している状況が認められた。 

    市場は、設備等の整備を適切に行われたい。 
（中央卸売市場） 

 
  エ セキュリティ対策を適切に行うべきもの 
    交通局における、セキュリティ対策について見たところ、一部の庁舎において、扉の施錠

対策に不十分な状況が認められた。 

    局は、セキュリティ対策を適切に行われたい。 
   （ 交 通 局 ） 
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オ 警備を適切に行うべきもの 
    水道局が所管する一部の庁舎（２４時間稼動）における警備は、警備機器を併用した警備

員常駐の守衛業務を委託契約により行っているが、その実態について見たところ、侵入を捕

捉する警備機器が不十分であることに加え、夜間の巡回時間帯には監視態勢が手薄になるこ

となど、警備の不適切な状況が認められた。 
     局は、警備を適切に行われたい。 

（ 水 道 局 ） 

 
   カ ＩＣカードの管理基準を設けるとともに取扱いを適切に行うべきもの 

教育庁では、セキュリティ対策のため、ＩＣカードによる学校への入校等規制を行って

いる。ところで、ＩＣカードの取扱い等について見たところ、庁は、管理基準を定めてお

らず、このため、一部の学校では、予備カードの保管や貸与カードの整理等の状況が不適

切なものとなっている。 
庁は、ＩＣカードの管理基準を設けるとともに取扱いを適切に行われたい。 

（ 教 育 庁 ） 
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◎ 薬品・危険物等の管理は適切に行われているか 

（指摘事項－１７、１８、１９） 

○ 取扱いに注意すべき物品の管理について 

   各事業所における薬品等取扱いに注意すべき物品の存置状況について見たところ、以下のとお

り、問題点が認められた。 

 

（１）毒物・劇物の管理を厳正に行うべきもの 

    各種用途のため毒物・劇物を保有している事業所においては、毒物・劇物の保管管理は、安

全確保のため、毒劇法に基づき、危害防止（管理）規定の制定、管理簿による数量把握、容器

と保管場所への毒物・劇物の表示、転倒防止の措置をした鍵のかかる保管庫での保管により、

厳重に行わなければならない。 

    ところで、毒物・劇物を保有している事業所の保管管理の実態について見たところ、次のと

おり、不適正な点が認められた。 

 

   ア 学校に対し毒物・劇物の保管管理方法を具体的に指導すべきもの 

農芸高等学校、立川ろう学校、西高等学校における理化学実験用の毒物・劇物の保管管理

について見たところ、次のとおり、不適正な点が認められた。 

① 各校ともに、危害防止（管理）規程が制定されていない。 

② 各校ともに、保管庫、容器に毒物・劇物の表示がされていない事例が見受けられた。 

③ 各校ともに、管理簿で定期的な在庫確認がなされていない。 

④ 立川ろう学校、西高等学校では、管理簿（受払簿）に在庫量の記入がされていない。 

⑤ 農芸高等学校では、 

○ア 劇物の収納保管庫が１か所、転倒防止の措置がされておらず、また、３か所、施錠さ

れていない。 

○イ 希釈硫酸（劇物）が適切に保管されず、実験テーブルの上に置かれていた。 

      これらの主な原因は、教育庁における毒物・劇物の保管管理については、「安全教育の手引

き」（東京都教育委員会編）で、一般的な注意事項と、根拠法令として毒劇法があることを示

すのみで、危害防止（管理）規程、管理簿の様式やその他の取扱方法について、庁が具体的

に指導していないことによるものである。 

      庁は、学校に対して、毒物・劇物の保管管理方法を具体的に指導されたい。 

（ 教 育 庁 ） 
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イ 庁内管理者として毒物・劇物の存置状態について、関係者に早急な改善を求めるべきもの 

     廃棄物埋立管理事務所における薬品等の管理状況について見たところ、Ｂへの事業委託（旧

環境事務所分、平成１９．４．１開始）の履行場所となっている庁内フロアーにおいて、以

下のとおり、Ｂが所有する毒物・劇物の不適切な存置状態が認められた。 

① ８階の研究室では、薬品保管室に毒物・劇物が保管されているが、 

○ア 毒物・劇物の表示については、薬品保管室及び保管容器に表示がない。 

○イ 保管状態については、鍵のかかる保管庫に収納しているものもあるが、無施錠のスチ

ール棚にも置かれている。 

② １階工作室では、劇物の苛性ソーダが劇物の表示のないポリ容器で７個、鍵のかかる保

管庫に収納されないまま、床に放置されている。 

   所は、当該毒物・劇物の直接の保管管理責任者ではないものの、庁舎内の状況については

十分認識しているはずであり、このような状態を放置黙認してきたことは、庁内の安全を確

保すべき庁内管理者として適切でない。 

  局は、庁内管理者として、毒物・劇物の存置状態について、関係者に早急な改善を求めら

れたい。 

 （  環 境 局 ） 
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（２）薬品等を適切に管理すべきもの 

     事業所が取り扱う薬品等については、濃度や保管量等に応じて、管理方法等に関する法令

の規制の対象とならないものがある。しかしながら、薬品等の有毒性、引火や接触による危

険性から、当然、適切な管理が求められる。 

そこで、各局の事業所における薬品等の管理状況について見たところ、表１４のとおり、

不適切な状況が認められた。 

 各局は、庁舎内の点検を行うとともに、薬品等を適切に管理されたい。 

総 務 局・財 務 局・主 税 局・ 

生活文化スポーツ局・福 祉 保 健 局・ 病院経営本部・ 

産 業 労 働 局 ・中央卸売市場 ・ 交 通 局  

 

（表１４）薬品等が適切に管理されていない事例 

局 名 庁 舎 名 内     容 

総務局 竹芝庁舎 

・２か所の現像室に不用となった現像液、薬品、廃液等が多数放置

されている。 
・ごみ集積所に、蓋が開いた状態で薬品入りの段ボール箱を置いて

いる。 

財務局 都議会議事堂 地下１階機械室で、「苛性ソーダ」と表示されたポリタンクを適切

な保管庫に入れず、保管している。 

大田都税事務所 ドライエリアに使用予定のないバッテリー等や、内容物が不明のド

ラム缶が２本放置されている。 主税局 
立川都税事務所 ポンプ室内部に、管理者が不明の灯油等が放置されている。 

生活文化 
スポーツ局 計量検定所 空調機械室外ドライエリア倉庫に、「フロン」と表示された缶は、

錆が生じ劣化している状況で看過されている。 

福祉保健局 東村山老人ホーム 不用となった自動車用バッテリー８個が、青葉棟正面玄関前の駐車

スペースに放置されている。 

病院経営本部 大塚病院 「水酸化ナトリウム」の入ったポリタンクが、屋上に２個放置され

ている。 

産業労働局 
中央・城北職業能

力開発センター板

橋校 

「クロム酸」を含有する溶液（リチウムブロマイド）の入ったポリ

タンク容器８個が屋上機械室に放置されている。 

中央卸売市場 食肉市場 
水処理センター脇の屋外の資材置場に、アセチレンガスボンベ、内

容物が不明の一斗缶、開口状態のグリース缶などが放置されてい

る。 
大島総合庁舎 庁舎地下１階の棚に、「塩酸」を放置している。 

木場車両検修場 
・危険物貯蔵庫内で、ホワイトガソリンを適切な容器に入れず、ペ

ットボトルに入れて保管している。 

・指定管理場所以外の場所に、トルエンを放置している。 

交通局 

志村車両検修場 工場危険物倉庫内の床に、「硫酸」が置かれている。 
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◎ 来庁者に対する配慮は十分なものになっているか 

（指摘事項－２０） 

○ 庁舎内の危険箇所に対する安全対策を講ずべきもの 

   各庁舎について見たところ、表１５のとおり、職員及び利用者にとって危険な状況が認められ

た。 

   各局は、バリアフリー法やユニバーサルデザインガイドラインの観点等を踏まえ、利用者等に

とっての危険箇所等を再点検するとともに、安全対策を講じられたい。 

（ 主 税 局 ・病院経営本部・東 京 消 防 庁 ） 

 

（表１５）危険箇所の事例 

局 名 庁舎名 内       容 

大田都税事務所 
床高が低く、人の転落の危険がある窓に、転落防止措置がされてい

ない。 

主 税 局 

立川合同庁舎 

・２階の採光窓は、大人でも出入りできる十分な幅と高さを有し、

床高も低く、人が転落する危険があるが、安全対策を講じないま

ま、全開状態で使用している状況となっている。 

・階下が吹き抜けとなっている２階廊下の手すりは、床高が低いう

えに、子どもでも足をかけることができる仕様のため、人が転落

する危険があるが、安全対策を講じていない。 

病院経営本部 大塚病院 

ＰＣＢ廃棄物などを保管する、地下１階の特別管理産業廃棄物保管

庫は、扉が閉まると内側から開かない構造となっており、閉じ込め

られる危険がある。 

東京消防庁 八王子消防署 天日干している消防ホースの真下が職員用の喫煙所となっている。
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（２）庁舎の環境対策について 

◎ 省エネルギーや地球温暖化防止対策に適切に取り組んでいるか 

（指摘事項－２１） 

○ コージェネレーションシステムについて適切に対応すべきもの 

     中央卸売市場は、Ｃに対して、大田市場に併設されている市場会館（以下「会館」という。）

の行政財産使用許可を行っている。 

ところで、会館のコージェネレーションシステム（注）（以下「システム」という。）につ

いて見たところ、故障時に市場が修繕に係る対策を講じなかったため、平成１７年度から現

在に至るまでシステムが稼働できない状況になっていることが認められた。 

     このことについて市場は、「大田市場会館建設に係る覚書」により、大規模修繕を除く会館

内の設備保守については、Ｃが改修を行うべきとして改修していないが、このシステムは、

ＣＯ２削減という環境施策の一環として、市場が設置したものであり、覚書を理由に、シス

テムを有効利用していないのは適切でない。 

市場は、当該システムについて、修繕した場合の費用対効果等を検証の上、適切に対応さ

れたい。 

（中央卸売市場） 

 

（注）コージェネレーションシステム 

   「大田市場の「市場会館」で都市ガスを利用した、コージェネレーションシステム（ガスを燃

料にタービンやエンジンを動かし、電気を発電すると同時に、その時発生する熱を冷・暖房や給

湯に利用するシステムです。）を導入し、館内の空調・給湯・温水プールの温度調節に利用して、

地球環境の保護に気を配っています。」 

（中央卸売市場のホームページ（KIDS 版）市場の環境対策より） 
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（指摘事項－２２） 
○ 東京都グリーン購入ガイドに従って電気製品を購入すべきもの 

   都は、｢東京都グリーン購入ガイド｣に従い、環境に配慮した物品及び役務の調達を行うこととし

ている。 

   ところで、各庁舎における電気製品の購入について見たところ、購入契約の仕様書に、東京都グ

リーン購入ガイドの環境配慮仕様を記載せず、性能や寸法などを記載しているため、表１６のとお

り、環境配慮仕様を満たしていない製品が納品されていることが認められた。 

   各局は、東京都グリーン購入ガイドに従って電気製品を購入されたい。 

総  務  局 ・福 祉 保 健 局 ・病 院 経 営 本 部 ・ 
                                   中 央 卸 売 市 場 ・交  通  局 ・教  育  庁 

 
（表１６）東京都グリーン購入ガイドの環境配慮仕様を満たしていない電気製品 

局  名 庁 舎 名 購入年月 購入品目 数量 

総務局 竹芝庁舎 平成 19 年８月 エアコン １ 

平成 20 年４月 冷蔵庫 １ 

平成 20 年６月 冷蔵庫 ７ 東村山ナーシングホーム 
平成 20 年９月 テレビ １ 

冷蔵庫 １ 
府中療育センター 平成 19 年７月 

電子レンジ １ 

児童会館 平成 20 年８月 冷蔵庫 １ 

福祉保健局 

北多摩看護専門学校 平成 19 年３月 エアコン ２ 

墨東病院 平成 19 年７月 テレビ １ 

平成 19 年７月 冷蔵庫 １ 

平成 19 年 11 月 冷蔵庫 １ 

平成 20 年１月 冷蔵庫 １ 

平成 19 年 12 月 テレビ １ 

平成 20 年２月 テレビ １ 

大塚病院 

平成 19 年 12 月 白熱電球 ５０ 

病院経営本部 

松沢病院 平成 20 年７月 テレビ ２ 

中央卸売市場 北足立市場 平成 19 年５月 冷蔵庫 １ 

渋谷自動車営業所 平成 20 年３月 エアコン １ 
交通局 

江戸川自動車営業所 平成 20 年３月 エアコン ２ 
平成 19 年 12 月 パソコン ２ 

冷蔵庫 １ 

ノートパソコン ２ 
農芸高等学校 

平成 20 年３月 

パソコン ４ 

平成 19 年３月 テレビ ２ 

平成 20 年５月 テレビ １ 

平成 19 年３月 冷蔵庫 １ 

教育庁 

羽村特別支援学校 

平成 20 年８月 エアコン １ 
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（意見・要望事項－３） 
○ アイドリング・ストップを周知するよう努めるべきもの 

   都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第５４条によれば、２０台以上の駐車場の設置

者及び管理者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、必要な

事項を表示したものの掲出等の方法により周知しなければならない、と定められている。 
   ところで、各庁舎の２０台以上の駐車場について見たところ、表１７のとおり、監査日現在、

①アイドリング・ストップについての表示が掲出されていない、②表示はあるが駐車車両から見

やすい位置に掲出されていない、などの状況が認められた。 
   各局は、自動車の排気ガス削減のため、適切な方法でアイドリング・ストップを周知するよう

努められたい。 
都 市 整 備 局 ・福 祉 保 健 局 ・病 院 経 営 本 部 ・産 業 労 働 局 ・ 
建  設  局 ・港  湾  局 ・東 京 消 防 庁 ・交  通  局 ・ 
下  水  道  局 ・教  育  庁 

 
（表１７）アイドリング・ストップの周知が不適切な状況 

 

表示が掲出されていない駐車場 

局  名 庁  舎  名 
都市整備局 多摩建築指導事務所 

福祉保健局 東村山老人ホーム、東村山ナーシングホーム、府中療育センター、 
北療育医療センター城南分園 

病院経営本部 松沢病院 

産業労働局 東京障害者職業能力開発校、城南職業能力開発センター、労働相談情報センター
八王子事務所 

建設局 第五建設事務所・江東治水事務所合同庁舎、西多摩建設事務所 

港湾局 港南庁舎、日の出庁舎、辰巳庁舎 
東京消防庁 立川都民防災教育センター 
交通局 大島総合庁舎 
下水道局 蔵前庁舎 
教育庁 羽村特別支援学校、多摩教育センター 

表示が駐車車両から見やすい位置に掲出されていない駐車場 

局 名 庁 舎 名 状    況 
広尾病院 駐車車両から見える位置に表示されていない 病院経営

本部 墨東病院 立体駐車場のエレベータ脇に表示があるが、車両からは見えない 

港湾局 調布飛行場 
管理事務所 ３箇所の駐車場のうち、事務所前駐車場には表示がない 

下水道局 多摩川上流水
再生センター 事務所前駐車場には表示があるが、工事業者使用部分にはない 
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◎ 廃棄物の減量と処理は適正・適切に行われているか 
（指摘事項―２３、２４、２５、２６、２７） 
○ 廃棄物の減量について 

   東京都環境基本条例第１５条では、環境への負荷の低減を図るため、都の施設の建設及び維持

管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の

減量に努めなければならない、と定められている。 
 

ア 廃棄物の減量に適切に取り組むべきもの 
   第五建設事務所と江東治水事務所は合同庁舎になっており、建物管理等の事務については、

第五建設事務所が所管している。 
    この庁舎における廃棄物減量に対する取組みについて見たところ、以下のとおり不適切な状

況が認められた。 
① 廃棄物の集積場所に排出されたごみを見たところ、コピー用紙、封筒、空箱など、リサイ

クル可能な紙類が、可燃ごみとして、また、リサイクルすべきペットボトルが、不燃ごみと

して、それぞれ大量に排出されている状況であり、廃棄物の分別及び減量の取組みが適切に

行われているとは言えない。 
② 廃棄物処理委託契約の仕様書では、びん、缶のリサイクルについては記載されているが、

ペットボトルについては記載がない。 
   所では、受託者が、排出された不燃ごみの袋からペットボトルを手作業で分別し、再資源

化するとしているが、再資源化施設に搬入したことを示す伝票類がなく、確認できない。 
③ 所は、区の条例に基づいて、毎年度当初に廃棄物の減量等に関する計画書を区に提出して

いる。しかしながら、提出された計画書を見ると、表１８のとおり、平成１８年度と平成１

９年度の排出実績量が廃棄物の種別ごとに全て一致しており、所は、廃棄物の排出量を把握

していないことが認められた。このため、平成２０年度の排出見込量も、平成１９年度の実

績量と同一となっており、適切な減量計画となっていない。 
   局は、廃棄物の減量に適切に取り組まれたい。 

（ 建 設 局 ） 
 

（表１８）計画書に記載された廃棄物排出実績量と排出見込量        （単位：トン） 
ごみ種 平成１８年度実績 平成１９年度実績 平成２０年度見込 

コピー用紙・ＯＡ用紙等 ５．２ ５．２ ５．２

雑誌･パンフレット ３．０ ３．０ ３．０

新聞紙・折込広告等 ２．０ ２．０ ２．０

段ボール ３．０ ３．０ ３．０

その他の紙類 １３．０ １３．０ １３．０

厨芥 １．５ １．５ １．５

木・草・繊維等 ０．１ ０．１ ０．１

びん・缶・ペットボトル ４．０ ４．０ ４．０
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イ 公印帳票類の廃棄処理について適切な管理を行うべきもの 
    主税局は、税務総合支援システムから出力される公印帳票類のうち、印刷工程で発生した破

損、汚損、刷り損じ及び在庫破棄分については、帳票類印刷業務等の受託者に対して、溶解等

の方法によって処理するよう、委託仕様書に明記している。 
    ところで、この廃棄処理について見たところ、次のとおり適切でない事例が認められた。 

① 公印帳票類の印刷数に比して、３８％を超える大量の廃棄数量が発生しているにもかかわ

らず、発生原因を分析し、廃棄数量の妥当性を確認することなく、受託者から報告された数

量をそのまま、廃棄物として承認している。 
② 作業指示書等による具体的な指示を行わないまま、廃棄処理を受託者に一任しているため、

廃棄処理された帳票の種類、数量が特定できない。 
③ 溶解処分業者の処理証明書を徴していないため、廃棄帳票類の処分業者への搬入日や溶解

処理日が確認できない。また、受託者からの報告は、搬入の単位（枚）と処分の単位（ｋｇ）

が異なり、整合性がないため、搬入された廃棄帳票類が全て、溶解処理されたかどうかが確

認できない。 
    局は、公印帳票類の廃棄に係る発生原因及び数量を把握し、排出量の抑制に努めるとともに、

公印帳票類には、個人情報が記載されたものもあることから、廃棄処理について適切な管理を

行われたい。 
（ 主 税 局 ） 

 
ウ ごみの排出原因を追究するとともに削減に努めるべきもの 
教育庁が所管する中央図書館（以下「図書館」という。）のペットボトル排出量について見た

ところ、平成１８年度においては１，６５５ｋｇ、平成１９年度においては１，４９０ｋｇと

連続して多量に排出されている。 
両年度における排出量を職員数及び来館者数で換算してみると、毎日、概ね６人に１人の排

出割合で、持ち込んだペットボトルを図書館のごみとして排出している量となる。 
図書館は、ペットボトルの排出について、①職員は、自身で持ち込んだペットボトル等は、

本人に持ち帰らせる、②館内の自動販売機（以下「自販機」という。）で販売したペットボトル

等は、自販機横に設置している回収ボックスにより販売業者に回収させる等によるごみ減量対

策を講じているとしている。 
しかしながら、排出割合が両年度において改善されておらず、ごみ減量対策が不十分な状況

となっているにもかかわらず、図書館は、ごみ減量対策として、その原因を追究していないの

は適切でない。 
庁は、ごみの排出原因を追究するとともに削減に努められたい。 

（ 教 育 庁 ） 
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エ 廃棄物の発生の抑制に努めるべきもの 
    消防庁は、各消防署等から排出される段ボールを資源ごみとして、古紙収集、処理業務を外

部委託しており、平成１９年度の排出量は１０万６，１９０ｋｇとなっている。 
    ところで、段ボールの排出理由について見たところ、職務上、装備品（正帽（夏・冬）、正服

（夏・冬）略帽、執務服上下（夏・冬）、長靴、編上げ作業靴、等）の給（貸）与品目数が多い

ため、表１９のとおり、①年に２回行われる人事異動に伴って、給与品等の運搬に使用される

もの、②給与被服等の納入にあたり、業者の梱包に使用されたものが、庁における段ボールご

みの年間排出量の１５％以上に相当する量にあたることが認められた。 
    しかしながら、①人事異動は恒常的であることから、異動の都度、ごみとして排出する段ボ

ール箱を使用するのではなく、再利用が可能な折りたたみ式コンテナ等を採用することで、段

ボール箱の排出量の抑制が可能であり、②給与被服の納入に使用された段ボール箱についても、

他局が行っているように納入業者に引き取らせることで、同様に、排出量の抑制をすることが

できる。 
    廃棄物の段ボール等を資源ごみとして再活用すること以上に、事業者が廃棄物の発生の抑制

に努めることが重要な課題であることを踏まえ、庁は、廃棄物の発生の抑制に努められたい。 
（東京消防庁） 

 
 （表１９）給与品等にかかる段ボール使用量（試算）    

区 分 規 模 使 用 量 
人事異動時の運搬用 

（平成１９年４月期） 
約１，７００人 

＠700ｇ×３個×1,700 人＝3,570ｋｇ

(注) 

人事異動時の運搬用 

（平成１９年１０月期） 
約１，４００人 ＠700ｇ×３個×1,400 人＝2,940ｋｇ 

給与被服等納入時の梱包用 年間６，５００箱 ＠1.5ｋｇ×6,500 個＝9,750ｋｇ 

計  16,260ｋｇ

 （注）異動時の給与品の運搬については、高さ 300 ㎜×幅 410 ㎜×奥行 330 ㎜のサイズを平均的な箱と

して試算した。 

 
オ パソコンの再資源化に適切に取り組むべきもの 
パソコンは、資源の有効な利用の促進に関する法律で製造業者等に回収と再資源化が義務付

けられていることから、各メーカーがリサイクルシステムを構築し、再資源化に取り組んでい

る。 

ところで、各庁舎におけるパソコンの処理状況を見たところ、表２０のとおり、産業廃棄物

として廃棄処分していることが認められた。 
東京都環境基本条例では、都の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資

源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならないとしてお

り、パソコンを再資源化せず、廃棄処分していることは適切でない。 
    病院経営本部及び建設局は、パソコンの再資源化に適切に取り組まれたい。 

（病院経営本部・建 設 局 ） 
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（表２０）産業廃棄物として廃棄されたパソコンの状況         （単位：台） 

廃棄年度及び台数 
局 名 庁 舎 名 

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 事業所計

墨東病院 ４ ２ ―   ６ 
大塚病院 ７ ５ ― １２ 
松沢病院 ― ― １   １ 

病院経営本部 

合 計         １９ 
第一建設事務所 ― １９ ― １９ 
北多摩南部建設事務所 １６ ― ― １６ 建設局 

合 計                      ３５ 
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（指摘事項―２８、２９） 
○ 廃棄物処理について 

   事業活動に伴って発生する廃棄物については、廃掃法により、事業者が自らの責任において適

正に処理すること（第３条及び第１１条）、運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で

定める者にそれぞれ委託しなければならないこと（第６条の２第６項及び第１２条第３項）、廃棄

物処理の受託者は、その処理を他人に再委託してはならないこと（第７条第１４項及び第１４条

第１４項）、と規定されている。 
 

ア 廃棄物処理を適正に行うべきもの 
    各庁舎における廃棄物処理について見たところ、表２１のとおり、処理を再委託している事

例、都と廃棄物処理業者の間で委託契約が締結されておらず、廃掃法で規定された事業者の責

務を果たしていない事例、が認められた。 
各局は、廃棄物処理を適正に行われたい。 

（ 総 務 局・ 都 市 整 備 局 ・ 福 祉 保 健 局・下 水 道 局 ） 
 
（表２１）廃棄物処理の不適切な事例 
局名 庁舎名 内  容 

処理を再委託している事例 
都市整

備局 
再開発事

務所 
旧北新宿地区事務所閉鎖に伴う不用品等収集運搬・処分委託において、受託業者が

その処理を第三者に委託している。 

福祉保

健局 

北療育医

療 センター

城南分園 

廃棄文書の処理において、 
・一般廃棄物であるにもかかわらず産業廃棄物処理業者に委託している。 
・受託業者は、古紙の処理施設を持っていないため第三者に再委託している。 
廃掃法で規定された事業者の責務を果たしていない事例 

総務局 
竹芝庁舎

( 公 文 書
館) 

館が、廃棄物の運搬・処理業務を、建物管理委託業務の受託者の業務であると解釈

したことにより、廃棄物運搬・処理の許可を有していない建物管理委託業務の受託

者は、当該業務を第三者に再委託して行わせている。 
この結果、館と廃棄物処理業者との間で契約を締結していない。また、館は、産業

廃棄物管理表（マニフェスト）を保管しておらず、適正に処理されたことを確認し

ていない。 

下水道

局 
有明水再

生センター 

庁舎は江東区の施設との合築となっているため、共有部分の管理については、共同

で建物管理業者（以下「管理業者」という）に委託している。 
廃棄物の保管場所は共有部分となっており、管理業者に管理させていることから、

廃棄物処理にかかる契約は、管理業者と廃棄物処理業者との間で締結されており、

センターと廃棄物処理業者との間で契約を締結していない。 
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イ 廃棄物処理料金を適切に支出すべきもの 

 各局は、一般廃棄物の収集運搬を単価契約で委託している。 

 ところで、これらの契約において、収集運搬された一般廃棄物は各市の処理施設で処分されるため、

契約単価は、収集運搬の料金と、各市の条例で定められた、市の処理施設における処分料金（以下「市

の処分料金」という）とから成り立っている。 

  契約に係る入札（見積競争）は消費税抜きの金額で行われるため、各事業所は、落札単価に消費税

を加算した金額を契約単価としている。 

 この契約単価について見たところ、以下のとおり不適切な状況が認められた。 

① 東村山市、東大和市、府中市においては、市の処分料金を非課税としている。 

 非課税取引と課税取引が、同一の契約で同時に発生する場合、それぞれの金額を区分して消費

税を算出することから、契約単価は、収集運搬の料金に係る消費税額のみを落札単価に加えた金

額とすべきである。 

  しかしながら、東村山老人ホーム、北多摩看護専門学校、北多摩南部建設事務所においては、

市の処分料金にも消費税を加算した額を契約単価としている。 

② 立川市においては、市の処分料金を内税としていることから、契約単価のうち処分にかかる金

額は市の処分料金と同額とすべきである。 

  しかしながら、立川合同庁舎においては、誤って市の処分料金に消費税を加算して契約単価と

している。 

  これらのため、市の処分料金に加算された消費税額を試算すると、表２２のとおり、２９万余円が

不経済支出となっている。 

  各局は、廃棄物処理料金を適切に支出されたい。 

（ 主 税 局・福 祉 保 健 局・ 建 設 局 ） 

 

（表２２）市の処分料金に消費税を加算したことによる不経済支出の内訳     （単位：円） 

局 名 庁 舎 名 
平成１９年度 

年間処理量  (㎏)
区分 市の処分料金 支払額 

誤  A 31.5 358,407
11,378

正  B 30 341,340主税局 立川合同庁舎 

差引（不経済支出） A-B 1.5 17,067

誤  A 26.25 5,417,471
206,380

正  B 25 5,159,500東村山老人ホーム 

差引（不経済支出） A-B 1.25 257,971

誤  A 13.65 47,483
3,479

正  B 13 45,227

福祉保健局 

北多摩看護専門学校 

差引（不経済支出） A-B 0.65 2,256

誤  A 44.1 358,928
8,139

正  B 42 341,838建設局 北多摩南部建設事務所 

差引（不経済支出） A-B 2.1 17,090

 



- 52 - 

◎ 特別管理産業廃棄物の管理等は適正・適切に行われているか 
（指摘事項―３０、３１） 
○ 特別管理産業廃棄物について 

   廃掃法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る

被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを、特別管理産業廃棄物と

して、厳重に保管し、適正に処理するよう規定している。 
 
ア 特別管理産業廃棄物に関する帳簿を適正に記載すべきもの 

   病院等では、注射針などの感染性廃棄物、検査等に使用したキシレンの廃液（爆発性のある廃

油）が発生する。 
   これらは、廃掃法で規定する特別管理産業廃棄物に該当し、排出事業者は収集運搬から処分ま

での経過を帳簿に記載するよう義務付けられている。 
   ところで、各庁舎における特別管理産業廃棄物の処理にかかる帳簿の記載状況について見たと

ころ、表２３のとおり、帳簿を設置していない、あるいは記載の漏れがある事例が認められた。 
   福祉保健局及び病院経営本部は、特別管理産業廃棄物に関する帳簿を適正に記載されたい。 

（ 福 祉 保 健 局 ・病院経営本部） 
 
（表２３）特別管理産業廃棄物に関する帳簿の不適切な庁舎 

局 名 庁  舎  名 

福祉保健局  
帳簿がない：東村山老人ホーム、東村山ナーシングホーム、 
      府中療育センター、北療育医療センター城南分園 

病院経営本部 帳簿がない：大塚病院 
廃液について記載がない：広尾病院、墨東病院 
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イ ＰＣＢ廃棄物を適切に保管すべきもの 
  すでに使用を終了した高圧コンデンサ、トランス等の重電機器でＰＣＢを含有しているもの（以

下「ＰＣＢ廃棄物」という）については、廃掃法により、特別管理産業廃棄物として、その処理が

終わるまでの間、厳重に保管するよう義務づけられている。 
 また、各庁舎において現在使用中もしくは使用を終え保管中の重電機器については、ＰＣＢの含

有の有無を確認したうえで、含有している場合、使用中の機器については東京都ＰＣＢ適正管理指

導要綱により速やかに知事に届出を、保管中の機器については法に基づいて適正に保管及び処分を

しなければならない。 
 ところで、各庁舎におけるＰＣＢ廃棄物の保管状況及び重電機器の状況について見たところ、表

２４及び２５のとおり、適切でない状況が認められた。 
  各局は、ＰＣＢ廃棄物を適切に保管されたい。 

主  税  局 ・生活文化スポーツ局・都 市 整 備 局 ・福 祉 保 健 局 ・  
病 院 経 営 本 部 ・産 業 労 働 局 ・中 央 卸 売 市 場 ・建  設  局 ・  
港  湾  局 ・交  通  局 ・教  育  庁 

 
 
（表２４）ＰＣＢ廃棄物の不適切な保管状況 
局 名 庁 舎 名 状        況 

主税局 立川都税事務所 保管場所内に可燃ごみが置かれているなど、不適切な状況で
ある。保管場所の表示が基準を満たしていない。 

生活文化 
スポーツ局 計量検定所 特別管理産業廃棄物管理責任者の有資格者がいない。 

第一区画整理事務所 保管容器のドラム缶は、底部が腐食しており、漏れる危険性
があるが、飛散・流出防止措置をしていない。 都市整備局 

再開発事務所 飛散・流出防止措置をしていない。 
東村山老人ホーム ＰＣＢ廃棄物保管場所の表示がない。 

飛散・流出防止措置をしていない。 
府中療育センター 転倒防止措置をしていない。 福祉保健局 

児童会館 ＰＣＢ廃棄物保管場所の表示がない。 

松沢病院 転倒防止措置をしていない。 
飛散・流出防止措置をしていない。 

墨東病院 ＰＣＢ廃棄物保管場所の表示がない。 病院経営本部 

大塚病院 転倒防止措置をしていない。 
飛散・流出防止措置をしていない。 

産業労働局 労働相談情報センター
国分寺事務所 ＰＣＢ廃棄物保管場所の表示が基準を満たしていない。 

中央卸売市場 築地市場 2か所のうち 1か所でＰＣＢ廃棄物保管場所の表示がない。 
特別管理産業廃棄物管理責任者の変更届を提出していない。

建設局 北多摩南部建設事務所 転倒防止措置をしていない。 
飛散・流出防止措置をしていない。 

港湾局 東京港管理事務所 特別管理産業廃棄物管理責任者の変更届を提出していない。

立川ろう学校 特別管理産業廃棄物管理責任者の有資格者がいない。 
教育庁 

多摩教育センター 特別管理産業廃棄物管理責任者の有資格者がいない。 
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（表２５）重電機器のＰＣＢ含有の確認をしていない事例 

局 名 事業所名 数 量 状       況 

病院経営本部 大塚病院 コンデンサ３台 使用中の機器 

建設局 第五建設事務所 トランス１台 使用中の機器 

江戸川自動車営業所 コンデンサ２台
開閉器 1台 １階電気室に保管中のコンデンサ及び開閉器 

交通局 
志村車両検修場 最大で９台 場内各区作業所倉庫脇に保管中の蛍光灯安定器

 
（意見・要望事項―４） 
ウ 各局が適切に現況調査を行うよう、指導強化に努めるべきもの 
  ＰＣＢ廃棄物は、表２６のとおり、都全体では３９２箇所で保管しており、廃掃法に規定する保

管規準を遵守し、保管する責任を各局の管理者が負っている。 
  各局が保管しているＰＣＢ廃棄物については、適正保管の徹底など、必要な対策の調整や協議を

行うことを目的として、ＰＣＢ廃棄物連絡協議会が設置されており、環境局が事務局となっている。 
  局では、ＰＣＢ廃棄物の保管状況の届出等に関する事務を所管していることから、平成２０年度

には保管状況に関するチェックシートを作成して配布するなど、保管状況の適正化に努めているこ

とが認められる。 
  しかしながら、前述のとおり、各局のＰＣＢ廃棄物の保管場所として実査した３２事業所のうち

１７所で不適切な状況が認められており、不適切な事例が５割以上にもなったことを踏まえると、

都全体の保管場所について改めて現況調査を行う必要がある。 
  局は、チェックシートをより一層わかりやすくするなどして、都のＰＣＢ廃棄物保管場所３９２

箇所について各局が適切に現況調査を行うよう、指導強化に努められたい。 
（ 環  境  局 ） 

 
（表２６）各局のＰＣＢ廃棄物保管場所数 

局   名 箇所数 局   名 箇所数 

総務局 １４ 中央卸売市場 ８

財務局 １ 建設局 ２４

主税局 １７ 港湾局 １

生活文化スポーツ局 ４ 東京消防庁 ３

都市整備局 ７ 交通局 ９

環境局 ２ 水道局 ３５

福祉保健局 ３０ 下水道局 ４７

病院経営本部 ７ 教育庁 １６１

産業労働局 １９ 警視庁 ３

  合   計 ３９２
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（３）庁舎の適正・効率的な管理について 

◎ 行政財産使用許可等は適正に行われているか 

（指摘事項－３２） 

○ 財産の使用許可を適切に行うべきもの 

    地方自治法等では、財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可すること

ができるとしている。 

    ところで、各庁舎の財産の使用許可に関する状況を確認したところ、表２７のとおり、許可

手続きが行われていないなどの不適切な事例や、飲料水の空き缶等を回収するため使用者が設

置した容器の占有面積が、許可面積に含まれていない事例が認められた。 

各局は、財産の使用許可を適切に行われたい。 

             総 務 局  ・  主   税   局   ・環 境 局・ 

福 祉 保 健 局 ・ 病院経営本部 ・ 産 業 労 働 局 ・

東 京 消 防 庁・交 通 局・ 下 水 道 局 

     

 

（表２７）適切でない事例 
許可手続きが行われていないなどの不適切な事例 

局 名 庁 舎 名 内       容 
福祉保健局 児童会館 売店脇のテラスのロッカー等が使用許可の範囲から逸脱している。 

病院経営本部 松沢病院 喫茶室が使用している物置及び更衣室が、使用許可の範囲から逸脱して

いる。 
中央･城北職

業能力開発ｾ

ﾝﾀｰ板橋校 

校に併設する人材育成プラザ３階倉庫に、Ｄが技能検定に要する資機材

を保管しているが、財産の使用許可手続きが行われていない。 
産業労働局 

労働相談情

報ｾﾝﾀｰ八王

子事務所 
食堂の通用口外に、使用許可の範囲を逸脱して、物置が置かれている。

渋谷自動車

営業所 
所の敷地北側のフェンスに、東京電力株式会社に看板を設置させている

が、財産の使用許可を行っておらず、設置の経緯も不明である。 
交通局 

志村車両検

修場 
場の敷地内に、埋設管の腐食防止のため、東京ガス株式会社の機器を設

置させているが、財産の使用許可を行っていない。 
空き缶等を回収するため使用者が設置した容器の占有面積が、許可面積に含まれていない事例 

局 名 庁  舎  名 
総務局 竹芝庁舎 
主税局 中央都税事務所、大田都税事務所、中野都税事務所、練馬都税事務所 
環境局 廃棄物埋立管理事務所、中防休憩施設レストハウス、第三排水処理場管理棟 
福祉保健局 東村山ナーシングホーム、児童会館 
東京消防庁 都民防災教育センター（立川、池袋、本所）、消防防災資料センター、 
下水道局 流域下水道本部、多摩川上流水再生センター 
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（指摘事項－３３） 

○ 行政財産使用料の請求を適正に行うべきもの 

交通局は、自動車営業所等各事業所に飲料用自動販売機等を設置する者に対して、行政財産の

使用許可をしている。 

この使用許可に当たっては、東京都交通局公有財産規程（昭和３９年東京都交通局規程第１７

号）第９条の５第６により、主として職員の利便に供するため、低い価格で提供する時には、使

用料を減額又は免除することができるとしている。 

ところで、自動販売機にかかる使用許可の状況について見たところ、飲料用自動販売機のほか

たばこの自動販売機があり、どちらも使用料を免除されていた。 

しかしながら、たばこの自動販売機は、定価での販売であり、低い価格ではないため、規定に

該当しないにもかかわらず、飲料用自動販売機同様、使用料を免除しているのは、適正でない。 

局は、行政財産使用料の請求を適正に行われたい。 

（ 交 通 局 ） 
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◎ 光熱水費の節減に積極的に取り組んでいるか 

（指摘事項―３４、３５） 

○ 電気料金の節減について 

ア 契約電力を見直し電気料金の節減に努めるべきもの 
  中央図書館では、東京電力との電気需給契約において、主契約及び予備電力契約の契約電力

を９２０ｋＷ（契約種別：業務用電力２型）としているが、直近２か年の毎月の最大需要電力

実績を見たところ、表２７のとおり、最大でも８５０ｋＷであり、契約電力（９２０ｋＷ）を

毎月下回っている。 
電気料金については、主契約には、契約電力１ｋＷ当たり毎月１，９５３円の基本料金がか

かり、予備電力契約には、契約電力１ｋＷ当たり毎月１６３．８円の基本料金がかかることか

ら、仮に、平成２０年の契約電力を８５０ｋＷとした場合、平成２０年 1月から監査日現在ま
での電気料金は、１１３万余円節減できたことになる。 
契約電力の変更は、東京電力との協議により随時可能なことから、庁は、契約電力を見直し、

電気料金の節減に努められたい。 
（ 教 育 庁 ） 

 
（表２７）中央図書館（契約電力：９２０ｋＷ）月別最大需要電力調べ      （単位：ｋＷ） 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

平成 18年 679 758 713 734 770 840 797 826 806 773 797 749 

平成 19年 718 754 739 739 790 756 850 838 814 732 761 643 

平成 20年 646 780 742 756 672 600 571 545 586    

※ 節減額（試算）＝（（基本料金単価=主契約 1,953 円＋予備電力契約 163.８円）×（契約電力：920ｋＷ－想定

契約電力：850ｋＷ））×月数×力率割引（注） 

＝（2,116.８円×７０kW）×9 月×0.85＝113 万 3,546 円 

 （注）力率割引とは、供給された電力を無駄なく利用した場合に適用される割引率 

 

 イ 電力契約を変更する等電気料金の節減に努めるべきもの 

   警視庁が所管する各運転免許試験場における電気需給契約について見たところ、以下のとお

り、適切でない事例が認められた。 

① 鮫洲運転免許試験場（以下「試験場」という。）では、契約電力を５７０ｋＷ（契約種

別：業務用電力）としているが、直近２か年の毎月の最大需要電力実績を見たところ、表

２８のとおり、最大でも４８５ｋＷであり毎月５７０ｋＷを下回っている。 
電気料金は、１ｋＷ当たり毎月１，６３８円の基本料金がかかることから、仮に平成２

０年の契約電力を４８５ｋＷとした場合、平成２０年１月から監査日現在までの電気料金

は、１０６万余円節減できたことになる。 
      さらに、試験場のように、最大需要電力が５００ｋＷを下回っている場合には、契約電

力を５００ｋＷ未満の契約に変更することにより、東京電力が、その請求月を含めた直近



 

- 58 - 

1年間のなかで、最も使用した月の電力を基本料金として、毎月、自動的に更新（見直し）
を行うことから、効率的に、基本料金の節減が可能となる。 
庁は、契約を５００ｋＷ未満に変更する等、電気料金の節減に努められたい。 

②  府中運転免許試験場では、契約電力を９３４ｋＷ（契約種別：業務用電力）としているが、
直近２か年の毎月の最大需要電力の実績を見たところ、表２９のとおり、契約電力（９３４

ｋＷ）を毎月下回っている。 
仮に、平成２０年の契約電力を、平成１９年の最大需要電力８４７ｋＷとした場合には、

平成２０年１月から監査日現在までの基本料金は、１０９万余円節減できたことになる。 
       契約電力の変更は、東京電力との協議により随時可能なことから、庁は、契約電力を見直

し、電気料金の節減に努められたい。 
（ 警 視 庁 ） 

 
（表２８）鮫洲免許試験場（契約電力：５７０ｋＷ）月別最大需要電力調べ   （単位：ｋＷ） 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

平成 18 年 283 272 241 225 211 286 379 442 434 397 297 223 

平成 19 年 232 235 221 227 211 292 350 422 485 388 281 215 

平成 20 年 233 263 241 205 187 273 334 433 468    

※節減額（試算）＝（基本料金単価×（契約電力：570ｋＷ－想定契約電力：485ｋＷ））×月数×力率割引（注） 

＝1,638 円×85ｋｗ×９月×0.85＝106 万 5,109 円   

（注）力率割引とは、供給された電力を無駄なく利用した場合に適用される割引率 

（注）用語説明  

業務用電力２型契約 
業務用電力契約（通常）に比べ、基本料金を引き上げ、電力量料金を引

き下げた料金メニュー。選択メニューとして平成１２年度から開始 
予備電力契約 予備電線路により供給を受ける電力契約 

（表２９）府中免許試験場（契約電力：９３４ｋｗ）月別最大需要電力調べ    （単位：ｋＷ）

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

平成 18 年 756 749 706 583 636 756 773 814 806 612 578 703 

平成 19 年 694 677 646 559 569 739 770 847 785 612 643 696 

平成 20 年 739 710 636 557 617 655 835 790 698    

※ 節減額（試算）＝（基本料金単価×（契約電力：934ｋＷ－想定契約電力：847ｋＷ））×月数×力率割引 

＝1,638 円×８７ｋｗ×９月×0.85＝109 万 170 円 
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◎ その他 
（意見・要望事項－５） 
○ 本庁舎の適正な庁舎管理に努めるべきもの 

   都庁本庁舎及び都議会議事堂のうち都議会の用に供する部分を除く部分については、東京都庁

内管理規則及び東京都公有財産規則に基づき、総務局が庁内管理者として、庁内における秩序及

び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を所管し、財務局が財産の管理者として、施設及び設備

機器の維持管理、行政財産の使用許可を所管している。 
   ところで、本庁舎の利用状況について見たところ、監査日現在、表３１のとおり、行政財産の

使用許可範囲を逸脱して、共用部分である通路に看板等が設置されているなど、不適正な事例が

多数認められた。さらに、商品ワゴンやパンフレット台が防火扉の閉鎖障害となるなど、防災上

不適切な事例が認められた。 
   行政財産の使用許可は、行政財産本来の用途又は目的を妨げない限度において認められるもの

であるが、これらは緊急時の避難の妨げとなっているばかりでなく、美観を損ねている面もある。 
総務局及び財務局は、十分協議のうえ、連携して、本庁舎の適正な庁舎管理に努められたい。 

（ 総 務 局 ・財 務 局 ） 
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（表３１）行政財産の使用許可における不適正な事例及び防災上不適切な事例 

庁舎名 該当階 
使用者 

(許可の相手方） 
使用用途 

許可範囲を逸脱した 
不適正な事例 

防災上不適切な事例

１階 Ｅ 
観光情報 
センター 

看板、のぼりが通路に置
かれている 

 

１階 
南・北側喫茶 
コーナー 

看板が通路に置かれてい
る。 

 

１・２階 書店 

看板、商品棚が通路に置
かれている。また、店舗
に隣接する通路に、台車
や商品が置かれている。 

 

喫茶コーナー 
看板が通路に置かれてい
る。 

 

Ｆ 

旅行相談所 
（２社） 

通路両側にパンフレット
台が隙間なく陳列されて
いる。 

 １６階 

Ｇ 事務所 
看板、傘立が通路に置か
れている。 

 

喫茶コーナー 
看板が通路に置かれてい
る。 

 

２５階 
自動販売機  

通路にはみ出して設
置されており、建築基
準法上必要な通路幅
が確保されていない。

南・北側両職員
食堂 

看板等が通路に置かれて
いる。 

 

第 
一 
本 
庁 
舎 

３２階 

F 

売店 
商品等が通路に置かれて
いる。 

通路に置かれた商品
等が、防火扉の閉鎖障
害となっている。 

１階 
旅行相談所 
（２社） 

通路両側及び外側にパン
フレット台等が隙間なく
陳列されている。 

パンフレット台等に
より、建築基準法上必
要な通路幅が確保さ
れていない。 

２階 喫茶コーナー 

店舗の囲いが、許可面積
を超える形で設置されて
いる。また、看板が通路
に置かれている。 

店舗の囲いにより、建
築基準法上必要な通
路幅が確保されてい
ない。 

北側職員食堂 

エスカレータ脇とエレベ
ータホール窓際に、台車
等が置かれている。また、
看板等が通路に置かれて
いる。 

 

南側職員食堂 
看板等が通路に置かれて
いる。 

 
４階 

売店 
商品等が通路に置かれて
いる。 

通路に置かれた商品
等が、防火扉の閉鎖障
害となっている。 

１０階 喫茶コーナー 
看板が通路に置かれてい
る。 

 

１７階 旅行相談所 
通路両側に多数のパンフ
レット台が陳列されてい
る。 

パンフレット台が、防
火扉の閉鎖障害とな
っている。 

第 
二 
本 
庁 
舎 

３１階 

Ｆ 

喫茶コーナー 
看板が通路に置かれてい
る。 

 

地下 
１階 

食堂、売店等 
看板、パンフレット台等
が通路に置かれている。 

 
都議会
議事堂 

１階 
Ｆ 

食堂（南側） 
サンプルケース等が通路
に置かれている。 

サンプルケース等が、
非常口の障害となっ
ている。 
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青少年の健全育成について 

 

第１ 監 査 の 概 要 

 １ 監査の目的 

近年、青少年を取り巻く環境は、少子化・核家族化の進展に伴う家族機能の弱体

化、情報化の進展や伝達手段の多様化による有害情報の氾濫、就業形態の多様化など、

めまぐるしく変化しており、都民の多くが青少年の健全な育成について不安を抱いて

いる。 

このような状況の中で、次代を担う青少年が社会の一員としての役割を果たすこと

ができるよう、行政をはじめとして、家庭、学校、地域社会、企業などが一致協力し

て、青少年の自立性と社会性を育成するための環境を整備していくことがますます重

要となっている。 

都においては、青少年の育成について、青少年・治安対策本部をはじめ、教育庁、

福祉保健局、警視庁など１４局にわたって、施策を推進している（「東京都の青少年

２００７～施策のあらまし～」による）。 

また、東京子ども応援会議や子育て応援東京会議など民間団体も含めた横断的な

会議を設置し、広く都民全体の力で、青少年の健全な育成を推進する取り組みを進

めている。 

そこで、今回の監査では、「青少年の健全育成について」を主題として、都が実施

している多種多様な施策の中から、特に、各局間や区市町村、民間を含む各種団体

等との連携が重要である「青少年の自立支援に関する施策」及び「青少年の非行防

止に関する施策」を監査対象事業とし、各事業が効果的・効率的に行われているか

を検証した。 

 

２ 監査の対象施策 

 （１）自立の支援に関する施策（図１） 

   ア 家庭に対する育成支援 

対象局：青少年・治安対策本部、福祉保健局 

教育庁、警視庁 

   イ 地域に対する育成支援 

      対象局：福祉保健局、教育庁 

   ウ 学校における育成支援 

      対象局：青少年・治安対策本部、生活文化スポーツ局、教育庁 

   エ 雇用・就業に関する支援 

      対象局：産業労働局 
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 （２）非行防止等に関する施策（図２） 

   ア 青少年の非行・犯罪被害防止 

      対象局：警視庁、教育庁 

   イ 児童・生徒の問題行動対応の充実 

      対象局：教育庁 

   ウ 性に関する産業への対応等 

      対象局：青少年・治安対策本部、教育庁 

   エ 薬物の乱用防止 

      対象局：福祉保健局、教育庁、警視庁 

 

３ 監査の観点 

「自立の支援に関する施策」及び「非行防止等に関する施策」が、効果的・効率

的に行われているか、主に以下の観点から監査を実施した。 

また、両施策の監査対象事業別の主な着眼点は、表１及び表２のとおりである。 

 （１）自立の支援に関する施策 

   ア 自立支援のための各種施策を推進していく上で、関係各局、関係団体等相互

の連携や役割分担は適切か 

   イ 各種相談事業は、広く都民に周知され、十分な理解のもとに効果的に行われ

ているか 

   ウ 複数局で所管する自立支援のための同種施策は、効率的に行われているか 

   エ 自立支援に関する各種調査は、結果を施策へ適切に反映させているか 

  

 （２）非行防止等に関する施策 

   ア 非行防止、犯罪被害防止等のための各種施策は、学校、地域等と連携して効

果的に行われているか 

   イ 区市町村や地域で非行防止等の支援に携わる指導者等との連携や情報提供は、

効果的に行われているか 

   ウ 複数局で所管する非行防止、犯罪被害防止等のための同種施策は、効率的に

行われているか 

   エ 非行防止と環境浄化に関する各種調査は、適切に結果を施策へ反映させてい

るか 

 

 （３）自立の支援に関する施策及び非行防止等に関する施策の相互連携等 

   ア 各施策間及び各局間の連携、情報交換等は、十分なものとなっているか 

イ 各施策間での調整作業は、適切に行われ、施策が効果的・効率的なものとな
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っているか 

   ウ 各局で所管する同種又は関連する施策は、都の施策として総合的なものとな

っているか 
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（図１）自立の支援に関する施策の体系 
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教　育　庁

・少年相談

警　視　庁

・子どもの生活習慣確立プロジェクト・子ども家庭支援センター事業
・学童クラブ事業

福祉保健局 教　育　庁

相談機能の充実

家庭機能の補完・支援

雇用・就業に関する支援

・若年者雇用就業支援（東京しごとセンター）
・求職者を対象とした公共職業訓練

産業労働局

・幼児の健やかな育ちに係る
　関係者連絡会

青少年・治安対策本部

・スクールカウンセラー等、学校内における教育相談

教　育　庁
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（図２）非行防止等に関する施策の体系 

 

青少年の非行・犯罪被害防止

・少年の規範意識の醸成活動
・地域との連携
・少年を取り巻く有害環境の浄化活動の推進

警　視　庁

・教育機関等との連携

教　育　庁
警　視　庁

性に関する産業への対応等

薬物の乱用防止

・不健全図書類等の指定、立入調査等

青少年・治安対策本部

・セーフティ教室
・児童・生徒のいじめ問題への対応
・不登校への対応

教　育　庁

・親子の薬物乱用防止教室
・薬物乱用防止ポスター・標語の募集
・薬物乱用防止高校生会議
・薬物専門講師の養成

福祉保健局

・薬物乱用防止教室

教　育　庁

・薬物乱用防止に向けた広報啓発活動

警　視　庁

児童・生徒の問題行動対応の充実

・インターネットへの対応

青少年・治安対策本部
教　育　庁
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（表１）監査対象事業別の主な着眼点「自立の支援に関する施策」 

施策区分 監査対象事業 主な着眼点 所管局 

相談機能の充実 

相談事業の都民等への周知は十分に図られてい

るか 

各局、各関係機関相互の連携・協力（紹介、引継

ぎ、連絡会議の開催等）は適切に行われているか 

青少年・治

安対策本部

福祉保健局

教育庁 

警視庁 

家庭に対

する育成

支援 

家庭機能の補完・支

援 

区市町村への支援・指導が適切に行われているか 

関連した事業について、各局の連携は適切に行わ

れているか 

福祉保健局

教育庁 

青少年・治

安対策本部

東京都児童会館 福祉保健局地域に対

する育成

支援 
ユース・プラザ 

施設の運営は効率的、効果的に実施されているか 

都民への周知、関係施設との連携は適切に行われ

ているか 
教育庁 

スクールカウンセ

ラー等、学校内にお

ける教育相談 

事業が適切に実施され、不登校の減少など具体的

な効果を上げているか 

他の関係機関との連携は適切に行われているか 

新しいタイプの高校の創設が効果を上げている

か 

教育庁 

中途退学者対策 
中途退学者への支援において、関係各局、各機関

の連携が適切に行われているか 

青少年・治

安対策本部

教育庁 

学校における消費者教育は効果的に行われてい

るか 

消費者教育について、関係各局の連携は適切に行

われているか 

生活文化ス

ポーツ局 

教育庁 

学校にお

ける育成

支援 

消費者教育等、学校

におけるその他の

自立支援事業 「中学生の職場体験」事業は効果的に行なわれて

いるか、また、関係各局の連携により体験職場の

開拓などは順調になされているか 

青少年・治

安対策本部

教育庁 

若年者雇用就業支

援 
雇用・就

業に関す

る支援 
求職者を対象とし

た公共職業訓練 

求職者への周知は適切に実施されているか 

就業に確実に結びつく取り組みとなっているか 
産業労働局
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（表２）監査対象事業別の主な着眼点「非行防止等に関する施策」 

施策区分 監査対象事業 主な着眼点 所管局 

少年の規範意識の

醸成活動 

広報啓発など各種非行防止活動は効果を上げてい

るか 
警視庁 

教育機関等との連

携 
学校関係者等との連携は適切に行われているか 

教育庁 

警視庁 

地域との連携 

青少年の

非行・犯

罪被害防

止 少年を取巻く有害

環境の浄化活動の

推進 

環境浄化活動などの実施において、地域との連携

は適切に行われているか 
警視庁 

セーフティ教室 

児童・生徒のいじめ

問題への対応 

児童・生

徒の問題

行動対応

の充実 
不登校への対応 

各事業は適切に行われ、問題行動全般について効

果を上げているか 

各事業で、関係機関との連携は適切に行われてい

るか 

教育庁 

不健全図書類等の

指定、立入調査等 

不健全図書類等の指定は適切に行われているか 

立入調査は適切に行われているか 

青少年・治

安対策本部
性に関す

る産業へ

の対応等 
インターネットへ

の対応 

インターネットから流れる有害情報の青少年に与

える影響の重大性を認識し、適切に対応している

か 

関係機関との連携は、適切に行われているか 

青少年・治

安対策本部

教育庁 

薬物乱用防止教室 教育庁 

薬物乱用防止に向

けた広報啓発活動 
警視庁 

親子の薬物乱用防

止教室 

薬物乱用防止ポス

ター・標語の募集 

薬物乱用防止高校

生会議 

薬物の乱

用防止 

薬物専門講師の養

成 

他の関係機関と連携して実施されているか 

実施規模は十分なものとなっているか 

効果の把握は適切になされているか 

福祉保健局
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４ 監査対象局及び実地監査の場所 

実地監査の場所 
監査対象局 

部 所等 

青少年・治安対策本部 総合対策部  

生活文化スポーツ局 都民生活部 東京都消費生活総合センター 

福祉保健局 少子社会対策部 

生活福祉部 

障害者施策推進部

健康安全部 

東京都児童相談センター 

品川児童相談所 

世田谷児童相談所 

北児童相談所 

八王子児童相談所 

東京都児童会館 

中部総合精神保健福祉センター 

多摩総合精神保健福祉センター 

産業労働局 雇用就業部 多摩職業能力開発センター 

教育庁 人事部 

指導部 

都立学校教育部 

地域教育支援部 

東京都教育相談センター 

都立蒲田高等学校 

都立桐ヶ丘高等学校 

都立国分寺高等学校 

都立上水高等学校 

都立晴海総合高等学校 

都立つばさ総合高等学校 

都立白鷗高等学校・白鷗高等学校附属中学校

都立桜修館中等教育学校 

都立本所高等学校 

都立豊多摩高等学校 

都立小平西高等学校 

都立東大和高等学校 

警視庁 生活安全部 巣鴨少年センター 

台東少年センター 

立川少年センター 

八王子少年センター 

 

５ 関係人調査の対象団体及び場所 

 （１）財団法人東京しごと財団（東京しごとセンター） 

（２）ＰＦＩ区部ユース・プラザ株式会社（東京スポーツ文化館） 

（３）京王ユース・プラザ株式会社（高尾の森わくわくビレッジ） 

 

６ 実地監査の期間 

   平成２０年９月１７日から同年１１月２１日まで 
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第２ 監 査 の 結 果 

 １ 総 括 

青少年ひとりひとりの能力と個性を伸ばし、自立した社会人として健全に育成して

いくことは、社会全体に課せられた課題であり、行政機関をはじめとして、家庭、学

校、地域社会などが互いに協働・連携しながら、青少年の成長を願いつつ、様々な取

り組みを行っている。 

都は、平成２０年１２月に「１０年後の東京」への実行プログラム２００９を策定

し、「青少年を健全に育成し、社会性を持った若者を輩出」するための施策等の中で、

退職教員や警察官、民生委員・児童委員などを活用した児童の登校時の家庭訪問や登

校後の学習支援、１８歳以上の若者を対象に悩みや不安に対する継続的な相談対応を

行う「若年者総合相談（仮称）」の実施、インターネットや携帯電話のトラブルから

子供を守るネット・ケータイヘルプデスク（仮称）の開設などの事業を新規事業とし

て盛り込んだ。 

これらの新規事業についても、既存の事業と同様に、関係機関や地域と連携して取

り組んでいく必要がある。 

今回の監査では、各事業所管局と関係各局等との連携や役割分担等は適切か、各局

で所管する同種又は関連する事業間での調整は適切かなどの観点から、各事業が効果

的・効率的に行われているかを検証した。 

その結果、青少年の健全育成をさらに進めるために、なお一層の工夫や検討を要す

る事項が以下のとおり認められた。 

 

（１）自立の支援に関する施策 

ア 児童相談所、教育相談センター等の各相談機関では、情報の共有化や協力体

制の構築が進んでおり、研修やマニュアルの充実を図っていることが認められ

たが、児童福祉司や主任児童委員の配置について、検討すべき課題がある。 

イ 平成１６年の児童福祉法の改正により、児童相談が区市町村の業務として法

律上明記され、地域の身近な相談機関としての子ども家庭支援センターの役割

は重要度を増しているが、各区市町村における取り組みに地域差があることか

ら、引き続きサービス水準の向上に向けて働きかけていくことが必要である。 

ウ 都立高校改革推進計画により、主に中途退学を減らす目的で計画されたエン

カレッジスクールやチャレンジスクールといった新しいタイプの高校が順次開

校し、きめ細やかな学習指導により、中途退学者防止に一定の成果を上げてい

る。これらの学校への入学応募倍率はなお高いことから、社会状況や都民の都

立高校に対するニーズ等を踏まえながら、今後も、都立高校改革の推進に努め

ることが望まれる。 
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（２）非行防止等に関する施策 

ア いじめ問題への対策として、生徒自身の取り組みを促すため開催している「い

じめ防止フォーラム」は、公立学校のみを対象としているが、関係局と連携し、

私立学校にも広げることにより、一層の効果が期待される。 

イ 青少年健全育成条例の改正により、事業者へのフィルタリングサービス告知

の義務付けを行うとともに、実態調査を行うなど、時宜を得た対応が行われて

いるが、調査結果を受けて、教育庁が発表した緊急アピールは、公立学校の児

童・生徒と保護者を対象としており、関係各局と連携し、私立学校を含めた都

内の児童・生徒に行き渡らせることが望まれる。 

ウ 平成２０年上半期の大麻事件の摘発者が前年同期比で１２．３％増となり、

このうち２０歳代以下が６５％を占めるなど、青少年の薬物乱用は深刻さを増し

ている。薬物乱用の防止に向けた各種の事業が実施されているが、関係機関の連

携のもとに取り組みの強化が求められる。 

 

   今後とも、次代を担う青少年を健全に育成するため、青少年ひとりひとりの自立

性と社会性を培うための環境を整備するとともに、非行防止等にかかる各種施策を

着実に推進することが重要であり、関係各局が行政機関や都民等と連携し、今まで

にも増して事業に取り組み、実効を期していくことが望まれる。 
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 ２ 自立の支援に関する施策の各事業実績等 

 （１）家庭に対する育成支援 

   ア 相談機能の充実 

（着眼点） 

福祉保健局、教育庁、警視庁、青少年・治安対策本部の各局が実施している各種相談事業

の実施について、 

・ 相談事業の都民等への周知は十分に図られているか 

・ 各局、各関係機関相互の連携・協力（紹介、引継ぎ、連絡会議の開催等）は適切に行

われているか 

・ 相談体制（相談員の人数・専門性、相談員への研修、マニュアルの整備）は十分確保

されているか 

・ 各機関（児童相談所、教育相談センター等）の事業は適切に執行されているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 各相談事業について、相談を必要とする都民に対して、その存在が周知されるよう努

力していることが認められたが、新たな相談事業である、ひきこもり相談については、

相談経路を把握し、より効果的な周知を行うことにより、相談ニーズの掘り起こしが

期待できる。 

・ 児童相談所や教育相談センターなどの各相談機関は、相談内容がますます複雑・困難

になっている中で、児童相談所を中心として情報の共有化、協力体制の構築が進んで

おり、児童虐待、非行などそれぞれのケースに応じた連携が行われている。 

・ 各相談機関で、必要な相談員人数の確保に向けた取り組み、研修、マニュアルの充実

を図っていることが認められた。なお、児童福祉司、主任児童委員数については、配

置状況や制度上の課題があると思われる。 

 

（ア）ひきこもり等相談事業（青少年・治安対策本部） 

青少年・治安対策本部（以下「本部」という。）は、ひきこもり状態にある若者及び家族

等関係者に対し、インターネットによるメール相談等を行うことにより、社会へのつなが

りを取り戻し、ひきこもりからの脱却を図る「ひきこもりサポートネット」の運営及び調

査研究を、平成１６年１１月から実施している。また、平成１９年７月より電話相談、平

成２０年１０月より携帯電話によるメール相談を開始している。相談実績は表３のとおり

である。 

ひきこもりサポートネットのメール相談は、匿名で相談できること、２４時間受け付け

ていることから、表４に示すとおり、相談者としては本人からの相談割合が最も高くなっ

ており、ひきこもり状態にある本人にとって相談しやすい手段となっている。 

一方で、都内のひきこもりの若者は約２万５千人と推計されているなど（ひきこもりの
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実態等に関する調査（平成１９年度若年者自立支援調査研究）青少年・治安対策本部）、依

然として多くの若者が、ひきこもり状態から脱却する機会がつかめずにいることが推定さ

れる。 

より多くのひきこもり状態の若者に相談事業の存在を幅広く周知し、ひきこもり状態か

らの脱却を支援するため、どのような経路で、この相談事業を知ったかを把握することに

より、より効果的な周知のあり方を検討することができる。 

本部は、現在、相談経路を把握できるようシステムの改修を行っているが、今後も、相

談経路の把握の続行・拡充を図り、効果的な周知方法の検討を行うことにより、相談ニー

ズの一層の掘り起こしを図ることが望まれる。 

 

（表３）相談実績                        （単位：人、件） 

区 分 年度（平成） 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度
新規登録者 ２４２ ４７１ ３１７ ３７６ ２００

メール相談 
延べ相談件数 ５８２ １，６３７ １，３５２ １，４６３ ６７４

新規登録者 ― ― ― ７７３ ４５２
電話相談 

延べ相談件数 ― ― ― １，１９０ １，２５５

新規登録者 ２４２ ４７１ ３１７ １，１４９ ６５２
合 計 

延べ相談件数 ５８２ １，６３７ １，３５２ ２，６５３ １，９２９

 （注）メール相談は平成１６年１１月から、電話相談は平成１９年７月から開始。 
    平成２０年度は４～９月の実績である。 

 

（表４）相談者の属性（平成１９年度）              （単位：件、％） 

区 分 本人 両親 兄弟姉妹 配偶者 その他 計 
２３０ ６４ ５４ ５ ２３ ３７６

メール相談 
61.1% 17.0% 14.4% 1.4% 6.1% 100%
３４３ ３１０ ３７ ３ ８０ ７７３

電話相談 
44.4% 40.1% 4.8% 0.4% 10.3% 100%

 （注）電話相談は平成１９年７月からの実績である。 

 

（イ）児童相談所における相談（福祉保健局） 

児童相談所は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づき、児童の基本的権利

を具体的に保障することを目的として設置されており、都は、児童相談センターをはじめ

１１か所の児童相談所を設置している。 

また、児童相談所において、相談業務を主に担当している児童福祉司及び児童心理司の

配置状況は表５のとおりである 

児童福祉司の配置基準は、「法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口

おおむね５万から８万までを標準として定める」（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７

４号）第２条）とされている。児童福祉司の管轄人口を都道府県別に見ると表６のとおり

であり、都は、定数増を図っているにもかかわらず、児童福祉司１人あたりの管轄人口が

富山県に次いで多い状態となっている。 
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近年、児童虐待など、複雑なケースが増加しており、それに対応するため、児童福祉司

の定数をここ数年増やし、平成１４年度の１０６人から平成２０年度には１５９人となっ

ているが、配置基準、相談件数等からみて、十分とはいえず、専門性を確保しつつ増員し

ていくことが、今後の課題である。 

 

 （表５）児童相談所における児童福祉司及び児童心理司の配置状況 

（平成２０年４月１日現在）              （単位：人） 

 児童相談所 児童福祉司 
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 

児童心理司 

センター ２３ ３ １３

墨  田 １７ １ ５

品  川 １５ １ ５

世 田 谷 １１ １ ４

杉    並 １３ １ ４

北 １３ １ ４

足    立 １６ １ ５

八 王 子 １５ １ ４

立    川 １２ １ ４

小    平 １５ １ ４

多    摩 ９ １ ４

合  計 １５９ １３ ５６

 （注）スーパーバイザーとは、児童福祉司その他相談担当職員に対し、専門的 
    見地から職務遂行に必要な技術について教育・訓練・指導を行なう者で、 
    ここでは児童福祉係長を計上している。 

 

 （表６）児童福祉司の管轄人口（平成２０年度）        （単位：人） 

福祉司１人当たりの人口が少ない府県 福祉司１人当たりの人口が多い都県
鳥取県 ３１，９４８ 富山県 ７９，４０９

青森県 ３２，６５１ 東京都 ７３，５４７

京都府 ３４，４９６ 佐賀県 ７２，１９７

沖縄県 ３７，８２２ 茨城県 ６９，１９０

大阪府 ４１，８５５ 三重県 ６９，１４７

 （注）人口（平成１７年１０月１日現在人口統計）を児童福祉司の配置数（平成２０ 
    年４月１日現在）で除して算出している。 

 

① 相談、支援業務 

児童相談センターは、地域児童相談所としての業務のほかに、中央児童相談所として

地域児童相談所に対する連絡調整、情報提供等を行っている。 

全児童相談所の相談受理件数は表７のとおりである。 
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（表７）相談の種類及び受理状況                    （単位：件） 

相談区分 内  容 17 年度 18 年度 19 年度

被虐待相談 虐待に関する相談 
3,221 

(11.5%) 
3,288 

(11.0%) 
3,216

(13.1%)養
育
相
談 

その他 
養護相談 

養育困難（保護者の家出、失踪、死
亡、離婚等）、養育家庭に関する相
談 

3,440 
(12.3%) 

3,322 
(11.2%) 

2,801
(11.4%)

保 健 相 談 
一般的健康管理に関する相談（乳
児、虚弱児、児童の疾患等） 

1,534 
(5.5%) 

1,425 
(4.8%) 

1,328
(5.4%)

障 害 相 談 
身体障害、知的障害、発達障害に関
する相談 

6,128 
(21.9%) 

8,847 
(29.7%) 

6,193
(25.2%)

非 行 相 談 ぐ犯等相談、触法行為等相談 
1,530 
(5.4%) 

1,623 
(5.4%) 

1,633
(6.7%)

育 成 相 談 
不登校、性格行動、育児・しつけ、
ことばの遅れ等に関する相談 

6,807 
(24.3%) 

6,965 
(23.4%) 

5,684
(23.2%)

その他相談 
措置変更、在所期間延長に関する相
談等 

5,355 
(19.1%) 

4,307 
(14.4%) 

3,682
(15.0%)

合  計 28,015 29,777 24,537

 

児童相談所は、児童に関わる相談の中心的役割を果たす機関であり、各教育・医療・ 

警察などの相談機関との連携の核となること、区市町村の子ども家庭支援センターなど

への支援をすることなどが役割として求められている。 

 児童虐待対策については、子ども家庭支援センター、学校、警察、保健所等地域の関

係機関との各種連絡会議等により円滑な連携・協力体制を構築している。 

また、平成１６年の児童福祉法改正で、児童虐待の通告先として新たに区市町村が加

えられたこと等を踏まえ、子ども家庭支援センター等との連携体制の整理、安全確認や

虐待事例の進行管理についての基本ルールを定めた「東京ルール」を、平成１９年度に

策定している。 

また、平成１８年度より各児童相談所に関係機関とのネットワークづくりの支援、子

ども家庭支援センターの支援等を行う地域支援班を設置している。 

地域支援班は、管轄地域内の区市町村の子ども家庭支援センターとの連絡会や個別ケ

ースに対する支援のほか、福祉事務所、所管警察、児童養護施設等との定期的な協議会

の開催などにより、連携体制の整備や事例検討会を行っている。 

 

      ② 一時保護 

児童福祉法第３３条により、知事又は児童相談所長は、必要と認める場合には児童を

児童相談所に一時保護し、又は一時保護を委託することができると規定している。 

現在、都における一時保護所の定員は、１４４名であり、保護人員等は、表８のとお

りである。また、一時保護所への新規入所児の状況を見ると、表９のとおりである。 

平均保護期間が１か月を超え長期化しており、平成１９年度の入所率は１００％を超

えている。このため、局では緊急対応として、平成１９年度から平成２０年度にかけて、
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一時保護の受入枠を４０名増やしている。 

一時保護所における保護期間は原則として、保護した日から２か月を超えてはならな

いとされているが、児童養護施設等への措置が決まっていながら、施設の空きがないた

めに、一時保護所において保護期間が２か月を超過している事例が認められた。 

一時保護期間中は、通学できないことから、一時保護所においては、学力を維持する

ために学習指導を行っているが、一時保護期間が２か月を超えるなど長期化している児

童に対しては、個々の児童の学力に見合った適切な学習指導を行うための学習指導体制

を整備することが望まれる。 

 

（表８）一時保護所における保護人員等             （単位：人、日、％） 

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
年間延べ保護人員 ４６，８９０ ５２，３２３ ５７，１６４

平均保護日数 ３１．２ ３５．５ ３９．０

入所率 ９９．１ ９９．４ １０７．２

 

（表９）一時保護所における新規入所状況              （単位：件、％） 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度      区分 
入所理由 件数 比率 件数 比率 件数 比率 
養育・被虐待 ５５１ ３５．４ ５７８ ３９．０ ５９１ ３８．４

養育・その他 ５５５ ３５．７ ４６８ ３１．６ ４２６ ２８．７

非行 ２９３ １８．９ ３１３ ２１．１ ３７４ ２５．４

その他 １５５ １０．０ １２３ ８．３ １１４ ７．５

合 計 １，５５４ １００．０ １，４８２ １００．０ １，５０５ １００．０

 

③ メンタルフレンド派遣事業（ふれあい心の友派遣事業） 

メンタルフレンド派遣事業は、不登校等さまざまな社会的不適応を示し、家に閉じこ

もりがちな児童に対し、遊び、スポーツ、料理作り等の活動を共にする兄又は姉の世代

に相当するボランティアの青年を派遣し、児童・保護者とのふれあいの中で児童の自主

性、社会性等の伸張を援助するものである。 

メンタルフレンドは東京都児童相談センターが集中的に募集及び登録を行い、各児童

相談所が、メンタルフレンドの派遣を必要と判断した場合に、心理担当職員の指導・援

助のもとで活動している。 

メンタルフレンドの登録及び派遣実績は、表１０のとおりであり、登録者数が、平成

１８年度から減少している。 

局では、登録者の拡大に向け努力しているが、募集対象大学を心理学科及び心理学科

に近い学部・学科を設置している大学に限定せず、幅広く行うことが望まれる。 
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       （表１０）メンタルフレンド登録・派遣実績             （単位：人） 

登録者数      区分 
年度  新規 更新 

派遣実人数 対象児童数

平成１５年度 ２３４ １２２ １１２ １４３ １７１

平成１６年度 ２０９ ９２ １１７ １２７ １４９

平成１７年度 ２６０ １１２ １４８ １１５ １４１

平成１８年度 １５５ ７９ ７６ １０２ １２４

平成１９年度 １２５ ５２ ７３ ８８ １０６

 

（ウ）思春期の精神保健福祉相談（福祉保健局） 

   中部総合精神保健福祉センター及び多摩総合精神保健福祉センターでは、思春期・青年

期の精神保健福祉相談及び通所訓練事業を実施している。 

事業の周知に当たっては、ホームページやチラシ等を作成しているほか、保健所に対す

る情報提供を行う等、着実にその周知を図っていることが認められた。 

平成１９年度における精神保健福祉相談及び通所訓練の実績は、表１１のとおりである。 

 

（表１１）総合精神保健福祉センターにおける事業実績（平成１９年度） 

精神保健福祉相談 
グループワーク 

（回数、延べ人数） 

        区分 
 
 
 
センター名 

相談 
（延べ件数） 本人 

グループ 
家族講座等 

通所訓練 
（延べ人数）
（注） 

中部総合精神 
保健福祉センター 

６６２件
１０回

７０人

１８回 

７２人 

８，７９２人

（６，６８７人）

多摩総合精神 
保健福祉センター 

１，２７１件
４３回

３３３人

１１回 

１５３人 
４，６４２人

  （注）かっこ内は、統合失調症やうつ病の方が一般就労を目指すコース等の実績である。
これらのコースは対象年齢が５０歳未満となっているが、２０歳代、３０歳代の利
用者が中心であるため、通所訓練の実績に含めた。 

 

（エ）教育相談（教育庁） 

教育相談センターでは、幼児から高校生相当年齢の子どもの、いじめ等の問題行動や、

学校生活での悩み、高校進学や進路に関する相談を、児童・生徒、保護者等の都民及び教

職員から電話、来所、メールにより受け付けている。 

      センターの相談職員数は、統括指導主事１名、指導主事２名、心理技術６名、教育相談

員（非常勤）６人、教育電話相談員（非常勤）３名、嘱託員２７名である。 

      新たに相談員となった職員への研修はきめ細かく行われている。また、電話相談につい

ての対応マニュアル「電話相談 Q&A」を整備し、センターにおいて対応が困難な相談につ

いては、「関係機関 照会先リスト」を整備し、統合失調症等の精神疾患、人格障害等につ

いては都立精神保健福祉センター、就職については東京しごとセンターやハローワーク、

児童虐待等の問題については児童相談所を、犯罪等の相談は警視庁のヤング・テレホン・

コーナーを紹介するなどしている。 
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      相談実績は、表１２のとおりであり、また、相談内容の実績は表１３のとおりである。 

また、平成１９年２月からは、いじめ問題に悩む児童・生徒やその保護者から２４時間、

電話相談を受けられるよう「いじめ相談ホットライン」が開設され、平成１９年度は、年

間６８６回の相談を受け付けている。 

 

（表１２）都民からの相談実績                  （単位：回） 

区 分 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
電 話 １６，３６３ １９，０９０ ２４，５７３

来 所 ５，５１４ ５，６３９ ６，７７７

メール ２６３ ３９０ ３６９

合 計 ２２，１４０ ２５，１１９ ３１，７１９

（注）来所相談では、相談者ごとに継続的な相談を実施しているため、相談案件ごと 
   に１件とするとともに、それぞれの案件ごとに来所相談を実施した回数を計上 
   している。表１２の来所は延べ回数を、表１３の来所は案件数を示す。 

 

（表１３）相談方法別相談内容（平成１９年度）      （単位：回、件、％） 

電 話 来 所 メール      区分 
内容 回数 構成比 件数 構成比 回数 構成比
性格・行動 5,758 23.4 433 21.7 64 17.3
不登校 818 3.3 312 15.6 14 3.8
いじめ 1,996 8.1 16 0.8 32 8.7 
その他 2,944 12.0 105 5.3 18 4.9

精神症状 236 1.0 15 0.8 2 0.5
心身障害 219 0.9 71 3.6 6 1.6
学校生活 1,969 8.0 18 0.9 155 42.0
学校選択・進路 6,918 28.2 1,397 70.0 69 18.7
都立高校入学 124 0.5 114 5.7 7 1.9
都立高校転編入 1,897 7.7 187 9.4 4 1.1
高校問合せ 4,236 17.2 665 33.3 2 0.5

 
 
その他 661 2.7 431 21.6 56 15.2

家庭生活 3,548 14.4 61 3.1 38 10.3
その他 5,925 24.1 0 0.0 35 9.5

合 計 24,573 100.0 1,995 100.0 369 100.0

 

（オ）少年相談（警視庁） 

恐喝や性的犯罪等の被害に関する相談、自分の悩みや困りごとなどを持つ少年や、子ど

もの非行問題で悩む保護者等からの相談に応じるため、各少年センターによる面接相談、

ヤング・テレホン・コーナーによる電話相談を実施している。 

相談事業においては、関係機関との連携が重要であるため、学校、児童相談所等の関係

機関との連絡会議を開催し、情報交換等を行っている。 

また、少年相談、ヤング・テレホン・コーナーを広く知ってもらうために、非行防止教

室等でのカード、リーフレットの配布や少年雑誌への広告掲載等を行っている。 
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① 少年相談 

  警視庁では、８箇所の少年センター及び各警察署少年係で、相談を受け付けており、

少年センターには、専門の相談員（心理職）を配置している。 

  少年相談の実績は、表１４及び表１５のとおりであり、相談者は保護者等がほぼ９割

を占め、相談内容は、非行問題、家庭問題が過半を占めている。 

この他、各少年センターでは、少年センターが遠い地域等に対し、区役所等における

出張相談を実施しており、平成１９年は、７箇所において月１～４回実施し、相談件数

は４００件である。 

 

（表１４）相談受理件数及び相談者の推移           （単位：件、％） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年     年次 
相談者 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
少年本人 185 11.7 158 9.3 169 10.1
保護者等 1,398 88.3 1,539 90.7 1,507 89.9

合 計 1,583 100.0 1,697 100.0 1,676 100.0

 

（表１５）少年相談の相談内容の推移             （単位：件、％） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年     年次 
内容 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
非行問題 556 35.1 563 33.2 516 30.8
学校問題 115 7.3 149 8.8 117 7.0
家庭問題 332 21.0 345 20.3 352 21.0
交友問題 46 2.9 60 3.5 96 5.7
健康問題 44 2.8 37 2.2 30 1.8
被害関係 297 18.8 360 21.2 279 16.6
そ の 他 193 12.2 183 10.8 286 17.1

合 計 1,583 100.0 1,697 100.0 1,676 100.0

 

② ヤング・テレホン・コーナー 

ヤング・テレホン・コーナーは、十代の少年がいつでも相談できるよう、年末年始を

除く毎日、専門の相談員（心理職）や少年問題に経験の深い警察官が相談に応じている。 

また、保護者や学校関係者などの相談も受け付けている。 

相談受理件数は、表１６のとおりであり、平成１９年における少年からの相談は１，

４８６件で全体の２５．９％と約４分の１を占め、その内訳は、小学生が１６２件、中

学生が４３５件、高校生が６３８件、その他２５１件であった。 

相談内容は、表１７のとおり、精神保健関係や発達障害等の健康問題が最も多い相談

となっている。 
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（表１６）ヤング・テレホン・コーナーの相談受理件数及び相談者の推移（単位：件、％） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年     年次 
相談者 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
少年本人 2,550 47.0 1,978 36.5 1,486 25.9
保護者等 1,285 23.7 1,342 24.8 2,028 35.3
成人本人 1,595 29.4 2,097 38.7 2,229 38.8

合 計 5,430 100.0 5,417 100.0 5,743 100.0

 

（表１７）ヤング・テレホン・コーナーの相談内容の推移     （単位：件、％） 

平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 年次 
内容 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
非行問題 385 7.1 334 6.2 588 10.2
学校問題 281 5.2 242 4.5 348 6.1
家庭問題 497 9.2 494 9.1 707 12.3
交友問題 562 10.3 472 8.7 380 6.6
健康問題 1,830 33.7 2,327 43.0 2,235 38.9
被害関係 565 10.4 488 9.0 570 9.9
そ の 他 1,310 24.1 1,060 19.6 915 15.9

合 計 5,430 100.0 5,417 100.0 5,743 100.0

 

（カ）民生委員・児童委員活動（福祉保健局） 

民生委員・児童委員は、区市町村それぞれの担当区域における生活保護、児童・高齢者・

障害者福祉等の事項について、把握・相談・助言その他援助等を行う。 

主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から指名されるが、児童福祉に関する事項を

専門的に担当し、児童福祉関係機関と民生委員・児童委員との連絡調整と援助・協力を行

う。 

民生委員・児童委員と主任児童委員の定数は、表１８のとおりである。民生委員・児童

委員は、民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に基づき、区域ごとに民生委員協議会

を組織すると定められており、主任児童委員の定数は、「民生委員・児童委員の定数基準に

ついて」（平成１３年６月２９日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援

護局長通知）により、民生委員協議会ごとに２～３人を配置するとされている。 

児童虐待等の増加に伴い、児童相談所と緊密に連携した対応を求められるなど、主任児

童委員の業務が増大している。しかし、表１９のとおり、主任児童委員１人当たりの児童

人口は、区市町村によって大きな差が生じていることから、主任児童委員の配置のあり方

が課題となっている。 

 

  （表１８）民生委員・児童委員と主任児童委員の定数    （単位：人） 

区 分 定 数 
民生委員・児童委員 ９，６６６ 
主 任 児 童 委 員 ７９５ 

合 計 １０，４６１ 

  （注）平成１９年１２月１日現在の数値である。 
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（表１９）児童人口と主任児童委員定数                   （単位：人） 

区市町村 
児童人口 
（Ａ） 

主任 
（Ｂ） 

(Ａ)/(Ｂ) 区市町村 
児童人口 
（Ａ） 

主任 
（Ｂ） 

(Ａ)/(Ｂ)

千代田区 5,797 4 1,449 あきる野市 14,007 6 2,335
中央区 12,202 6 2,034 羽村市 9,969 3 3,323
港区 22,087 10 2,209 小金井市 16,308 6 2,718
新宿区 28,485 17 1,676 小平市 29,242 12 2,437
文京区 22,627 9 2,514 東村山市 23,554 6 3,926
台東区 18,487 22 840 国分寺市 17,090 4 4,273
渋谷区 19,709 14 1,408 西東京市 29,670 10 2,967
豊島区 24,533 15 1,636 東大和市 13,787 4 3,447

練馬区 105,169 40 2,629 清瀬市 11,671 4 2,918
北区 36,663 20 1,833 東久留米市 18,640 6 3,107
荒川区 23,381 13 1,799 武蔵村山市 12,466 4 3,117
板橋区 69,584 34 2,047 府中市 39,219 12 3,268
足立区 97,136 50 1,943 調布市 30,550 12 2,546
葛飾区 64,426 38 1,695 多摩市 20,904 8 2,613
墨田区 29,601 14 2,114 稲城市 14,595 4 3,649
江東区 57,556 18 3,198 八王子市 87,299 32 2,728
江戸川区 112,009 30 3,734 日野市 27,037 10 2,704
品川区 39,373 26 1,514 町田市 67,156 18 3,731
目黒区 29,883 20 1,494 瑞穂町 6,177 2 3,089
大田区 90,064 39 2,309 日の出町 2,115 2 1,058
世田谷区 106,402 54 1,970 檜原村 306 1 306
中野区 31,290 28 1,118 奥多摩町 655 2 328
杉並区 59,402 28 2,122 大島町 1,344 2 672
武蔵野市 17,210 6 2,868 利島村 33 0 0
三鷹市 24,634 7 3,519 新島村 446 1 446
狛江市 10,261 4 2,565 神津島村 379 1 379
立川市 26,910 12 2,243 三宅村 245 2 123
青梅市 23,813 12 1,984 御蔵島村 42 0 0
昭島市 17,879 6 2,980 八丈町 1,334 2 667
国立市 11,289 4 2,822 青ヶ島村 41 0 0
福生市 9,562 4 2,391 小笠原村 457 1 457

        (注) 主任：主任児童委員定数（平成１９年４月１日現在） 
        児童人口：平成１９年１月１日現在 
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イ 家庭教育の補完・支援 

（着眼点） 

家庭を支援するため、区市町村が行っている子ども家庭支援センターなどの事業や、幼児

期の生活習慣確立に向けた事業について 

・ 区市町村への支援・指導が適切に行われているか 

・ 関連した事業について、各局の連携は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 都が補助し、区市町村が実施している子ども家庭支援センター及び学童クラブ事業に

ついて、各区市町村における取り組みに差があることから、引き続きサービス水準の

向上に向けて働きかけていくことが必要である。 

 

（ア）子ども家庭支援センター事業（福祉保健局） 

子ども家庭支援センター（以下「支援センター」という。）は、区市町村において、福祉、

保健・医療、教育等の各分野の関係機関と連携しながら、子どもと家庭に関する総合相談、

子ども家庭在宅サービス等の提供・調整等を行っている。支援センターは、機能や自治体

の規模に応じて、虐待の未然防止、早期発見のための事業を行う先駆型のほか、従来型、

小規模型の３種類がある。 

局は、支援センターの設置を図るため、補助や支援を行っている。また、支援センター

職員の専門性向上のため、相談技法や虐待対応等の研修を実施している。 

さらに、地域における子育て支援の中核機能として支援センターに求められる役割につ

いて、ガイドラインを作成して業務の標準化を図っている。 

平成１６年の児童福祉法の改正により、児童相談に応じることが区市町村の業務として

法律上明確となった（第１０条第１項）ことから、地域の身近な相談機関としての支援セ

ンターの役割は重要度を増している。特に、先駆型への移行を市に働きかけ、地域におけ

る児童相談体制の強化を図っていくことが求められている。 

 

（イ）学童クラブ事業（福祉保健局） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、都内小学校に就学しているおおむね１０歳未

満の児童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与えることにより児童の健全な育成を

図ることを目的として、区市町村は学童クラブ事業を行っている。 

学童クラブは、平成２０年４月１日現在、２２区２６市４町１村の１，４８６箇所に設

置され、登録児童数は約８万２千人である。 

都は、学童クラブ事業を推進するため、補助・支援を行っている。 

局では、「学童クラブ事業ガイドライン」（以下「都のガイドライン」という。）を、平成
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１８年７月に策定しているが、これは、望ましいサービス水準（子どもの健全育成への支

援（心身の健康状態の把握、プライバシー保護への配慮等）、学童クラブに対する利用者の

意向の把握、家庭や学校への支援（家庭、学校との情報交換、虐待発見時の連絡体制の整

備等）、職員の能力向上（研修等）、マニュアルの整備によるサービスの標準化等）を示し、

学童クラブの運営・管理者や職員によるチェックを通して、取り組み状況を自己点検する

ことによる利用者へのサービス向上を目的としている。 

しかしながら、都のガイドラインを活用したサービス水準のチェックの実施状況は、平

成２０年５月現在、１６区市町にとどまっている。 

各区市町村が設置運営している学童クラブが自己点検に当たり、都のガイドラインの積

極的な活用を通してサービス水準の向上を図ることが、今後も望まれる。  

 

（ウ）家庭教育の振興 

  ① 子どもの生活習慣確立プロジェクト（教育庁） 

庁は、学校、企業、行政等が協働して、学齢前の子どもに対する基本的な生活リズム

の確立のための家庭の取り組みを支援する子どもの生活習慣確立プロジェクト（以下「プ

ロジェクト」という。）を実施している。 

プロジェクトは、表２０のとおり、学校、企業、行政機関等８０団体(平成２０年６月

現在)が参加する「子どもの生活習慣確立東京都協議会」（以下「協議会」という。）を設

置している。 

庁は、協議会メンバーの各機関と連携し、普及啓発として、各年度に定めたテーマに

沿った内容で、生活リズムチェックカレンダーやリーフレットの作成、子どもの生活習

慣確立フォーラムの開催等を行っている。 

また、プロジェクトを全都的な活動として展開するに当たり、東京都が一体となって

効果的かつ円滑な事業運営を行うために、庁のほか、本部、福祉保健局等、関係各局に

よる行政連絡会を設置している。 

 

（表２０）子どもの生活習慣確立東京都協議会メンバー 

会長：東京都教育長 
経済団体 経済同友会、東京商工会議所、東京経営者協会など 
医療・福祉関係団体 東京都医師会、東京都歯科医師会、東京都社会福祉協議会など 
学校関係団体 東京都公立小学校校長会、東京都私立幼稚園連合会など 
教育関係団体 東京都青少年委員会連合会、東京都体育協会など 
企業 ２８社 
NPO 等 NPO 法人キッズエクスプレス２１、日本生活協同組合連合会など
区市町村関係団体 特別区教育長会、特別区保健衛生主管部長会など 

都庁 
青少年・治安対策本部、生活文化スポーツ局、福祉保健局、 
産業労働局、病院経営本部、教育庁 
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② 幼児の健やかな育ちに係る関係者連絡会（青少年・治安対策本部） 

本部は、表２１のとおり、幼児期の子どもの健全育成に係る関係機関の連携推進、課

題への取組を目的とした幼児の健やかな育ちに係る関係者連絡会を設置している。 

幼児の健やかな育ちに係る課題に取り組むため、幼児の生活実態等に関する調査を行

っているほか、幼児の健やかな育ちフォーラムの開催、リーフレット作成等の普及啓発

を行っている。 

 

     （表２１）幼児の健やかな育ちに係る関係者連絡会メンバー 

区 分 メンバー 
有識者 大学教授 １名 

学校等 
東京都公立小学校長会、東京私立初等学校協会、東京都国公立幼
稚園長会、東京都私立幼稚園連合会、社会福祉法人東京都社会福
祉協議会保育部会、東京都認証保育所協会 

地 域 東京都民生児童委員連合会、特別区児童主管課長会 
都 庁 教育庁、福祉保健局、生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局、青少年・治安対策本部

 

 （２）地域に対する育成支援 

（着眼点） 

 都が設置している児童・青少年の活動支援拠点である東京都児童会館とユース・プラザに

ついて 

・ 施設の運営は効率的、効果的に実施されているか 

・ 都民への周知、関係施設との連携は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 児童会館、ユース・プラザとも施設利用者数は多く、実施内容も工夫され、効率的、

効果的に実施されていると認められる。 

・ 児童会館は、地区児童館への支援や情報提供、研修の場の提供など、適切にセンター

機能を果たしている。今後、建設中の「子ども家庭総合センター」（仮称）に機能移

転されることとなっているが、これまで児童会館が担ってきた役割の確実な継承が必

要である。 

    

   ア 東京都児童会館（福祉保健局） 

東京都児童会館（以下「児童会館」という。）は、児童厚生施設のセンター的役割を果たす

ものとして、昭和３９年３月に開設された都立の大型児童館であり、児童が安全に遊べるよ

うに種々の設備を備えた遊びの場である「ひろば」の提供及び児童の健全育成関連の公演・

行事のためのホールの貸出、地域児童館活動への援助としての研修会を実施しているほか、

都内の公立児童厚生施設相互の連携と活動の充実を図るため、「東京都公立児童厚生施設連絡

協議会」を設置している。 
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平成１９年度におけるひろばの活動実績及びホールの利用実績は、表２２及び表２３のと

おりである。 

 

  （表２２）ひろばの活動実績（平成１９年度）           （単位：回、人） 

区 分 主な内容 回数 参加人数 
運動のひろば インラインスケート、一輪車 ２０ １６６

図書のひろば おはなし会、えほんの時間 ５２５ １１，５２９

造形のひろば えのぐあそび、七宝焼 １１ １７６

音楽のひろば ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、ﾘﾌﾚｯｼｭｴｱﾛﾋﾞｸｽ １００ ４，９８２

わくわくひろば 顕微鏡観察、ミニプラネタリウム １２ １２９

ひよこタイム 体操、手遊び、工作 ３２ １，１９１

のびのびひろば みんなであそぼう、おたのしみ会 ６８ １，９４１

木工作室 収納ボックス、いす等の工作 ３６ ２，３７１

合 計 ８０４ ２２，４８５

 

  （表２３）ホールの利用実績（平成１９年度）           （単位：回、人） 

区 分 主な内容 回数 入場者数 
主催公演 日曜こども劇場、夏休み演劇フェスティバル ８９ ３９，１８４

他催公演 音楽・ミュージカル、バレエ・舞踏、公演研修 ５２ １９，６２８

合 計 １４１ ５８，８１２

   

  児童会館は、「子ども家庭総合センター」（仮称）に機能移転されることが決定されている。 

今後、子どもの健全な育成を図るため、これまで児童会館が担ってきた、地区児童館への      

支援や情報提供、児童館活動の研修の場、子どもの創意工夫を引き出す遊びの提供などの役

割を確実に継承することが望まれる。 

 

   イ ユース・プラザ（教育庁） 

青少年の自立と社会性の発達を支援するため、青少年に様々な体験活動等の機会と場を提

供することを主な目的として、ＰＦＩ手法（注）により、ユース・プラザが整備された。 

ユース・プラザは、区部に東京スポーツ文化館、多摩地域に高尾の森わくわくビレッジが

設置されている。ユース・プラザでは、施設提供のほか、青少年の自立と社会性の発達の支

援のための先導的・広域的な講座や体験活動等を行う社会教育事業、青少年の文化・スポー

ツを中心とした活動に関する相談対応や来館者の交流及び情報交換の機会と場を提供するユ

ース・スクエアの運営等を行っている。 

施設は、民間の能力を活用したＰＦＩ手法により運営されており、施設の運営に関する広

報活動等について見ると、新聞折込みのチラシや、区への広報、インターネットのホームペ

ージによる施設の紹介や旅行業者と契約し、宿泊施設利用者の増加に向けた取り組み、パン

フレットによる施設紹介、鉄道広告媒体の利用、ホームページやグループメディアによるＰ

Ｒ等を行っているほか、指定代理店が直接大学等に営業に出向き団体予約の受注を得るなど、

一定の成果を上げている。 
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施設利用者数、宿泊者数は、毎年ほぼ計画数値を上回っている。 

事業内容は、企画、準備及び実施について、民間事業者のノウハウを活用し、新しいプロ

グラムの講座等が開催されており、ＰＦＩ手法により実施しているユース・プラザの運営等

は、順調であると評価できる。今後とも、都民に低廉かつ良好なサービスを提供するととも

に、社会教育事業としての公共性を確保していくことが望まれる。 

 

   （注）ＰＦＩとは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金やノウハウを活用す 

ることにより、公共サービスの提供を行う事業手法をいう。 

 

   （ア）東京スポーツ文化館 

東京スポーツ文化館の施設の利用実績等は表２４及び表２５のとおりである。また、ユ

ース・スクエア事業では、スポーツ及びボランティア等に関する情報提供及び相談対応、

定期情報誌「ぶんぶん」の発行（４回）、利用者団体によるワークショップ等の場の提供（１

２回）、ニュースポーツやペーパークラフト等の活動支援プログラムの提供（１４種類）等

の事業を行っている。 

 

   （表２４）施設利用実績                     （単位：人） 

区 分 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
施設利用者 ５８８，７７２ ６０４，５４２ ５９１，４４８

宿 泊 者 数 ３６，７３３ ４１，１７８ ４５，６２１

合 計 ６２５，５０５ ６４５，７２０ ６３７，０６９

 

   （表２５）社会教育事業参加者数（平成１９年度）         （単位：人） 

事業名 参加者数 
チャレンジ・アシスト・プログラム ９７

親子体験ＩＮ夢の島 ２９４

映画はスポーツだ！中学生の映画塾 ３４７

大江戸探検倶楽部 １３０

多国籍プチフェスタ ５９３

若者スキルアップ講座 １３２

みんなで楽しむスポーツ祭 １９５

合 計 １，７８８

 

（イ）高尾の森わくわくビレッジ 

高尾の森わくわくビレッジの利用実績は表２６及び表２７のとおりである。また、ユー

ス・スクエア事業では、相談業務、活動情報の提供、利用者団体による展示会（７回）、音

楽団体等によるコンサート（７回）、利用者団体同士の交流のサポート等を行っている。 
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   （表２６）施設利用実績                     （単位：人） 

区 分 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
施設利用者 １９３，１８３ ２３３，６８２ ２４７，５４９

宿 泊 者 数 ２７，３１１ ３０，４１８ ３３，３０８

合 計 ２２０，４９４ ２６４，１００ ２８０，８５７

    

   （表２７）社会教育事業参加者数（平成１９年度）         （単位：人） 

事業名 参加者数 
わくわくアートコンテスト ５７４

わくわくの森キャンプ  ３１

イングリッシュ キャンプ  ３０

リーダースキルアップ講座（５回実施） １２６

小学生のためのハローワーク  ４０

子育て支援プログラム１「おやじと子のキャンプ」  ３３

子育て支援プログラム２ ひとり親家庭のための１泊２日
「わくわくオータムスクール」 

 ３３

合 計 ８６７

 

 （３）学校における育成支援 

   ア スクールカウンセラー等、学校内における教育相談（教育庁） 

（着眼点） 

スクールカウンセラー等学校内の相談事業について 

・ 事業が適切に実施され、不登校の減少など具体的な効果を上げているか 

・ 他の関係機関との連携は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 不登校などは明確に減少傾向にあるとはいえないが、スクールカウンセラーによる相

談のほか、アドバイザリースタッフの派遣などの支援を行っていること、教職員の相

談技量を向上させる研修を行うなど、努力していることが認められた。 

・ スクールカウンセラーの相談においては、校長・担任との連携はもとより、児童相談

所や教育相談センター、医療機関との連携を行っている。なお、大学生アドバイザリ

ースタッフの増加に向け、大学等への周知をより一層行うことが望まれる。 

 

   （ア）スクールカウンセラー 

いじめや不登校等の未然防止や解消を図ることを目的として、臨床心理士、精神科医等、

専門的知識と経験を有する者をスクールカウンセラーとして、週１回８時間、公立中学校

については全校、都立高等学校については必要に応じ６０校を選定し配置している。 

配置校では、児童・生徒、その保護者の相談のほか、教職員からの相談や、校内の教育

相談体制の構築のための研修講師や助言を行っていることが認められた。 

また、本人や保護者の了承のもと、必要に応じて都教育相談センター、児童相談所、専
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門の医療機関等の他機関を紹介するなどの連携を行っている。 

配置実績及び相談実績は表２８のとおりである。 

 

 （表２８）スクールカウンセラーの配置及び相談実績         （単位：校、件） 

年 度 校 種 配置校数 相談件数 
一校当たり 

相談件数 

一勤務日・

一校当たり

相談件数 

中 学 校 ６４３ ２６１，０９１ ４０６．１ １１．６
平成１７年度 

高等学校 ５１ １９，１５６ ３７５．６ １０．７

中 学 校 ６４１ ２５８，１２１ ４０２．７ １１．５
平成１８年度 

高等学校 ６０ １９，２８３ ３２１．４ ９．２

中 学 校 ６３９ ２５１，９２５ ３９４．２ １１．３
平成１９年度 

高等学校 ６０ ２１，０９９ ３５１．７ １０．０

（注）高等学校に対するスクールカウンセラーの配置は、総合高校等の新しいタイプの高校、チ
ャレンジスクール、エンカレッジスクール、中途退学者の多い高校等のうちから選定して
いる。 

 

（イ）アドバイザリースタッフ派遣事業 

アドバイザリースタッフとは、いじめ、不登校、集団不適応である児童・生徒の問題解

決のため、家庭、学校（スクールカウンセラー未配置校を対象とする。）及び教育相談機関

その他教育関係機関からの要請に基づき派遣される、教育相談等に従事する臨床心理士、

精神科医等の専門家アドバイザリースタッフ及び教育相談、臨床心理等を専攻する学生ア

ドバイザリースタッフをいう。 

      平成２０年度における登録者数は、専門家アドバイザリースタッフが７６名、学生アド

バイザリースタッフは７１名で、平成１９年度における派遣実績は表２９のとおりである。 

学生アドバイザリースタッフについては、より多くの登録者を必要とすることから、庁

は、大学等への周知をより一層徹底することにより、広くアドバイザリースタッフの募集

を行うことが望まれる。 

 

（表２９）アドバイザリースタッフ派遣実績（平成１９年度）       （単位：回） 

区分 小学校 中学校 
高等 
学校 

特別支
援学校

教育委
員会等

教育相
談ｾﾝﾀｰ 

家庭 合計 

専門家 ９ １０ ２６４ ２５ ６ － － ３１４

学  生 ３３４ １７ ０ ２９ － ８６ １３７ ６０３

 

（ウ）学校教育相談研修 

東京都教職員研修センターでは、公立学校教職員を対象に、教職員が教育相談を行うた

めに必要な知識・技能を向上させ、学校における教育相談体制の中核となる人材を育成す

るためにキャリアアップ研修を実施している。 

平成１９年度は、２，７０９人の受講者があった。 



 - 92 -

イ 中途退学者対策 

（着眼点） 

中途退学をさせないための取組や、中途退学者への支援を行う取組について 

・ 新しいタイプの高校の創設が効果を上げているか 

・ 中途退学者への支援において、関係各局、各機関の連携が適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 都立高校改革推進計画により、主に中途退学を減らす目的で計画されたエンカレッジ

スクールやチャレンジスクールといった新しいタイプの高校は、計画に沿って順次開

校し、きめ細やかな学習指導により、中途退学者防止に一定の成果を上げている。こ

れらの学校への入学応募倍率は高い。 

・ 中途退学者の進路支援を行う事業については、教育庁、青少年・治安対策本部におい

て取り組みを開始しているが、まだ、利用者数が少ないなどの課題があり、より一層

の周知と関係機関の連携が求められる。 

    

（ア）新しいタイプの高校づくり等（教育庁） 

         都立高校における中途退学者は、表３０のとおり、減少傾向にあるものの、毎年５，０

００人前後という状況にある。 

      その背景として、生徒の関心や進路の多様化があることから、都立高校改革推進計画で

新たなタイプの高校を創設するなど、中途退学の防止に向けた取り組みを行っている。 

    

   （表３０）都立高等学校における中途退学者数の状況         （単位：人、％） 

平成１８年度 平成１９年度 
項 目 

生徒数 中途退学者数 退学率 生徒数 中途退学者数 退学率

全日制 １１９，６０６ ２，８８８ ２．４ １１６，７８６ ２，５８６ ２．２

定時制 １３，２５７ ２，１６８ １６．４ １３，７０３ ２，１０８ １５．４

合 計 １３２，８６３ ５，０５６ － １３０，４８９ ４，６９４ －

 

① エンカレッジスクール 

  庁は、小学校、中学校において力を発揮しきれずにいた生徒が、社会生活を送るうえ

で必要な基礎的・基本的学力を身につけることを目的に、エンカレッジスクールを平成

１５年４月より順次設定しており、平成２０年３月現在、４校が指定されている。 

  エンカレッジスクールは、入学選考に当たっては、学力検査は行わず、調査書、面接、

小論文及び実技検査による選考を行っている。また、学習内容は、基礎学習を中心に体

験学習や選択授業を大幅に取り入れ、「３０分授業」、「２人担任制」及び「体験活動」等

を行い、中途退学の防止に努めるとともに、生徒自らが、その進路を明確にできる学校

を目指している。 
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  エンカレッジスクールは、表３１に見られるとおり、中途退学防止に効果があると考

えられ、応募倍率は表３２のとおり高く、生徒のニーズが高い状況となっている。 

 

  （表３１）エンカレッジスクールの退学者数の推移            （単位：人、％） 

校 名 区分 
平成 

１４年度
平成 

１５年度
平成 

１６年度
平成 

１７年度
平成 

１８年度 
平成 

１９年度
退学者数 ６６ ４６ ５０ ３８ ３４ ３２

足 立 東 
退学率 １３．０ ９．０ ９．２ ７．５ ６．４ ６．０

退学者数 ７０ ３６ ４１ ５６ ５９ ５１
秋 留 台 

退学率 １０．４ ５．３ ６．０ ８．２ ８．８ ７．６

退学者数 ３５ ３４ ６９ ６８ ６１ ２９
練馬工業 

退学率 ７．４ ７．７ １５．７ １６．８ １５．０ ７．０

退学者数 ３１ １１ ２７ ５５ ９７ ３９
蒲  田 

退学率 ４．５ １．６ ３．９ ８．１ １５．２ ７．０

  （注）網掛は、エンカレッジスクール指定後の退学者数である。 

 

（表３２）エンカレッジスクールの応募倍率の推移               （単位：倍） 

校 名 区 分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 
推  薦 ２．４８ ２．４９ ３．０４

一般前期 ２．９６ ２．５１ ２．１０足 立 東 
一般後期 １．４４ １．６８ １．７７

推  薦 ２．７５ ２．３３ ３．００

一般前期 ３．２２ １．８９ ２．４９秋 留 台 
一般後期 ２．８３ ２．８９ ２．７８

推  薦 １．８８ ２．０８ １．４７

一般前期 １．９６ １．５６ ２．００練馬工業 
一般後期 １．５０ １．８８ １．９０

推  薦 － ２．１２ ２．０５

一般前期 － １．６６ １．８８蒲  田 
一般後期 － １．８４ １．３１

 

② チャレンジスクール 

 チャレンジスクールは、小・中学校時代に不登校経験を持つ生徒や中途退学者を主な

対象に受け入れる、単位制・総合学科の昼夜間定時制独立校であり、平成１２年４月よ

り順次開校し、平成２０年３月現在、５校が設置されている。入学に当たっては、志願

申告書、面接及び作文による選考を行っている。授業内容等は、昼夜間開講の三部制と

し、少人数のきめ細かい指導を通じて、基礎的・基本的な学力の定着を図るとともに、

ボランティア活動等の体験学習を重視した教育を行っている。 

 チャレンジスクールは、表３３のとおり、中途退学防止に一定の効果があると考えら

れ、応募倍率は表３４のとおり、各校とも募集人数を大きく上回る状況となっている。 

 

 

 

 



 - 94 -

（表３３）チャレンジスクールの退学者数の推移             （単位：人、％） 

校 名 区 分 
平成 

１５年度 
平成 

１６年度
平成 

１７年度 
平成 

１８年度 
平成 

１９年度 
退学者数 ４０ ４１ ４７ ５８ ５６

桐 ヶ 丘 
退学率 ７．３ ６．９ ７．９ ９．７ ９．７

退学者数 ４４ ５３ ６２ ７７ ５２
世田谷泉 

退学率 ８．７ ８．９ ９．６ １１．９ ７．９

退学者数 － ２１ １８ ３３ ４０
大 江 戸 

退学率 － １４．４ ６．３ ７．７ ８．３

退学者数 － － ５ ２２ ４１
六 本 木 

退学率 － － ３．４ ７．４ ９．５

退学者数 － － － － １２
稔 ヶ 丘 

退学率 － － － － ５．９

  

（表３４）チャレンジスクールの応募倍率の推移               （単位：倍） 

校 名 区 分 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
前 期 ２．２７ ２．１６ ２．１３

後 期 ４．４８ ４．４５ ３．２４桐 ヶ 丘 
合 計 ２．５６ ２．４６ ２．３１

前 期 ２．５１ １．８１ ２．３９

後 期 ４．６７ ２．７７ ３．９７世 田 谷 泉 
合 計 ２．８６ １．９７ ２．６５

前 期 ２．７８ ２．２９ ２．５９

後 期 ４．６３ ４．０４ ４．２８大 江 戸 
合 計 ３．１０ ２．５９ ２．８６

前 期 ３．０５ ２．３６ ２．６０

後 期 ５．５６ ４．３２ ４．５４六 本 木 
合 計 ３．４６ ２．６８ ２．９２

前 期 － １．９２ １．５６

後 期 － ２．８６ ２．４０稔 ヶ 丘 
合 計 － ２．０９ １．６９

前 期 － ２．７０ ２．０２

後 期 － － －八王子拓真 
合 計 － ２．７０ ２．０２

前 期 ２．６４ ２．１４ ２．２０

後 期 ４．８３ ３．５６ ３．６１合 計 

合 計 ２．９９ ２．３５ ２．４１

（注）八王子拓真は定時制課程単位制高校だが、年次の一部にチャレンジ枠を有する。 

 

生徒の多様な希望に応え続けていくため、新しいタイプの高校における各校種ごとの志

願者数の推移を見極めつつ、今後も、社会状況や都民の都立高校に対するニーズ等を踏ま

えながら、高校改革のさらなる推進に努めることが望まれる。 
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（イ）リスタートプレイス等 

① 青少年リスタートプレイスの運営（教育庁） 

庁は、平成１７年度より教育相談センターにおいて、青少年リスタートプレイスを運

営し、高校を中途退学した生徒及び保護者を対象とした進路変更などに伴う情報提供や

相談を行うことにより学校復帰や就労を支援している。 

  相談は電話及び来所により受け付けており、実績は表３５のとおりである。 

相談では、都立高校のチャレンジスクール、エンカレッジスクール、昼夜間定時制高

校の再入学、高校卒業程度認定試験、サポート校などの情報提供を行うほか、就職を希

望する場合には、東京しごとセンター等他機関を紹介している。 

 

      （表３５）相談回数実績                     （単位：回） 

区 分 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
電話相談 ３３３ ４９８ ４７８
来所相談 ４５ ５４ ８７
合 計 ３７８ ５５２ ５６５

 

継続的な支援の希望者には、登録者として受け付け、進路相談会や「つどい」の案

内や、都立高校入試の情報提供を行っている。 

また、中途退学者とその保護者が集まり、アドバイザーを交えて、同じような疑問

や悩みのある人同士で情報交換を行う「つどい」を設けている。平成１９年度には１

２回開催し、延べ１８４名の参加者があった。 

リスタートプレイスは、平成１７年度に設置されてから、徐々に利用者数（電話相

談数と来所者数の合計）も増加している。また、相談センター等でも、パンフレット、

ポスターその他による周知を図っている。しかし、年間の退学者数と比べて、利用者

がまだ少ないことから、より一層の周知が望まれる。 

 

② 通信制サポート校の活動支援（青少年・治安対策本部） 

通信制サポート校とは、通信制高校に通う生徒に対し、自宅学習での単位取得や生活

面の支援を行う民間施設である。 

通学している主な生徒は、①中学校時代に不登校だった生徒、②勉強が苦手であった

生徒、③全日制高校に入学したものの、何らかの事情から中途退学した生徒等である。 

生徒は通信制高校入学と同時に通信制サポート校にも入学し、必要な指導、支援を受

けながら通信制高校卒業を目指す。 

本部は、都内の通信制サポート校２９校で構成された「通信制サポート校・東京ネッ

トワーク」の活動を支援するため、定期的な情報交換、通信制サポート校のアピールの

ための通信制サポート校・東京ネットワークフェスタを実施している。 
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ウ 消費者教育等、学校におけるその他の自立支援事業 

（着眼点） 

児童・生徒が社会生活を送る上で必要な知識・経験を身につけさせる事業について 

・ 学校における消費者教育は効果的に行われているか 

・ 消費者教育について、関係各局の連携は適切に行われているか 

・ 「中学生の職場体験」事業は効果的に行われているか、また、関係各局の連携により

体験職場の開拓などは順調になされているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 学校における消費者教育については、小・中・高等学校それぞれにおいて、学習指導

要領に基づき、社会科や家庭科の授業において行われている。 

・ 教育庁と生活文化スポーツ局が連携して、教職員研修や教材作成などにおいて、消費

生活総合センターが専門機関として協力している。 

・ 中学生の職場体験は、平成２０年度において、全ての都内公立中学校での実施が予定

されている。体験職場の開拓については、青少年・治安対策本部が業界等の協力を要

請するなど、局を越えた取り組みが行われている。 

 

（ア）消費者教育の推進 

① 学校における消費者教育（教育庁、生活文化スポーツ局） 

児童・生徒が、自ら主体的に判断することができる「自立した消費者」としての基礎

的な資質の育成を目的として、学校において消費者教育を行っている。小学校、中学校

では社会科、家庭科の学習指導要領に、また、高等学校では公民、家庭科の学習指導要

領にそれぞれ盛り込まれており、これに沿って実施されている。 

なお、文部科学省は、小学校については平成２３年度から、中学校については平成２

４年度から、新学習指導要領で、消費者教育を強化する予定であるが、適切な消費者教

育の必要性から、教育庁と生活文化スポーツ局は、小中学生向け教材の開発を行い、平

成２１年度からモデル事業を実施し、小遣いの使い方やクレジットカードやインターネ

ットを利用した悪徳商法の被害に遭わないための教育を行う。 

 

② 学校の消費者教育への支援（生活文化スポーツ局） 

学校における消費者教育支援のため、東京都消費生活総合センター（以下「センター」

という。）では、夏休み期間を利用した教員向け講座（センター、多摩消費生活センター

で延べ３２回）及び教員に向けた情報提供、児童・生徒向けの教材（消費生活読本）の

作成を行っている。 
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（イ）中学生の職場体験（青少年・治安対策本部、教育庁） 

都内全公立中学校生徒を対象として、社会の一員としての自覚を促すとともに、望まし

い社会性や勤労観・職業観を育成することを目的として、５日間程度職場体験を実施して

いる。 

中学生の職場体験に関する事務は、本部と教育庁が共管し、本部は受入先事業所の開拓、

教育庁は学校への指導を担当している。 

平成１９年度は、５６１校（対全都内中学校 ８８．３％）の中学校、６万８，８４２

人が参加し、平成２０年度は、全校での実施が目指されている。受入先事務所として、平

成２０年度は、３９の産業団体と、１，０８３の事業所が賛同し、都庁関連でも総務局を

はじめとして１６の局で受入れている。 

 

 （４）雇用・就業に関する支援 

（着眼点） 

様々な理由で就労が困難な若者に対し、雇用・就業の機会を提供する事業について 

・ 求職者への周知は適切に実施されているか 

・ 就業に確実に結びつく取り組みとなっているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 就労意識が希薄であったり、就労スキルが十分ではない若者に対する就労支援事業は、

最近開始されたものが多く、今後さらに周知に努める必要がある。 

・ 東京しごとセンターで実施している若年者雇用就業支援各種事業は、就業に結びつく工

夫を行っている。また、都立職業能力開発センターで実施されている若年者就業支援科

では、修了者の就職率はほぼ１００％と高く、入校率、修了率の向上が望まれる。 

 

ア 若年者雇用就業支援（産業労働局）（東京しごとセンター） 

東京しごとセンター（以下「しごとセンター」という。）では、若者の職業意識の形成を図

り、個々の状況に応じてきめ細かな支援を行うために、若年者雇用就業支援として、ワーク

スタート支援プログラムや様々な職業体験、能力開発講座の開催等を実施している。また、

平成１９年度から年長フリーター等就職活動応援事業を開始している。 

しごとセンターにおける若年者の利用実績は、表３６のとおりである。 

 

    （表３６）若年者のしごとセンター利用実績               （単位：人） 

項 目 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
利用者数 ２７，５２７ ３６，１９７ ３６，８８０

就職者数 ２，０１５ ２，０６５ ３，０３３

  （注）就職者数は、正社員のほかアルバイト等非正規雇用も含まれる。 
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（ア）個別カウンセリング 

若年者の就業に関する専門的な知識・経験を有する就職支援アドバイザーを配置し、個々 

の個性や希望、状況等を踏まえたきめ細やかな相談やカウンセリングを、平成１９年度に

は延べ１２，８６１回実施した。 

（イ）ワークスタート支援プログラム 

就業による社会的自立が必要であるにもかかわらず、就職活動に踏み出せないでいる若

者を対象に、専門的なノウハウを有する機関を活用した支援メニューを実施している。支

援プログラムによる就職者数は、平成１８年度修了生のうち１０人、平成１９年度修了生

のうち９人である。 

（ウ）資格取得支援講座 

就職に当たって必要な基本知識・技能を修得し、就業に結びつけるために、資格取得支

援講座を実施した。平成１９年度はパソコンの資格取得支援講座を３６回実施し、１０３

人が受講した。 

（エ）様々な職業体験の実施 

職業選択の過程の一つとして、若年者に対し、様々な職業体験（インターンシップ）の

場の提供を行った。平成１９年度の実績は表３７のとおりである。 

 

 （表３７）職業体験の実施状況（平成１９年度）            （単位：人） 

項 目 主な内容 参加人数 
一般企業 都内企業において５日程度のインターンシップ体験 ９５

農業塾 農業に関心のある若者等を対象とした農業体験 １０

職人塾 
優れた技能を有する職人の下で概ね１ヶ月行うものづ
くり体験 

２０

しごと発見塾 しごとをする現場でのレポート等を通じた職業理解 ８２

ものづくり 
体験塾 

ものづくり体験や企業見学の場の提供 ７２

合 計 ２７９

 

イ 求職者を対象とした公共職業訓練（産業労働局） 

都立職業能力開発センターでは、若年者就業支援科として、２５歳未満の中卒者や高等学

校中退者などの就業困難者を対象に、社会人としての基礎能力の取得を重視した職業訓練を、

表３８のとおり実施している。 

平成１９年度に実施した「塗装コース」ほか２コースの入校状況については、いずれのコ

ースにおいても定員割れとなっており、特に城南職業能力開発センターで実施した「福祉サ

ービスコース」では、定員３０人に対して入校者数１７人、修了者数９人で、修了率は約５

３％となっている。しかしながら、修了者の就職率は１００％となっているなど、訓練を修

了した場合には成果が見られることから、今後も引続き、入校者の確保に努めるとともに、

より多くの修了者を就業に結びつけるなどの事業目的を達成するための取り組みが望まれる。 
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(表３８)若年者就業支援科の実施状況                 （単位：人、％） 

応 募 入 校 修 了 就 職 年
度 

実施校 コース名 
定 
員 人員 率 人員 率 人員 率 人員 率

足立校 塗装コース 30 29 96.7 24 82.8 15 62.5 15 100
18 

合  計 30 29 96.7 24 82.8 15 62.5 15 100

足立校 塗装コース 30 26 86.7 22 84.6 18 81.8 18 100
城 南 福祉サービスコース 30 18 60.0 17 94.4 9 52.9 9 100
多 摩 自動車整備コース 30 33 110.0 25 75.8 16 64.0 16 100

19 

合  計 90 77 85.6 64 83.1 43 67.2 43 100

（注）実施校である城南は城南職業能力開発センター、多摩は多摩職業能力開発センター、足立校は、
城東職業能力開発センター足立校の略称である。 



 - 100 -

 ３ 非行防止等に関する施策の各事業実績等 

 （１）青少年の非行・犯罪被害防止 

（着眼点） 

警視庁が主体となって実施している事業について、 

・ 広報啓発など各種非行防止活動は効果を上げているか 

・ 学校関係者等との連携は適切に行われているか 

・ 環境浄化活動などの実施において、地域との連携は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 非行少年の検挙・補導人員は、減少傾向にあることから、各種非行防止活動等施策の効

果は現れていると推測できる。 

・ 学校関係者等との連携については、警察官ＯＢのスクールサポーターとしての活用、学

校警察連絡協議会の設置、警察・学校・児童相談所などによるサポートチームの運営な

ど、個別児童に対応した取り組みが行われている。 

 ・ 地域との連携については、約６，０００人の少年警察ボランティアを委嘱し、重点地区

を設け、各種環境浄化活動の実施回数の増加を図るなど、積極的な取り組みが行われて

いる。 

  

警視庁が作成した「少年育成活動の概況」（平成１９年中）によると、非行少年として検挙・

補導した少年及び不良行為少年の補導人員は、表３９及び表４０のとおり、近年、減少傾向に

あるが、これは少子化に伴う少年人口の減少によるところが大きいとしている。 

しかし、少年非行等の主な特徴として、①刑法犯における犯罪少年の人口比（少年人口１，

０００人当たりに占める検挙人員）が、平成１９年は１５．７人で、成人人口比（成人人口１，

０００人当たりに占める検挙人員）４．３人の約４倍と高い数値を示している。②路上強盗や

ひったくり等の街頭犯罪における総検挙・補導人員に占める少年の割合が約３８％と高水準で

推移している。③携帯電話の普及に伴い、子どもでも手軽にインターネットへの接続が可能と

なったことで、出会い系サイト等を利用し、少年が性的被害に巻き込まれる事案も跡を絶たな

い現状にある。 

こうした状況の中、警視庁では、各種の非行防止に取り組んでいる。 
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  （表３９）非行少年として検挙・補導した少年数の推移           （単位：人） 

非  行  少  年 

刑 法 犯 少 年 特 別 法 犯 少 年 

   区 分 
 
年 次 

合  計 
計 犯 罪 触 法 計 犯 罪 触 法 

ぐ 犯
少 年

平成 15 年 
(対前年比) 

15,998 

(943) 

14,738

(788)

13,700

(662)

1,038

(126)

842

(124)

816 

(135) 

26 

(△11) 

418

(31)

平成 16 年 
(対前年比) 

15,409 

(△  589) 

14,155

(△  583)

13,284

(△  416)

871

(△167)

880

(38)

855 

(39) 

25 

(△ 1) 

374

(△44)

平成 17 年 
(対前年比) 

14,623 

(△  786) 

13,425

(△  730)

12,410

(△  874)

1,015

(144)

819

(△ 61)

759 

(△96) 

60 

(35) 

379

(5)

平成 18 年 
(対前年比) 

12,915 

(△1,708) 

11,810

(△1,615)

10,933

(△1,477)

877

(△138)

714

(△105)

673 

(△86) 

41 

(△19) 

391

(12)

平成 19 年 
(対前年比) 

11,575 

(△1,340) 

10,531

(△1,279)

9,423

(△1,510)

1,108

(231)

653

(△ 61)

595 

(△78) 

58 

(17) 

391

(0)

（注）犯罪少年：罪を犯した１４歳以上２０歳未満の者をいう。 
     触法少年：刑罰法令に触れる行為をした１４歳未満の者をいう。 
     ぐ犯少年：保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど一定の事由があって、その性格又は 
          環境に照らして、将来、罪を犯し、若しくは刑罰法令に触れる行為をするおそれの 
          ある少年をいう。 

 

（表４０）不良行為少年補導人員の推移                  （単位：人） 

    年 次 
男女別 

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 

男   子 ５６，５４０ ５４，７９８ ５５，９５２ ５０，１７４ ４７，１５３

女   子 １８，０６８ １９，０１７ ２０，００２ １８，５２６ １８，７９１

合  計 ７４，６０８ ７３，８１５ ７５，９５４ ６８，７００ ６５，９４４

  （注）不良行為少年：非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい、その他自己又は 
            他人の徳性を害する行為をした少年をいう。 

 

ア 少年の規範意識の醸成活動（警視庁） 

（ア）非行防止教室 

少年に非行防止及び犯罪被害防止のため意識付けを行うため、非行防止教室を開催して

おり、小・中・高等学校における非行防止教室の実施状況は、表４１のとおりである。 

近年の少年非行は、少年の規範意識の低下が大きな要因の一つとなっていることから、

規範意識の向上は重要であり、今後も非行防止教室の効果的な実施が望まれる。 

 

  （表４１）学校における非行防止教室の実施状況              （単位：回） 

区  分 平成１７年 平成１８年 平成１９年 
小 学 校 １，４０４（２０） １，５１４（ ２３） １，３４２（ ２３）

中 学 校 ５１２（３２） ５８３（ ４５） ５０４（ ４０）

高等学校 １３９（３８） ２９８（ ４５） １５８（ ４６）

合  計 ２，０５５（９０） ２，３９５（１１３） ２，００４（１０９）

    （注）（ ）内数字は、私立学校における非行防止教室の実施延べ回数の内数である。 
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（イ）社会参加活動 

少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識の涵養に資するための体験活動とし

て、表４２のとおり、環境美化活動、生産体験活動、ボランティア活動、スポーツ・レク

活動などを、少年の社会参加活動民間推進員等の少年警察ボランティア等と共同して行う

とともに、これらの活動に非行性の高い少年を参加させることにより、立直り支援のため

の取り組みを推進している。 

      社会奉仕体験活動は、非行性の高い少年にとって有益であることから、今後も更に民間

ボランティアと連携・協力しながら推進することが望まれる。 

 

  （表４２）社会参加活動の実施状況                 （単位：回） 

区    分 平成１７年 平成１８年 平成１９年 
合    計 ３，２８６ ３，４６８ ２，９７５

環境美化活動 ８５６ ９２１ ７３８

生産体験活動 ２５４ ３０８ ２３４

ボランティア活動 １４５ １５４ １２１

内
訳 

スポーツ・レク活動 ２，０３１ ２，０８５ １，８８２

出典：警視庁「少年育成活動の概況」より 

 

イ 教育機関等との連携（教育庁、警視庁） 

（ア）スクールサポーター 

警察官ＯＢを警察署等に配置して、学校からの要請に応じて学校に派遣し、学校におけ

る少年の問題行動等への対応、巡回活動、相談活動、児童の安全確保に関する助言等を行

う制度である。平成１９年におけるスクールサポーターの学校訪問状況は表４３のとおり

である。 

 

     （表４３）スクールサポーターによる学校訪問状況（平成１９年）    （単位：回） 

項 目 小学校 中学校 高等学校 その他 合 計 
学 校 訪 問 ２２，１１６ １０，０３３ ３，８１１ ３，６０２ ３９，５６２

 うち公立学校 ２１，５４５ ８，５８３ １，８０２ ２，７００ ３４，６３０

 うち私立学校 ５７１ １，４５０ ２，００９ ９０２ ４，９３２

     （注）その他は、保育園、幼稚園等である。 

 

（イ）学校警察連絡協議会及び警察・学校相互連絡制度 

児童・生徒の非行問題等に迅速、的確に対処し、健全育成の推進を図るため、学校警察

連絡協議会を設置し、情報交換及び連絡調整等を行っている。 

また、警視庁と各教育委員会、警視庁と私立学校との間で締結した協定に基づき、非行

等問題行動に関し、必要な情報の連絡を行う、いわゆる「警察と学校との相互連絡制度」

が運用されている。 
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（ウ）サポートチーム 

今日の児童生徒の問題行動には、複雑な背景があり、その解決にあたっては、関係者が

連携し行動することが効果的である。そこで、非行等の問題行動を起こす児童生徒を対象

として、学校、教育委員会、警察署、児童相談所等の関係機関の実務担当者が情報交換、

処遇の検討、援助活動等を行うサポートチームが運営されている。 

 

ウ 地域との連携（警視庁） 

少年の非行防止及び保護を行い、少年の健全な育成を図るための地域のリーダーとしての

役割を担うボランティアを「少年警察ボランティア」として委嘱している。 

「少年警察ボランティア」は、主に表４４の活動を行っているほか、街頭パトロール活動、

少年のたまり場等の地域実態把握活動、情報発信活動への協力等を行っており、平成２０年

４月現在の委嘱者数は、約６，０００人である。 

 

（表４４）警視庁少年警察ボランティア 

名   称 主な活動内容 

少年指導委員（注） 
少年の盛り場でのはいかい、風俗営業店等への出入りを防止
するための補導活動、少年相談、風俗営業等関係者に対する
協力要請等 

警視庁委嘱少年補導員 盛り場などにおける街頭補導等 

協助委員 
非行集団に所属する少年の集団からの離脱及び非行集団等の
解体補導活動に関する協力等 

 
母の会委員 

子どもの健全育成又は非行問題で悩んでいる母親等に対する
助言、指導等 

ひと声運動推進員 
機会あるごとに少年に声を掛け、励ますなどして少年の健全
育成と非行防止を図るためのひと声運動の推進 

少年を守る 
環境浄化推進委員 

少年を取り巻く社会環境を浄化するための地域の有害環境の
実態把握、有害広告物の撤去、図書類販売業者等に対する申
入れ等 

少年の社会参加活動 
民間推進員 

少年を有意義な活動に参加させ、非行防止を図るための地域
での社会参加活動の呼び掛け、社会参加活動における指導等

被害少年サポーター 
犯罪等により被害を受けた少年の精神的打撃の軽減を図るた
めの活動（少年相談専門職員の指導・助言の下で活動） 

被害少年カウンセリング 
アドバイザー 

少年相談専門職員が行うカウンセリング等の継続的な支援活
動に関する専門的立場からの指導・助言等 

 （注）少年指導委員は東京都公安委員会が委嘱している。 

 

エ 少年を取巻く有害環境の浄化活動の推進（警視庁） 

少年の心身に有害な影響を与える環境を浄化するため、表４５のとおり、有害広告物・不

健全図書類等対策、非行集団等のたまり場対策の推進などの環境浄化活動を、関係機関・団

体、少年を守る環境浄化推進委員等と共同して行っている。 

また、特に、少年を取り巻く環境を浄化する必要のある地区を「少年を守る環境浄化重点地

区」として指定するほか、各署においても重点地区を設けて環境浄化に取り組んでいる。 
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    （表４５）環境浄化活動の実施状況                  （単位：回） 

平成１７年 平成１８年 平成１９年           年 度 
区 分 実施回数 実施回数 実施回数 

環境浄化会議等の啓発活動 ２８０ ３２７ ３６０

情報発信活動 ７５４ ７０４ １，２１４

有害広告物撤去活動 ３８２ ４０７ ３９４

不健全図書類（区分陳列） ４８４ ７５１ １，３３４

不健全図書類（自動販売機撤去） １８５ １６８ ９２

たまり場補導活動等 ２，０５６ ２，４７１ ２，３２５

    合   計 ４，１４１ ４，８２８ ５，７１９

  

（２）児童・生徒の問題行動対応の充実 

（着眼点） 

学校におけるいじめ、暴力、不登校などの問題行動の解決に向け、教育庁が主体となって実

施している事業について、 

・ 各事業は適切に行われ、問題行動全般について効果を上げているか 

・ 各事業で、関係機関との連携は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ いじめ、暴力、不登校のいずれも、明確に減少傾向にあるとは言えず、むしろ増加して

いるものもあり、さらに取り組みを強化する必要がある。 

・ いじめ問題への対策として開催している「いじめ防止フォーラム」は、公立学校のみを

対象としているが、関係局と連携し、私立学校にも広げることにより、さらなる効果が

期待される。 

 

 教育庁が実施した「児童・生徒の問題行動等の実態について」の調査結果によれば、表４６

から表４８までのとおり、平成１９年度は、平成１８年度と比較して、①暴力行為の発生件数

は増加、②いじめの認知件数は減少、③不登校児童・生徒数は増加し、指導の結果登校できる

ようになった児童・生徒の割合（学校復帰率）は小学校で減少、中学校で増加などの傾向が見

られる。 

  

 （表４６）暴力行為の状況                   （単位：校、件） 

平成１８年度 平成１９年度 
項 目 区 分 発 生 

学校数 
発 生 
件 数 

発 生 
学校数 

発 生 
件 数 

学校内 ６７ １３７ ７５ ２１９
小 学 校 

学校外 ６ ６ １６ ２２

学校内 ２２７ １，０２４ ２３４ １，２８７
中 学 校 

学校外 ９３ １５６ １１５ １７８

学校内 １９ ２２ ３０ ５２
高等学校 

学校外 １８ １９ ９ １２
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     （表４７）いじめの状況                    （単位：校、件） 

平成１８年度 平成１９年度 
項  目 認 知 

学校数 
認 知 
件 数 

認 知 
学校数 

認 知 
件 数 

小  学  校 ７５８ ３，８４１ ５９５ １，９７０

中  学  校 ５０５ ２，７５９ ４６４ ２，０５２

高 等 学 校 ８３ １６３ ５９ １０４

特別支援学校 ８ ２１ ８ １９

     

    （表４８）不登校の状況                   （単位：校、人、％） 

平成１８年度 平成１９年度 
項 目 不登校 

在席学校数 
不登校 

児童・生徒数
学 校
復帰率

不登校 
在席学校数

不登校 
児童・生徒数 

学 校
復帰率

小 学 校 ８６４ １，８７１ ３１．０ ７９６ １，８８０ ２９．２

中 学 校 ６１９ ７，０４９ ２４．２ ６２０ ７，１９２ ２４．５

    （注）学校復帰率は、不登校児童・生徒数のうち、指導の結果登校する又はできるように 
なった児童・生徒数の割合を表す。 

    

ア セーフティ教室（教育庁） 

      セーフティ教室は、都内公立学校において警察署等の協力を得て、平成１６年度から実施

しているものであり、第一部として、児童・生徒の非行防止・犯罪被害防止学習、第二部と

して、教職員や保護者、健全育成関係者等による意見交換会の二部構成となっている。 

実施状況は表４９のとおりであり、平成１９年度において、ほぼ全校で実施されている。 

 

    （表４９）セーフティ教室の実施状況（教育庁）          （単位：校、％） 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
区 分 

実施校 実施率 実施校 実施率 実施校 実施率

小 学 校 １，２５９ ９４．８ １，３２９ １００ １，３２３ １００

中 学 校 ５７８ ９０．２ ６４１ １００ ６３９ １００

高 等 学 校 － － ２０６ ９９．５ ２０５ ９９．５

特別支援学校 － － ６０ １００ ５９ １００

合  計 １，８３７ － ２，２３６ － ２，２２６ －

 

イ 児童・生徒のいじめ問題への対応（教育庁） 

     いじめ問題への対応として、年３回、都内全公立学校を対象に「ふれあい（いじめ防止強

化）月間」を実施し、いじめの実態把握といじめ解消に向けた学校における取り組みを行っ

ているほか、２４時間体制での電話相談「いじめ相談ホットライン」の実施、ポスター・リ

ーフレット等の配布、「いじめ防止フォーラム（生徒会長サミット）」の開催、学校等への専

門家の派遣等を行っている。 

     このうち、「いじめ防止フォーラム」は、中学校の生徒会会長等が集い、自分たちの学校で

の活動をふまえ「いじめ防止のために何ができるか」を考えるものであり、生徒自身による

いじめ防止の取り組みに資する内容となっている。 

現在は、都内公立学校のみを対象に開催しているが、私立学校にもその効果を広めるため
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参加を呼びかけることが望まれる。 

 

ウ 不登校への対応（教育庁） 

不登校対策として、スクールカウンセラーの活用を図っているほか、区市町村教育委員会

の学校不適応対策担当者を対象として、「学校不適応対応連絡協議会」を開催し、不登校児

童・生徒への指導や適応指導教室の運営・指導に関する情報交換等を行っている。 

小学生、中学生とも不登校の児童・生徒が増加する傾向にあることから、施策を効果的に

執行することにより、減少に向かうことが望まれる。 

 

 （３）性に関する産業への対応等 

ア 不健全図書類等の指定、立入調査等（青少年・治安対策本部） 

（着眼点） 

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」における、特に性に関する産業への対応につ

いて 

・ 不健全図書類等の指定は適切に行われているか 

・ 立入調査は適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 不健全図書類等の指定については、平成２０年６月の秋葉原無差別殺傷事件の発生な

どを受けて、９月にダガーナイフを不健全刃物と指定し、未成年への販売等を禁止す

るなど、速やかな対応が行われている。 

・ 立入調査については、違反の可能性が高い場所に効率的に立ち入りできるよう、東京

都青少年健全育成協力員による調査・報告を参考にしているが、調査方法を改善する

ことにより、さらに効率的に実施できると思われるので、検討が望まれる。 

             

本部では、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類、映画等、刃物、がん具類

を不健全図書類等として指定（平成１８年度：２９件、平成１９年度：４０件）しているほ

か、青少年を深夜（午後１１時から翌日午前４時まで）に深夜興行場等に立ち入らせないた

め、また、不健全な図書類が青少年に販売、貸付け、閲覧等されないために、表５０のとお

り、深夜興行場等や不健全図書類の販売店舗等への立入調査及び自主規制等の実態調査を行

っている。 

 

    （表５０）立入調査等件数                       （単位：件） 

      区分 
年度 

書店等 
映像ソフト等 
専門店 

カラオケ 
ボックス等 

古物商 

平成１８年度 ３６１ ６５ １３０ ６４

平成１９年度 ３１９ ８７ １４３ ６７
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また、東京都青少年の健全な育成に関する条例（昭和３９年東京都条例第１８１号、以下

「青少年健全育成条例」という。）第９条の４の規定に基づき、区市町村等から推薦のあった

年齢満２０歳以上の者を「東京都青少年健全育成協力員」（以下「協力員」という。）として、

知事が委嘱（平成２０年３月現在：９０１名）をしている。 

本部は、青少年健全育成条例第９条（指定図書類）及び第９条の２（表示図書類）に規定

されている図書類について、区分陳列、包装等、青少年健全育成条例の規定が書店、コンビ

ニエンスストア等において遵守されているかを、協力員に調査・報告させている。 

また、青少年健全育成条例第７条（図書類等の販売等及び興行の自主規制）の趣旨により、

指定図書類及び表示図書類のほか、シール止め雑誌（掲載内容が見られることのないよう、

自主規制として出版社等が表紙をシールで封緘したもの）を含む成人向け図書類（以下「類

似図書類」という。）についても、区分陳列等の自主規制が守られているかを調査・報告させ

ている。これらの調査・報告に基づき、適切でないとされた店舗については、立入調査を随

時実施している。 

ところで、類似図書類については、シール止め雑誌とそれ以外の成人向け・大人向けと思

われるものも図書名を記載することなく、不適切と判断された店舗名のみを報告させている。

成人向け・大人向けとする判断が協力員によって異なる可能性があることから、職員による

立入調査をより効率的に行っていくための調査方法等について検討することが望まれる。 

     

イ インターネットへの対応（青少年・治安対策本部、教育庁） 

（着眼点） 

 インターネットから流れる有害情報への対応は今日的課題であり、特に青少年に与える影

響について 

・ 重大性を認識し、適切に対応しているか 

・ 関係機関の連携は、適切に行われているか 

などの視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 青少年健全育成条例の改正により、事業者へのフィルタリングサービス告知の義務付

け（努力義務）を行うとともに、青少年・治安対策本部及び教育庁が、それぞれの立

場で、実態調査などを行うなど、時宜を得た対応が行われている。 

・ 教育庁は、実態調査結果を受け、公立学校の児童・生徒と保護者に緊急アピールを発

しているが、青少年・治安対策本部など関係局と連携し、私立学校にも広げることに

より、さらなる効果が期待される。関係機関の連携強化が望まれる。 
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本部は、インターネットへの対応として、平成１９年の青少年健全育成条例改正により、

携帯電話販売店や家電量販店などの販売事業者に対し、インターネット上の有害情報への携

帯電話などからのアクセスを制限するフィルタリングサービスの告知・勧奨に努めるよう義

務付けたことを受け、平成２０年２月に、その施行状況等の把握のため、携帯電話販売店や

家電量販店などの販売事業者を対象として「フィルタリングに関する実態調査」を行ってい

る。 

一方、教育庁では、携帯電話の普及拡大に伴い、子どもの携帯電話でのインターネット利

用における様々な課題が指摘されていることを踏まえ、平成２０年７月に、児童・生徒、保

護者及び教員を対象として「子供のインターネット・携帯電話利用についての実態調査」を

行っている。 

庁は、この調査結果を受け、都内全ての公立小・中・高等学校等の児童・生徒及びその保

護者等に対して、子供の携帯電話利用についての注意喚起を緊急アピールという形の文書に

より行っている。 

しかしながら、庁の行った調査結果から得られた内容は、都の子どもに共通する問題であ

ることから、このような緊急アピールについては、関連の青少年健全育成条例を所管する本

部などと連携して、私立の各学校を含めた都内の児童・生徒全員に行き渡らせるべきもので

る。このような子どもに共通する問題については、関係局と連携して取り組むことが必要で

ある。 
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（４）薬物の乱用防止 

（着眼点） 

薬物の乱用防止には、継続的かつ効果的な普及啓発活動を行うことが求められていることか

ら、それらの活動が、 

・ 他の関係機関と連携して実施されているか 

・ 実施規模は十分なものとなっているか 

・ 効果の把握は適切になされているか 

等の視点から検証した。 

（検証結果） 

・ 東京都薬物乱用対策推進本部のもと、教育庁、警視庁、福祉保健局が連携し、薬物乱用

防止教室、広報啓発活動等の事業を実施しているが、薬物乱用防止ポスターへの応募や

薬物乱用防止高校生会議の参加について、私立学校への働きかけをさらに強化すること

が望まれる。 

・ 薬物のもたらす影響について、正確な知識を提供し、乱用を防止するため、薬物乱用防

止教室は全公立・私立学校で実施するべきであるが、実施率が１００％に至っていない

ことから、関係機関の連携の下に、１００％実施になるよう強化が望まれる。 

・ 平成２０年上半期の大麻事件の摘発者が前年同期比で１２．３％増となり、このうち２

０歳代以下が６５％を占めるなど、青少年の薬物乱用は深刻さを増している。薬物乱用

の防止に向けた各種の事業が実施されているが、関係機関の連携のもとに取り組みの強

化が求められる。 

 

    都は、昭和４８年に「東京都薬物乱用対策推進本部」（以下「推進本部」という。）を設置し、

また、平成９年には、推進本部に青少年対策部会を設置し、「青少年のための薬物乱用防止対策

の推進」（平成１５年７月改訂、以下「薬物乱用防止対策の推進」という。）を取りまとめ、薬

物から青少年を守る社会づくりの強化を図っている。 

法令別では、表５１のとおり、全体としては減少しているが、平成１９年の都内の薬物事犯

少年について見ると、大麻取締法違反で薬物事犯少年全体の４５．６％を占めており、また、

学識別では、表５２のとおり、学校に通学していない無職少年、有職少年の占める割合が増加

し、平成１９年では両者で約８割を占めていることなどの特徴がある。 

薬物乱用を廃絶する特効的な方策は無く、薬物の乱用を未然に防止していくため、薬物の正

しい知識の普及、家庭・学校・地域が一体となって、総合的かつきめ細かな対策を進めていく

必要がある。 

このため、「薬物乱用防止対策の推進」では、国の薬物乱用対策推進本部が策定した「薬物乱

用防止新五か年戦略」に基づき、①小学校高学年及び中学校においては、外部講師を活用した

「薬物乱用防止教室」を年１回以上開催すること、②多様な啓発方法の展開として、小学生を

対象とした「親子の薬物乱用防止教室」の開催、中学生を対象とした「薬物乱用防止ポスター・
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標語の募集」、高校生を対象とした「薬物乱用防止高校生会議」を実施すること、③啓発活動に

対する支援の充実として、薬物専門講師の養成・派遣、講師の能力向上研修の充実を図ること

としている。 

また、私立学校については、薬物乱用防止教育が的確に実施されるよう、薬物専門講師の派

遣等の周知を図るとされている。 

  

 （表５１）薬物事犯少年の法令別検挙・補導状況の推移        （単位：人） 

区 分 
年 次 

合 計 大麻取締法
覚せい剤 
取締法 

毒物及び 
劇物取締法 

麻薬等 
取締法 

平成１５年 １８８(４３) ５３(１) ４８(２２) ６５(１７) ２２( ３)

平成１６年 １５８(５０) ６７(５) ２９(２０) ３０(１０) ３２(１５)

平成１７年 １３４(４７) ３５(４) ４５(２３) ２４( ８) ３０(１２)

平成１８年 ９１(３９) ４１(５) ３４(２４) ４( １) １２( ９)

平成１９年 ９０(３４) ４１(５) ３８(２３) １( ０) １０( ６)

      （注）（ ）は、女子の数を表す。 
        出典：警視庁「少年育成活動の概況」より 

 

     （表５２）薬物事犯少年の学識別検挙・補導状況の推移      （単位：人、％） 

平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年     年 次 
区 分 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

小学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中学生 5 2.7 2 1.3 5 3.7 2 2.2 1 1.1
高校生 39 20.7 19 12.0 27 20.1 11 12.1 10 11.1
大学生 7 3.7 16 10.1 5 3.7 4 4.4 6 6.7
その他 13 6.9 10 6.3 5 3.7 4 4.4 3 3.3

在学
少年 

小 計 64 34.0 47 29.7 42 31.3 21 23.1 20 22.2
有職少年 48 25.5 38 24.0 38 28.4 22 24.2 24 26.7
無職少年 76 40.4 73 46.2 54 40.3 48 52.7 46 51.1
合  計 188 － 158 － 134 － 91 － 90 －

出典：警視庁「少年育成活動の概況」より 

 

ア 薬物乱用防止教室（教育庁） 

児童・生徒の発達段階に応じ、体育、保健体育、道徳、特別活動等を中心に、学校の教育

活動全体を通じて薬物乱用防止に関する指導を行うとともに、「薬物乱用防止教室」を開催

している。 

開催にあたっては、警察職員、麻薬取締官ＯＢ，学校薬剤師等を講師としている。 

平成１９年度における都内公立学校の薬物乱用防止教室の実施状況を見たところ、表５３

のとおり、約３割の中学校、高等学校が実施していない状況にある。「薬物乱用防止対策の

推進」では、小学校高学年と全中学校において、また、平成２０年８月に国が策定した「第

三次薬物乱用防止五か年戦略」では、すべての中学校・高等学校において、「少なくとも年

１回の薬物乱用防止教室を開催する」としていることから、薬物乱用防止教室の実施率の向

上を図ることが必要である。 
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       （表５３）教育庁における薬物乱用防止教室等開催状況（平成１９年度）（単位：校、％） 

区 分 学校数 実施数 実施率 
小     学     校 １，３２３ ７４０ ５５．９

中     学     校 ６３８ ４５２ ７０．８

高   等   学   校 １８３ １１４ ６２．３

中学校・高等学校合計 ８２１ ５６６ ６８．９

       （注）中学校は、中等教育学校を含んだ数である。 

 

   イ 薬物乱用防止に向けた広報啓発活動（警視庁） 

私立を含む小・中・高等学校・専門学校等において、実施される「薬物乱用防止教室」に

講師を派遣しているほか、表５４のとおり、地域と連携した街頭キャンペーン等を行ってお

り、特に、４月に「少年の薬物乱用等非行防止対策強化推進」、６月及び７月に「薬物乱用

防止広報強化期間」を設け、幅広く広報啓発活動を推進しているが、会議・キャンペーンと

もに、回数及び参加人員が減少していることから、さらなる実施の推進が望まれる。 

 

       （表５４）薬物乱用防止会議、キャンペーン等の実施状況    （単位：件、人） 

項    目 平成１７年 平成１８年 平成１９年 
実施件数 １，０２２ ７６１ ４９１

合  計 
参加人員 ４５５，４２８ ２４６，７３２ １５６，３７５

実施件数 ２９０ １１４ ４１
学校関係 

参加人員 １２，２７５ ４，３１２ ２，１２８

実施件数 ２３４ １８２ １２８
地域関係 

参加人員 ８，７３６ ５，８７２ ４，５９５

実施件数 ５２４ ２９６ １６９

会

議 

・ 

講

演 

等 
計 

参加人員 ２１，０１１ １０，１８４ ６，７２３

実施件数 ４９８ ４６５ ３２２

内
訳 

キャンペーン 
参加人員 ４３４，４１７ ２３６，５４８ １４９，６５２

 

ウ 親子の薬物乱用防止教室（福祉保健局） 

「薬物乱用防止対策の推進」で、小学生については、保護者に対する教育を同時に行い、

親子が共通の認識の基に薬物乱用防止の意識を醸成することが効果的であるとしており、都

保健所では、小学校５・６年生とその保護者を対象とした「親子の薬物乱用防止教室」を実

施している。 

平成１８年度及び平成１９年度の「親子の薬物乱用防止教室」の開催状況は、表５５のと

おりであるが、都保健所が所管する地域に所在する公立小学校の数からすると、その実施率

が低調なものとなっており、今後、実施率の向上が望まれる。 
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 （表５５）親子の薬物乱用防止教室の開催状況       （単位：校、人、％） 

所管地域小学校数 
及び実施率 

受講者数 
保健所名 年度 

実 施 
学校数 

学校数 実施率 生 徒 保護者

１８ １ １．９ ４６ ９
西多摩 

１９ ３
５４

５．６ ２０８ ９０

１８ ２ ４．１ ６３ ２１
南多摩 

１９ １
４９

２．０ ４６ １０

１８ － － － －
町田 

１９ ６
４０

１５ ２９２ ３３

１８ － － － －
多摩立川 

１９ －
７２

－ － －

１８ ２ ２．４ ２０５ ４０
多摩府中 

１９ －
８４

－ － －

１８ ２ ２．６ １０４ １２
多摩小平 

１９ ５
７７

６．５ １１７ １５

 

エ 薬物乱用防止ポスター・標語の募集（福祉保健局） 

  「薬物乱用防止対策の推進」で、中学生については、学校教育の一環として、授業の中で薬

物乱用防止学習から感じたことを表現することにより薬物乱用を許さない心を醸成するとし

て薬物乱用防止ポスター・標語の募集を実施している。 

薬物乱用防止ポスター・標語の募集、回収及び地区選考の事務は、東京都薬物乱用防止推

進協議会（以下「推進協議会」という。）が受託しており、また、各学校へのポスター・標語

の応募依頼については、局が区市町村教育委員会及び東京私立中学高等学校協会に、依頼文・

募集要項等により行い、必要に応じて、推進協議会に４８ある地区協議会が、地区内の各中

学校へ直接依頼することとしている。 

平成１９年度における薬物乱用防止ポスター・標語の応募状況は、表５６のとおりである

が、対象学校数に比較して、国立中学校及び私立中学校で応募が低調なものとなっている。 

国立及び私立の学校についても、薬物乱用防止対策の推進は重要な施策であることから、

これらの学校からの応募を増やすよう、引続き積極的な働きかけが望まれる。 

 

（表５６）薬物乱用防止ポスター・標語の応募状況（平成１９年度）（単位：校、点、％） 

応募学校数 応募作品数 

ポスター 標語 校 種 
対 象 
学校数 

学校数 応募率 学校数 応募率
ポスター 標 語 

国立中学校 ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

公立中学校 ６３６ ２４９ ３９．２ １６４ ２５．８ ５，４５０ １５，４７９

私立中学校 １８１ １０ ５．５ ８ ４．４ ２６５ １，８６８

合   計 ８２４ ２５９ ３１．４ １７２ ２０．９ ５，７１５ １７，３４７
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   オ 薬物乱用防止高校生会議（福祉保健局） 

「薬物乱用防止対策の推進」で、高校生については、①高校生自らが薬物乱用を身近な問

題としてとらえ、薬物の誘惑を排除できる能力を習得する機会の提供、②参加高校生が学習

した内容を広く同世代の仲間に発信していくことによる効果的な啓発活動の展開、③学校現

場における薬物乱用防止に関する指導手法の構築、などを目的として「薬物乱用防止高校生

会議」（以下「会議」という。）の開催を啓発活動の具体的対応策としている。 

会議の開催状況は、表５７のとおりであり、毎年、高校２校を選抜し、計２０名ほどの高

校生により実施している。会議の同年代へのアピールを、より強力なもの、より広範囲なも

のとするため、会議参加校の増加等、効果的な方策を検討することが望まれる。 

 

       （表５７）薬物乱用防止高校生会議の開催状況 

年  度 参加校及び参加者数 内 容 

平成１８年度 
都立第三商業高校（１０名） 
都立晴海総合高校（１０名） 

・麻薬・覚せい剤乱用防止運動東京大会

 における寸劇発表 

・リーフレット作成 

平成１９年度 
都立竹台高校（１２名） 
都立上野高校（９名） 

・麻薬・覚せい剤乱用防止運動都民大会

 における寸劇発表及び薬物乱用防止啓

 発ゲーム発表 

・リーフレット作成 

    

カ 薬物専門講師の養成（福祉保健局） 

学校・地域等における薬物乱用防止教室や講習会において講師を勤めてもらうため、薬剤

師の資格を有する者、学校・地域において薬物乱用防止にかかる普及啓発活動に従事してい

る者を対象に、講師養成講座を開催し、その修了者を薬物専門講師としている。 

また、平成１１年度からは講師の資質向上のため、「薬物専門講師フォローアップ研修」を

実施している。 

平成１９年度における「薬物専門講師フォローアップ研修」の実施状況は、表５８のとお

り、対象者数９７８人に対して、受講者数３６０人、受講率が３６．８％と低調なものとな

っている。 

昨今、大麻等の薬物に係る事件が多く発生しており、学校・地域等における薬物乱用防止

啓発の重要性が増し、薬物乱用防止教室等の積極的な開催が求められていることから、薬物

専門講師の研修受講率の向上に努めることが望まれる。 
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（表５８）フォローアップ研修の実施状況（平成１９年度）   （単位：人、％） 

区     分 対象者数 受講者数 受講率 
薬物乱用防止推進協議会会員 １７７ ６２ ３５．０

ライオンズクラブ国際協会 303-Ａ地区会員 １５３ ６０ ３９．２

東京都薬剤師会会員/東京都学校薬剤師会会員 ４２６ ２１２ ４９．７

覚せい剤等乱用防止推進員 １４ ６ ４２．９

中毒者相談員 ４ ２ ５０

その他 ３９ １０ ２５．６

都職員（健康安全研究センター及び保健所職員） １６５ ８ ４．８

合     計 ９７８ ３６０ ３６．８
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【参考】青少年の健全育成に係る協議会等の概要 

 １ 東京子ども応援協議会 

  ①設立年月  平成１７年６月 

 ②設置目的  次代の社会を担う青少年が心身ともに健やかに育成される社会の実現を図るため、

都民、区市町村、事業者及び地域の団体と協働して、青少年育成施策を総合的に

推進するための体制を整備するため。 

  ③構成員等  行政機関、教育関係団体、事業者関係団体、青少年健全育成等団体 

  ④事 務 局  青少年・治安対策本部 

 

 ２ 子育て応援東京会議 

  ①設立年月  平成１９年１０月 

  ②設置目的  子どもたちが心身ともに健やかに育つことができるとともに、子どもを産み育て

たいと望む人たちが安心して子育てできる環境を整備するため。 

  ③構成員等  学識経験者、経済団体、教育関係団体、事業者関係団体、青少年健全育成等団体 

         行政機関 

  ④事 務 局  福祉保健局 

 

３ 心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

  ①設立年月  平成１４年４月 

  ②設置目的  「心の東京革命」の推進と青少年の健全な育成を図るため、都民、民間団体及び

企業、並びに東京都・区市町村が相互に連携し、幅広い都民運動を効果的に展開

するため。 

  ③構成員等  行政機関、教育関係団体、事業者関係団体、青少年健全育成等団体 

  ④事 務 局  心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

 

 ４ 中学生の職場体験推進協議会 

  ①設立年月  平成１７年５月 

  ②設置目的  中学生の職場体験を円滑に進めるためには、家庭、地域、産業界など、多くの関

係者の理解と協力が必要なため。 

  ③構成員等  行政機関、学識経験者、産業団体・企業、教育関係団体、青少年育成団体、就業

支援機関 

    ④事 務 局  青少年・治安対策本部、教育庁 
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 ５ 子どもに万引をさせない連絡協議会 

  ①設立年月  平成１９年１月 

  ②設置目的  子どもの非行防止や健全育成に資するため、子どもの万引防止対策について協議

し、子どもに万引をさせない取組を推進するため。 

  ③構成員等  行政機関、学識経験者、教育関係団体、青少年育成団体、防犯関係団体、事業者

関係団体 

  ④事 務 局  青少年・治安対策本部 

 

 ６ 東京都要保護児童対策地域協議会 

  ①設立年月  平成１７年１１月 

  ②設置目的  平成１７年４月に施行された改正児童福祉法第２５条の２の規定に基づき、児童

虐待等を防止することを目的に、関係機関が積極的に情報を交換するなど、密接

に連携し、保護を要する子どもをいち早く発見、保護するために関係機関等によ

る地域協議会の設置促進が図られることになった。このため、都における要保護

児童対策の一層の強化と区市町村における協議会設置を促進するため。 

  ③構成員等  児童福祉関係の行政機関及び団体、保健医療関係の行政機関及び団体、教育関係

の行政機関及び団体、警察・司法関係の行政機関及び団体 

  ④事 務 局  福祉保健局 

 

 ７ 各区市町村要保護児童対策協議会 

  ①設立年月  平成１７年５月～平成２０年３月 

  ②設置目的  平成１７年４月に施行された改正児童福祉法第２５条の２の規定に基づき、児童

虐待等を防止することを目的に、関係機関が積極的に情報を交換するなど、密接

に連携し、保護を要する子どもをいち早く発見、保護するため。 

  ③構成員等  児童福祉関係の行政機関及び団体、保健医療関係の行政機関及び団体、教育関係

の行政機関及び団体、警察・司法関係の行政機関及び団体 

  ④事 務 局  各区市町村子ども家庭支援センターまたは福祉所管部署 

 

 ８ 東京都薬物乱用対策推進本部 

  ①設立年月  昭和４８年９月 

  ②設置目的  東京都における薬物乱用対策に関し、関係行政機関相互の緊密な連絡を図るとと

もに総合的かつ効果的な対策の樹立を強力に推進するため。 

  ③構成員等  都関係行政機関、国麻薬及び入国管理関係機関 

  ④事 務 局  福祉保健局 
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